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議 事 日 程 
 

令和７年第２回定例市会第２日 

令和７年９月８日午前10時開議 

 

第１ 五島大亮議員の議員辞職の件 

第２ 号 外 神戸市固定資産評価審査委員会委員選任の件 

第３ 予算第21号議案 令和７年度神戸市一般会計補正予算 

第４ 第 5 6 号 議 案 神戸市区の設置等に関する条例の一部を改正する条例の件 

第５ 第 5 7 号 議 案 神戸市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の

件 

第６ 第 5 8 号 議 案 和解の件 

第７ 第 5 9 号 議 案 神戸市指定障害福祉サービス事業者の指定の基準等並びに指定障

害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例及び神戸市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関す

る基準等を定める条例の一部を改正する条例の件 

第８ 第 6 0 号 議 案 神戸市立児童センター条例の一部を改正する条例の件 

第９ 第 6 1 号 議 案 市道路線認定及び廃止の件 

第10 第 6 2 号 議 案 神戸市マンション管理の適正化の推進に関する条例の件 

第11 第 6 3 号 議 案 公有水面埋立免許について意見を述べる件（中央区波止場町及び

新港町地先） 

第12 第 6 4 号 議 案 神戸市議会議員又は神戸市長の選挙における選挙運動用自動車の

使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公

営に関する条例の一部を改正する条例の件 

第13 第 6 5 号 議 案 国道428号（箕谷北工区）トンネル築造工事請負契約締結の件 

第14 第 6 6 号 議 案 妙法寺川改修工事その18請負契約締結の件 

第15 第 6 7 号 議 案 大輪田ポンプ場ポンプ設備他更新工事請負契約締結の件 

第16 第 6 8 号 議 案 北区鹿の子台北町２丁目法面対策工事請負契約締結の件 

第17 第 6 9 号 議 案 物品取得の件（簡易ベッド（避難所用）） 

第18 第 7 0 号 議 案 物品取得の件（間仕切りテント（避難所用）） 

（関係常任委員長報告） 

第19 決 算 第 １ 号 令和６年度神戸市一般会計歳入歳出決算 

第20 決 算 第 ２ 号 令和６年度神戸市市場事業費歳入歳出決算 

第21 決 算 第 ３ 号 令和６年度神戸市食肉センター事業費歳入歳出決算 

第22 決 算 第 ４ 号 令和６年度神戸市国民健康保険事業費歳入歳出決算 

第23 決 算 第 ５ 号 令和６年度神戸市母子父子寡婦福祉資金貸付事業費歳入歳出決算 

第24 決 算 第 ６ 号 令和６年度神戸市駐車場事業費歳入歳出決算 

第25 決 算 第 ７ 号 令和６年度神戸市市街地再開発事業費歳入歳出決算 

第26 決 算 第 ８ 号 令和６年度神戸市営住宅事業費歳入歳出決算 

第27 決 算 第 ９ 号 令和６年度神戸市介護保険事業費歳入歳出決算 
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第28 決 算 第 1 0 号 令和６年度神戸市後期高齢者医療事業費歳入歳出決算 

第29 決 算 第 1 1 号 令和６年度神戸市空港整備事業費歳入歳出決算 

第30 決 算 第 1 2 号 令和６年度神戸市公債費歳入歳出決算 

第31 決 算 第 1 3 号 令和６年度神戸市下水道事業会計決算 

第32 決 算 第 1 4 号 令和６年度神戸市新都市整備事業会計決算 

第33 決 算 第 1 5 号 令和６年度神戸市港湾事業会計決算 

第34 決 算 第 1 6 号 令和６年度神戸市自動車事業会計決算 

第35 決 算 第 1 7 号 令和６年度神戸市高速鉄道事業会計決算 

第36 決 算 第 1 8 号 令和６年度神戸市水道事業会計決算 

第37 決 算 第 1 9 号 令和６年度神戸市工業用水道事業会計決算 

第38 第 5 2 号 議 案 令和６年度神戸市港湾事業剰余金処分の件 

第39 第 5 3 号 議 案 令和６年度神戸市自動車事業剰余金処分の件 

第40 第 5 4 号 議 案 令和６年度神戸市水道事業剰余金処分の件 

第41 第 5 5 号 議 案 令和６年度神戸市工業用水道事業剰余金処分の件 

 

神 戸 市 会 議 長 
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 出 席 議 員（61名）    欠 員（１名） 

 欠 席 議 員（３名） 

   １ 番  前  田  あ き ら 君    ２ 番  森  田  た き 子 君 

   ３ 番  岩 谷  し げ な り 君    ４ 番  の ま ち  圭  一 君 

   ５ 番  な ん の  ゆ う こ 君    ６ 番  原    直  樹 君 

   ７ 番  木 戸  さ だ か ず 君    ８ 番  浅  井  美  佳 君 

   ９ 番  岩  佐  け ん や 君    10 番  萩  原  泰  三 君 

   11 番  坂  口  有 希 子 君    12 番                

   13 番  香  川  真  二 君    14 番  上  原  み な み 君 

   15 番  川  口  ま さ る 君    16 番  さ と う  ま ち こ 君 

   17 番  な が さ わ  淳 一 君    18 番  山 本  の り か ず 君 

   19 番  黒  田  武  志 君    20 番  か  じ  幸  夫 君 

   21 番  や  の  こ う じ 君    22 番  村  上  立  真 君 

   23 番  大  野  陽  平 君    24 番  平  野  達  司 君 

   25 番  上  畠  寛  弘 君    26 番  細  谷  典  功 君 

   27 番  宮  田  公  子 君    28 番  門  田  ま ゆ み 君 

   29 番  朝  倉  え つ 子 君    30 番  味 口  と し ゆ き 君 

   31 番  赤 田  か つ の り 君    32 番  三 木 し ん じ ろ う 君 

   33 番  外  海  開  三 君    34 番  住 本  か ず の り 君 

   35 番  高  橋  と し え 君    36 番  諫  山  大  介 君 

   37 番  伊  藤  め ぐ み 君    38 番  岡  田  ゆ う じ 君 

  欠39 番  五  島  大  亮 君   欠40 番  吉  田  健  吾 君 

   41 番  植  中  雅  子 君    42 番  山 下  て ん せ い 君 

   43 番  し ら く に 高 太 郎 君    44 番  河  南  忠  和 君 

   45 番  徳  山  敏  子 君    46 番  髙  瀬  勝  也 君 

   47 番  あ わ は ら  富 夫 君    48 番  西    た だ す 君 

   49 番  大 か わ ら  鈴 子 君    50 番  森  本    真 君 

   51 番  松  本  の り 子 君    52 番  大 井  と し ひ ろ 君 

   53 番  平  野  章  三 君    54 番  よ こ は た  和 幸 君 

   55 番  川  内  清  尚 君    56 番  村  野  誠  一 君 
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   57 番  松 本  し ゅ う じ 君    58 番  山  口  由  美 君 

   59 番  平  井  真 千 子 君   欠60 番  坊  池    正 君 

   61 番  坊   や す な が 君    62 番  堂  下  豊  史 君 

   63 番  菅  野  吉  記 君    64 番  壬  生    潤 君 

   65 番  𠮷  田  謙  治 君 

       

 議事に参与した事務局職員 

  市 会 事 務 局 長  村 井 秀 徳 君   市会事務局次長  近 都 正 之 君 

  議 事 課 長  竹 下 弘 一 君   総 務 課 長  尾 田 広 樹 君 

  政 策 調 査 課 長  久 保 阿左子 君   議 事 課 係 長  四 方 惇 史 君 

  議 事 課 係 長  宮 田 義 隆 君 
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 出 席 説 明 員 

市 長 久 元 喜 造 君    

副 市 長 今 西 正 男 君  副 市 長 小 松 恵 一 君 

副 市 長 黒 田 慶 子 君    

教 育 長 福 本   靖 君  
選挙管理委員会 
委 員 長 

村 上 雅 彦 君 

人 事 委 員 会 
委 員 長 

芝 原 貴 文 君  監 査 委 員 福 本 富 夫 君 

危 機 管 理 監 兼 
危 機 管 理 局 長 

上 山   繁 君  企 画 調 整 局 長 西 尾 秀 樹 君 

行 財 政 局 長 正 木 祐 輔 君  地 域 協 働 局 長  金 井 和 之 君 

文化スポーツ局長 三重野 雅 文 君  福 祉 局 長 八乙女 悦 範 君 

健 康 局 長 熊 谷 保 徳 君  こども家庭局長 中 山 さつき 君 

環 境 局 長 柏 木 和 馬 君  経 済 観 光 局 長 大 畑 公 平 君 

建 設 局 長 原   正太郎 君  都 市 局 長 山 本 雄 司 君 

理 事 兼 都 市 局 
都心再整備本部長 

中 原   信 君  建 築 住 宅 局 長 根 岸 芳 之 君 

港 湾 局 長 長谷川 憲 孝 君  消 防 局 長 栗 岡 由 樹 君 

水 道 局 長 藤 原 政 幸 君  交 通 局 長 城 南 雅 一 君 

教育委員会事務局長 竹 森 永 敏 君  
選挙管理委員会 
事 務 局 長 

長 谷 英 昭 君 

監 査 事 務 局 長 
兼 人 事 委 員 会 
事 務 局 長 

中 田 裕 子 君  会 計 室 長 片 野 敦 靖 君 

行財政局副局長 安 居 大 樹 君  行財政局財務課長 大 下 和 宏 君 
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   （午前10時０分開議） 

  （菅野議長議長席に着く） 

○議長（菅野吉記君） おはようございます。

ただいまより本日の会議を開きます。 

  最初に、諸般の報告を申し上げます。 

  まず、報道機関による傍聴席での撮影及び

録音の許可についてでありますが、神戸新聞

社さん、毎日新聞社さん、読売新聞社さんよ

り本日の本会議の模様を撮影及び録音したい

旨の申出があり、許可いたしましたので御報

告申し上げておきます。 

  以上、報告を終わります。 

  これより議事に入ります。 

○議長（菅野吉記君） 日程によりまして、日

程第１ 五島大亮議員の議員辞職の件を議題

に供します。 

  本件は、五島大亮議員より、９月３日付で

９月８日をもって議員を辞職したい旨の願い

出がありましたので、お諮りするものであり

ます。 

  この際、お諮りいたします。 

  五島大亮議員の辞職願は許可することに決

しまして御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 御異議がないと認めま

す。 

  よって、五島大亮議員の辞職願は許可する

ことに決定いたしました。 

  次に、日程第２ 号外神戸市固定資産評価

審査委員会委員選任の件について議題に供し

ます。 

  これより当局の説明を求めます。 

  久元市長。 

○市長（久元喜造君） ただいま上程になりま

した号外議案神戸市固定資産評価審査委員会

委員選任の件につきまして御説明申し上げま

す。 

  このたび、西谷良彦氏が10月12日をもって

任期満了となりますので、同氏を重ねて選任

いたしたいと存じます。 

  固定資産評価審査委員会は、中立的・専門

的な立場から固定資産課税台帳に登録された

価格に関する不服を審査・決定する機関であ

り、委員には固定資産の評価について学識経

験を有する者等を選任することとされており

ます。 

  西谷氏は弁護士としての豊富な実務経験に

基づき、専門的な見地より御意見をいただい

ております。 

  再任の打診に対しましても、弁護士として

のこれまでの経験と神戸市固定資産評価審査

委員としての３年間の経験を生かして、引き

続き公正な審査を行ってまいりたいとの抱負

をいただいており、固定資産評価審査委員会

の委員として適任と認められますので、地方

税法第423条第３項の規定により、その選任

につき議会の同意を求める次第であります。

何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げ

ます。 

○議長（菅野吉記君） 当局の説明は終わりま

した。 

  本件に関し、発言の通告もありませんので、

本件は委員会の付託を省略し、同意すること

に決しまして御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 御異議がないと認めま

す。 

  よって、本件はいずれも同意することに決

定いたしました。 

  次に、日程第３ 予算第21号議案より日程

第18 第70号議案に至る16議案、一括議題に

供します。 

  これより委員会審査の経過並びに結果につ

いて、関係常任委員長の報告を求めます。 

  まず、総務財政委員会副委員長坂口有希子

君。 

  （11番坂口有希子君登壇） 

○11番（坂口有希子君） ただいま議題となり

ました諸議案中、本委員会所管分の予算第21

号議案の関係分、第56号議案、第57号議案及

会議録（速報版）



 

－7－ 

び第64号議案、以上合計４議案について一括

御報告申し上げます。 

  まず、予算第21号議案の関係分は、地方交

付税の収入見込額及び物価高騰対応重点支援

地方創生臨時交付金の増額や選挙運営に関す

る事務経費の増額等により予算を補正しよう

とするものであります。 

  次に、第56号議案は、東灘区向洋町に六甲

アイランド出張所を設置するに当たり、条例

の一部を改正しようとするものであります。 

  次に、第57号議案は、地方公務員の育児休

業等に関する法律の一部改正に伴う部分休業

の改正や国家公務員の措置に合わせた仕事と

育児及び介護との両立支援制度の利用に関す

る措置を規定するに当たり、条例の一部を改

正しようとするものであります。 

  最後に、第64号議案は、公職選挙法施行令

の改正に伴い、選挙運動用ビラ及びポスター

の作成に係る公費負担の限度額を改正するに

当たり、条例の一部を改正しようとするもの

であります。 

  委員会は審査の結果、いずれも原案を承認

することに決定いたしました。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（菅野吉記君） 次に、教育こども委員

会委員長徳山敏子君。 

  （45番徳山敏子君登壇） 

○45番（徳山敏子君） 教育こども委員会委員

長報告。 

  ただいま議題となっております諸議案中、

本委員会所管分の予算第21号議案の関係分、

第60号議案、第68号議案、以上合計３議案に

ついて一括御報告申し上げます。 

  まず、予算第21号議案の関係分は、中学校

部活動の地域展開に向けた学校設備の整備や

学校給食食材費の高騰対策及び給食センター

の整備、運営、生活困窮者に対する食生活の

実施に伴い予算を増額するほか、路線バス運

行休止に伴う代替通学手段確保対策について

債務負担行為を設定するに当たり、予算を補

正しようとするものであります。 

  次に、第60号議案は、神戸市立児童センタ

ーについて、駐車場使用料の改定を行うに当

たり、条例の一部を改正しようとするもので

あります。 

  次に、第68号議案は、北区鹿の子台北町２

丁目法面対策工事請負契約を締結しようとす

るものであります。 

  委員会は審査の結果、いずれも原案を承認

することに決定いたしました。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（菅野吉記君） 次に、福祉環境委員会

委員長前田あきら君。 

  （１番前田あきら君登壇） 

○１番（前田あきら君） ただいま議題となっ

ております諸議案中、本委員会所管分の予算

第21号議案の関係分、第58号議案及び第59号

議案、以上合計３議案について一括して御報

告申し上げます。 

  まず、予算第21号議案の関係分は、暮らし

支援臨時特別給付金の支給や生活困窮者向け

の食料品等の配布会実施及び障害福祉施設の

設備に要する経費の支援等に伴う予算を増額

するに当たり、予算を補正しようとするもの

であります。 

  次に、第58号議案は、こども医療費助成制

度の拡充に伴うシステム改修業務の不備によ

り、受給者証の発送遅延に対応する必要が生

じ、本市に損害が発生したことから、相手方

が解決金を支払うことを内容とし、和解しよ

うとするものであります。 

  次に、第59号議案は、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律の

改正に伴い、指定障害福祉サービスの事業等

の人員、設備及び運営に関する基準等を改正

しようとするものであります。 

  委員会は審査の結果、いずれも原案を承認

することに決定いたしました。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（菅野吉記君） 次に、建設防災委員会
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委員長平野達司君。 

  （24番平野達司君登壇） 

○24番（平野達司君） ただいま議題となって

おります諸議案中、本委員会所管分の予算第

21号議案の関係分、第61号議案、第65号議案、

第66号議案、第69号議案及び第70号議案、以

上合計６議案について一括御報告申し上げま

す。 

  まず、予算第21号議案の関係分は、市直営

防犯カメラの増設等のため、また大規模林野

火災への対応に必要な資機材の調達、消防団

員に貸与する個人装備品の充実等のため、予

算を増額するに当たり、予算を補正しようと

するものであります。 

  次に、第61号議案は、岡場１号線のほか18

路線を市道路線として認定し、須磨里151号

線のほか27路線について市道路線を廃止しよ

うとするものであります。 

  次に、第65号議案は、国道428号の北区山

田町下谷上から原野においてバイバス整備を

行うため、トンネルの築造工事請負契約を締

結しようとするものであります。 

  次に、第66号議案は、妙法寺川下流域にお

いて50年に一度の降雨を安全に流下できる河

川に改修するに当たり、工事請負契約を締結

しようとするものであります。 

  次に、第69号議案及び第70号議案は、避難

所用物品として簡易ベッド及び間仕切りテン

トをそれぞれ買入れしようとするものであり

ます。 

  委員会は審査の結果、いずれも原案を承認

することに決定いたしました。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（菅野吉記君） 次に、経済港湾委員会

委員長ながさわ淳一君。 

  （17番ながさわ淳一君登壇） 

○17番（ながさわ淳一君） ただいま議題とな

っております諸議案中、本委員会所管分の第

63号議案及び第67号議案、以上合計２議案に

ついて一括御報告申し上げます。 

  まず、第63号議案は、中央区波止場町及び

新港町地先公有水面において、神戸市が埋立

免許を出願したことに伴い、神戸港港湾管理

者から意見を求められたものであり、本件の

埋立てはウオーターフロントエリアの回遊性

の向上やにぎわいの創出など神戸港の発展に

大きく寄与することから、必要性が認められ

るため、異議のない旨回答しようとするもの

であります。 

  次に、第67号議案は、供用開始後50年以上

が経過している大輪田ポンプ場について、機

能維持・強化のためにポンプ設備の更新を行

うに当たり、工事請負契約を締結しようとす

るものであります。 

  委員会は審査の結果、いずれも原案を承認

することに決定いたしました。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（菅野吉記君） 次に、都市交通委員会

委員長諫山大介君。 

  （36番諫山大介君登壇） 

○36番（諫山大介君） ただいま議題となって

おります諸議案中、本委員会所管分の予算第

21号議案の関係分、第62号議案、以上合計２

議案について一括御報告申し上げます。 

  まず、予算第21号議案の関係分は、ポート

アイランド・神戸空港への交通アクセスの向

上を目的として、共通乗車証社会実験の活用

及びマリンエアシャトルの利便性向上を図る

に当たり、予算を補正しようとするものであ

ります。 

  次に、第62号議案は、マンションの管理の

適正化の取組をさらに推進するため、これま

で任意制度として運用していた管理状況の届

出の義務化等について定める神戸市マンショ

ン管理の適正化の推進に関する条例を制定す

るものであります。 

  委員会は審査の結果、いずれも原案を承認

することに決定いたしました。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（菅野吉記君） 以上で関係常任委員長
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の報告は終わりました。 

  委員長の報告に関し、御質疑はございませ

んか。 

  （なし） 

○議長（菅野吉記君） 御質疑がなければ、こ

れより順次お諮りいたします。 

  まず、第60号議案及び第63号議案、以上合

計２議案についてお諮りいたします。 

  本件を関係常任委員長の報告どおり決する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長（菅野吉記君） 起立多数であります。 

  よって、本件はいずれも原案のとおり可決

されました。 

  次に、第62号議案についてお諮りいたしま

す。 

  本件を関係常任委員長の報告どおり決する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長（菅野吉記君） 起立多数であります。 

  よって、本件は原案のとおり可決されまし

た。 

  次に、予算第21号議案より第59号議案に至

る５議案、第61号議案及び第64号議案より第

70号議案に至る７議案、以上合計13議案につ

いてお諮りいたします。 

  本件は関係常任委員長の報告どおり決しま

して御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 御異議がないと認めま

す。 

  よって、本件はいずれも原案のとおり可決

されました。 

○議長（菅野吉記君） 次に、日程第19 決算

第１号より日程第41 第55号議案に至る令和

６年度神戸市各会計決算並びに関連議案、合

計23件、一括議題に供します。 

  本件に関する説明は、去る９月２日の本会

議において終了いたしておりますので、直ち

に質疑に入ります。 

  それでは、57番松本しゅうじ君。 

  （57番松本しゅうじ君登壇）（拍手） 

○57番（松本しゅうじ君） 皆さん、おはよう

ございます。それでは、自民党神戸市会議員

団・無所属の会の松本です。本日は坊議員並

びに上畠議員と共に質疑いたしますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

  まず最初に、令和６年度決算を踏まえた積

極投資についてお伺いをいたします。 

  令和６年度決算については引き続き財源対

策によることなく実質収支の黒字を確保する

とともに、企業業績の堅調な推移による法人

市民税の増加等により、３年連続で過去最高

の税収を確保でき、これらは久元市長の就任

以来の取組が着実に実を結んできた成果だと

評価をしています。 

  一方、本市でも人口減少の傾向が顕著とな

る中、持続可能な大都市経営を行うためには、

単年度収支の均衡を前提としながらも、緊縮

財政によることなく、将来を見据えた積極的

な投資を行い、民間投資を呼び込む好循環を

さらに拡大することが不可欠であります。 

  市民１人当たりの地方債残高は政令市平均

を下回り、健全化判断比率も政令市の上位程

度の水準まで回復した中、一時的な財政指標

の悪化を恐れることなく、市政の継続性を維

持しながら、これまで以上に積極的な投資を

行っていくべきと考えますが、見解をお伺い

いたします。 

  次に、神戸空港の地方路線拡充についてお

伺いします。 

  関西３空港懇談会の合意により2025年の国

際チャーター便が就航し、搭乗率が80％を超

え非常に好調な運航状況と聞いており、国際

化に伴い、神戸空港の役割拡大に対する期待

が本市内外問わず一層高まっていると感じて

います。 

  一方、同合意により国内線発着枠が120便

へ拡大されたが、まだ開拓の余地がある状況

であります。 

会議録（速報版）



 

－10－ 

  そこで2030年前後の国際定期便の就航、そ

の後の定着を見据えて日本の地方空港と連携

を深めるべきではないか。既に全国12都市に

就航しているところでありますが、国内線ネ

ットワークのさらなる拡充・強化を戦略的に

図り、地方空港とつながることで神戸と地方

空港の双方の発展を果たしていくべきと考え

ますが、見解をお伺いいたします。 

  次に、がん患者の相談支援体制の充実につ

いてお伺いします。 

  今や２人に１人ががんとなり、がんと共に

生きる時代と言われ、治療とともに日々の暮

らしや仕事など、両面からのサポートが必要

となっています。 

  令和３年12月の一般質問において、がん患

者の相談体制の拡充策として、マギーズ東京

の神戸への誘致を提案いたしました。 

  イギリス発祥で認定ＮＰＯ法人により運営

されるマギーズ東京は、がん患者や家族をは

じめ、がんに影響を受ける全ての人が気軽に

立ち寄れ、スタッフが話を傾聴することで自

分なりの解決策を見いだすことにつながって

いると聞いています。 

  当時、今西副市長さんからは、意義のある

活動であり、設置場所について相談に応じて

まいりたいという旨の答弁がありました。整

備候補地の視察や運営面の相談を重ねてまい

りました。 

  コロナ禍で寄附が減少し停滞しておりまし

たけれども、活動も全面的に再開となり、神

戸への進出のめどが立ってきたため、誘致実

現に向けて一歩踏み出すべきと考えますが、

見解をお伺いいたします。 

  最後に、学校給食における有機農業の推進

についてお伺いします。 

  国はみどりの食料システム戦略において、

2050年までに有機農業の取組面積を全体の耕

地面積の25％までに拡大することを挙げ、有

機農業に地域ぐるみで取り組むオーガニック

ビレッジの創出を支援しています。 

  本市では2024年４月にＫＯＢＥオーガニッ

ク推進協議会が神戸市有機農業推進実施計画

を策定し、2024年10月に有機農業をはじめと

する地域資源循環型また環境保全型、こうし

た農業を推進する方針を公表したことから、

これらの方針を踏まえますと、学校給食に地

元のオーガニック食材の導入を積極的に進め

ることは、地域農業の活性化につながり、食

育の観点からも大きな意義を持つと考えてお

ります。 

  現在の本市の学校給食におけるオーガニッ

ク食材の使用状況はどうか、また、今後段階

的に市内のオーガニック食材の導入を進めて

いくべきと考えますが、見解をお伺いいたし

ます。 

  以上です。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 松本しゅうじ議員の御

質問のうち、まず令和６年度決算を踏まえた

今後の投資の在り方につきましてお答えを申

し上げます。 

  今後人口減少時代に対応し、持続可能な大

都市経営を実現していくためには、外的要因

に左右されない強い財政基盤の確立が必要で

す。 

  そのためには都心・三宮再整備や駅前のリ

ノベーションなど、都市の成長やまちの魅力

向上につながるプロジェクトを推進し、民間

投資を呼び込み、域内経済の拡大や市民所得

の向上につなげ、成長の果実をさらなる成長

に投資していく好循環を生み出していくこと

が重要であるとかねてから考えてきました。 

  これまでも本市のプロジェクトは、民間投

資を誘発しております。 

  都心・三宮エリアでは、オフィスの供給や

ホテルの開業が進むとともに、４月にオープ

ンいたしましたジーライオンアリーナ神戸―

― これは民設民営の施設でありますが、多

くの来訪者による新たなにぎわいが創出され
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ております。 

  また、名谷や西神中央などの拠点駅を中心

に駅前空間のリノベーションに取り組んでき

たことから、民間事業者による住宅供給が生

み出されてきました。 

  本市では震災後、投資的経費を大幅に抑制

してきましたが、近年は増加傾向にありまし

て、令和７年度予算では1,096億円と23年ぶ

りに1,000億円台となりました。 

  さらに、今年２月に公表いたしました中期

財政収支見通しでは、令和８年度から11年度

にかけて、投資的経費は1,200億円から1,300

億円台で推移するものと見込んでおります。 

  この結果、地方債残高は増加し、今後将来

負担比率は一定程度増加していくものと予想

されますが、これまで申し上げましたような

プロジェクトなどへの投資は、神戸をさらに

魅力あるまちへと発展させていく好循環を持

続的かつ確固たるものにしていくために不可

欠なものと考えております。 

  今後とも事務事業の見直しやさらなる財源

確保に努めながら、必要な投資を積極的に行

っていきたいと存じます。 

  次に、神戸空港の地方路線の拡充につきま

してお答えを申し上げます。 

  神戸空港の国内線につきましては、発着枠

が拡大し、ＦＤＡやトキエアが加わり、国内

12都市に就航するなど、国内航空ネットワー

クの強化を進めてきました。 

  地方空港との連携は御指摘のとおり非常に

重要だと考えております。 

  羽田空港の現在の状況を考えれば、羽田便

を増設するということはかなり困難でありま

して、地方空港への就航を増やしていくとい

うことは現実的な選択肢であるとともに、地

方空港間の路線の開設は地方都市間の連携の

強化につながり、地方の活性化また東京一極

集中が進む中での地方創生にも貢献をする面

もあるのではないかと考えられます。 

  同時に、これまでせっかく開設された路線

が撤退をしたという例もありますので、やは

り必要な乗客数がしっかり見込まれるという

ことも重要です。 

  今後とも引き続きこのような観点から、関

西エアポート神戸と連携し、国内航空ネット

ワークのさらなる拡充・強化に取り組んでい

きたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、がん

患者の相談支援体制の充実、マギーズについ

て御答弁を申し上げます。 

  マギーズは平成８年にイギリスで設置され

たがん患者相談支援施設で、国内では平成28

年10月に東京都に国内唯一の施設としてマギ

ーズ東京が設置されているところでございま

す。 

  病院とは異なる独立した建物で、看護師等

の専門職が患者や家族等のサポートを行って

おりまして、運営主体は特定非営利法人であ

りまして、収入は主に寄附金によって賄われ

ていると伺っているところでございます。が

ん患者や家族が気軽に立ち寄り相談ができる

がん患者支援として意義のある活動だと理解

をしているところでございます。 

  令和３年12月の本会議におきまして、先方

の御希望があれば、土地の提供については有

償になりますが、マギーズの財政見通しを踏

まえて御検討いただいた上でお話を伺ってま

いりたいと答弁をさせていただいたところで

ございます。その後、令和６年度にはマギー

ズ東京の方がポートアイランドの公園を視察

されたところでございます。その際、決算状

況や職員体制、収支見込みなどにつきまして

資料を提出いただくようお伝えをしていると

ころでございます。 

  今後マギーズの進出の意向を踏まえまして、

事業計画について資料を提出いただきまして、
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神戸での立地について相談をさせていただき

たいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは学校

給食における有機農業の推進について答弁さ

せていただきます。 

  現状の取組ですが、市内のオーガニック食

材を学校給食で使用することは、農業振興へ

の寄与をはじめ地産地消の推進や環境教育、

ＳＤＧｓの観点からも意義があるものと考え

ております。 

  そのため、本市の学校給食で使用する食材

については、米飯は市内産米を使用するとと

もに、できるだけ化学肥料を使わずに作られ

たＢＥ ＫＯＢＥ農産物をはじめとした市内

産野菜等を優先して使用しているところでご

ざいます。 

  オーガニック食材の学校給食での使用につ

いて、令和６年度はＫＯＢＥオーガニック推

進協議会が策定した神戸市有機農業推進実施

計画に基づき、学校給食における有機農産物

の導入の可能性を探るため、12月と１月に市

内の有機農業で生産されたニンジンを小学校

給食で試験的に使用したところでございます。 

  ただ、オーガニック食材については、市場

に一般的に流通している状況にはなく、市内

の有機農業の農地面積の割合は約0.6％と僅

かであり、給食に使用するには現時点におい

て量の確保の面で課題があると認識しており

ます。 

  今後の展開ですが、令和７年度については

有機栽培されたニンジンの導入を増やす計画

としており、12月頃の使用に向けて生産を開

始しております。 

  学校給食でのオーガニック食材の使用に当

たり、量の確保の面は課題でありますが、引

き続き市長部局や学校給食会をはじめ、市場

関係者等の関係団体と情報共有しながら、で

きるところから連携して取組を進めていきた

いと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 松本君。 

○57番（松本しゅうじ君） それでは、まず再

質問を行いますが、令和６年度決算を踏まえ

た積極投資についてお伺いします。 

  今市長からも答弁いただきまして、将来負

担でありましたり、東京一極集中、これらの

ことが常に常に言われておりますが、改めて

お聞かせいただきたいのは、民間投資を促し、

神戸経済を活性化させるためには民間の経済

活動を支えるための事業用地の確保、それか

ら物流機能の強化が必要と、大変重要だと思

っておりますが、そのための積極的な投資は

不可欠であります。 

  内陸部においては新たな産業団地の造成を

計画するとともに、港湾エリアにおいては神

戸港中期計画に基づきまして、これまでにも

建蔽率や容積率の緩和を通じて民間による施

設更新の促進など一定の効果を創出しており

ますが、今後はさらに港湾エリアにおいて経

済機能を高めるためには、ポートアイランド

や空港島に残された用地の活用とともに新た

な事業用地の確保が重要と考えます。 

  港湾エリアにおいて今後どのような施策展

開を検討しているのか、見解をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 神戸経済の活性化の

ためには、港湾物流機能の強化とともに民間

投資の誘発が重要であると考えているところ

でございます。 

  これまでの取組では、限られた用地をより

高度に利用できますように、摩耶埠頭や新港

東埠頭などで建蔽率・容積率の規制緩和を進

めたことで、物流倉庫の建て替えの検討を始

める企業が出てきているところでございます。 

  また、現在投資を進めておりますポートア

イランド２期のコンテナターミナル再編事業

では、民間が投資する上屋が建設をされまし

会議録（速報版）



 

－13－ 

て、港湾物流機能の強化につながるとともに、

この再編に伴う移転・集約により六甲アイラ

ンドのコンテナターミナルの事業用地におい

て、新たな利活用が可能になるところでござ

います。加えて摩耶埠頭の北東部で新たな事

業用地を生み出す埋立事業も検討しておりま

して、来年にも港湾計画の変更手続を行う予

定としているところでございます。 

  このように港湾エリアにおきましては、既

存ストックを最大限活用しつつ、新たな事業

用地の確保に向けた投資を今後とも積極的に

行い、神戸のまちの成長・発展に資する事業

に取り組んでまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 松本君。 

○57番（松本しゅうじ君） ありがとうござい

ます。今副市長さんのほうからるる御説明を

いただきました。 

  先ほど少し言い忘れましたが、要望だけ１

つ最初の市長さんの答弁に対しまして言って

おかなきゃなということでちょっとお願いを

申し上げたいんですが、燃料高騰とか人材不

足―― 港湾においてはスピード・コスト・競

争力強化ということがずっと国際コンテナ戦

略港湾で言われてまいりまして、大変厳しい

という様相もお聞かせいただいたり、またコ

ンテナヤードを含めて民間の投資も大変大き

なパワーとして、上組さんを筆頭に今大変ス

ムーズにいっております。 

  ただ、日米間や中国含めて大変厳しい環境

もございますので、そういったことを考えま

すと国内外並びに都市間競争に対応するとい

う言葉では簡単でありますが、なかなかいろ

いろな予算も含めて取り組んでいくというこ

とが大事になってまいりますので、そういっ

た意味ではこれはかなり一層努力するという

ことになるんだろうと思います。 

  そして副市長さんのほうの今のお話でいき

ましても、摩耶埠頭そして新港埠頭を私も見

てまいりましたけれども、やはりこれらいろ

いろと現状にある方たちにも御協力をいただ

き、そしてまた期日を決めながら用地転用す

るという中で御協力いただく企業さんにも、

これによってさらに民間の皆さん方が投資意

欲を持ったり、誘致を含めて国内・国外含め

て神戸の持つポテンシャルをうまくまたそこ

で活用してもらいたいというようなことがあ

って、御理解をいただけるものだろうと思い

ます。 

  先ほども申し上げましたけれども、やはり

国内外の大きな問題と京浜や阪神、今九州含

めまして、また内航も大変厳しいと聞いてお

りますし、外貿もさらに今までどおり余計に

厳しくなる様相も踏まえておりますので、油

断なく１つ１つに取り組んでいくということ

が重要な課題になっておりますので、刻々と

時間だけが進んでいきます。人材不足、燃料

高騰は本当に喫緊の課題でありますが、何と

か今回も内閣で少し変化があるようでござい

ますので、その後の大きな動きにも期待をし

ながら取り組んでいただけますように、これ

は要望としておきたいと存じます。 

  次に、神戸空港の地方路線拡充について再

質問をいたします。 

  市長さんから今後いろいろな地方創生や東

京一極集中、先ほど申し上げました拡充・強

化に取り組むということでございます。その

とおりしっかりとやっていただきたいわけで

すが、国内線ネットワークのさらなる拡充に

向け、私は奄美との交流促進、これは効果的

であると考えています。 

  神戸市をはじめ尼崎市などにおいて奄美に

ルーツを持つ方が親族等合わせて約10万人と、

神戸奄美会だけでも５万人の名簿がある。そ

れに加えてもう少し範囲を広げてやりますと

10万人は最低限いらっしゃるだろうというお

話でございますので、そういったことも考え

まして、今まで県内では鹿児島県人会や関西

奄美会、神戸奄美会の皆さんが奄美と関西の

交流を深める取組を盛んに行ってまいりまし
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た。 

  奄美と関西の交流を一層深めることは、奄

美の人口・経済対策に資するだけでなく、神

戸空港の利用促進や交流人口の増加を通じて

本市の活性化に期待できると思っております。

神戸空港が関西の空の玄関口として、新たに

奄美群島の１つである特に徳之島空港と就航

し、重要な役割を担うべきと考えますが、見

解をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 現在御指摘をいただ

きました徳之島空港でございますけれども、

鹿児島と１日４往復、奄美大島と１日２往復、

沖永良部島と１日１往復が運航しているとい

う状況でございます。 

  関西からは、関西３空港から鹿児島空港を

経由し徳之島空港に向かうことができるとこ

ろでございます。また本州からの直行便とい

たしましては、伊丹空港から季節便―― これ

は年末年始とお盆でございますけれども、年

４回運航がされているという状況でございま

す。 

  お話をいただきましたように、神戸には神

戸鹿児島県人会や神戸奄美会など鹿児島県に

ゆかりのある団体がありまして、毎年神戸ま

つりのパレードにも御参加をいただいている

ところでございます。また、鹿児島県とは就

航都市として連携をしておりまして、定期的

な意見交換に加え、神戸空港の周年事業への

参加など利用促進にも御協力をいただいてい

るところでございます。 

  徳之島３町で構成をされております徳之島

空港利用促進協議会におきましては、都市圏

との直行便実現に向けて、神戸空港との路線

就航実現に強い思いを持っていただいている

ものと認識をしているところでございます。 

  今後とも鹿児島県との連携をより一層強化

するとともに、徳之島３町とも意見交換を行

うなど、就航の可能性につきまして研究をし

てまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 松本君。 

○57番（松本しゅうじ君） ありがとうござい

ます。 

  神戸空港自身で決められることではないの

で、やっぱり関西エアポートさんやら、また

神戸と一生懸命頑張っていただいてるスカイ

マークさん、こういった方々も採算性やいろ

んなことを考えることは大変大事なことかと

は思っておりますが、改めてそこで質問とい

うよりも要望しておきたいなと思います。 

  実は昨日も久しぶりに神戸の中突堤に行っ

てまいりまして、そこには神戸奄美会創立75

周年記念碑というのがあります。これ蘇鉄と

共に建立されまして非常に立派なものがある

と、それだけの歴史が物語っているというふ

うに思います。 

  神戸とのつながりが大変深いわけでござい

まして、そこに書いておられるのが、奄美各

島から―― この中に徳之島も沖永良部も与論

島までもみんな入ってるんですが、奄美各島

から本州への船上からの第１歩の地というふ

うに刻まれています。それだけ本当につなが

りが深いと。 

  そしてまた神戸製鋼や川重、三菱さん、労

働者の供給なんかも過去には一生懸命取り組

んで頑張ってきた方々ばかりであります。そ

ういった意味では、神戸経済を支えてきた方

でもあるなというふうに思っております。 

  そこで徳之島空港利用促進協議会の方々も、

神戸と徳之島を直行便で結ぶことを強く要望

しています。国にも働きかけを行っておられ

ます。 

  また、学生のマラソン合宿や日本陸上競技

連盟などが毎年徳之島を利用しておりまして、

これはＱちゃんの愛称で有名な高橋尚子選手

が徳之島でマラソントレーニングをして、20

00年のシドニーオリンピックで女子マラソン

で金メダルを取りました。そういったことか
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ら、そこには今は高橋尚子ロードと呼ばれる

場所で練習に皆さん励んでおられます。 

  先ほど申し上げました新規路線の就航につ

いては大変採算面では課題はあるにしまして

も、例えば多くの人々が集うシーズンに合わ

せた臨時便の検討、またスカイマークさんの

神戸と奄美を鹿児島経由で結ぶトランジット、

こうしたような事例なども参考に選択肢を広

げた議論を進めるべきであると考えています。 

  神戸と徳之島を結ぶことは徳之島の方々の

希望をかなえることだけでなく、神戸空港の

利用を促進し、神戸経済の活性化にもつなが

ると期待をしています。ぜひ実現に向け、関

西エアポートやスカイマークなどと具体的な

協議を進められるようにお願いをしまして、

これは要望としておきたいと存じます。 

  次に、マギーズ東京の神戸への誘致につい

て再質問をしておきたいと思います。 

  マギーズ東京の現況については、もう副市

長よく御存じのとおりでありまして、秋山正

子センター長からは人的リソースの確保にめ

どが立ち、コロナ禍以降の収支も改善し、今

後の継続的な経営が期待できると聞いていま

す。 

  法人の経営状況を注視しながら、前向きに

誘致を検討いただき、誘致が実現すれば、本

市において治療と日常生活の両面でのがん患

者のサポート体制が構築され、医療産業都市

を掲げる本市のブランド価値の向上にもつな

がると存じます。前向きに検討いただきたい

が、見解を改めてお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） このマギーズにつき

ましては、がん患者や家族が気軽に立ち寄り

相談ができる場所でございまして、私も東京

の豊洲のマギーズ東京を視察させていただき

ましたけれども、がん患者支援として意義の

ある活動だと理解をしているところでござい

ます。 

  先ほどの答弁との繰り返しになりますけれ

ども、今後マギーズの進出の意向というもの

も踏まえさせていただきまして、そして決算

状況や職員体制、収支見込みなどについて資

料を提出いただきました上で御相談に乗らせ

ていただきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 松本君。 

○57番（松本しゅうじ君） ありがとうござい

ます。 

  非常に積極的な御答弁をいただきまして、

実は今マギーズ東京の秋山センター長さんか

らは、最終的な前年度の決算状況、これも明

らかになるということで、実はこの市会に合

わせるように求めたんですが、今の様相でい

きますと９月、10月あたりになるということ

と同時に、累積赤字が少しあったんでありま

すけれども、それらを精算した上でも現在の

決算見込みはなお3,000万円の黒字を確保す

るという見込みだというふうにもお聞かせを

いただいておりますので、神戸進出に向けて

の実現性が高まっていると、私はそう考えて

います。 

  財政収支、人材、いろんな課題を心配はさ

れておられると思いますが、秋山さんのお話

をすると看護に関連する方々は知らない人は

いらっしゃらないというふうに大変著名な方

でありますので、そのあたりは秋山さんがさ

れるならということで、すぐに集まるという

ようなこともお聞かせをいただいております。 

  こうしたことで、法人の状況を注視しなが

ら、ぜひともマギーズ東京の神戸誘致を前向

きに検討していただきますように改めて要望

しておきたいと思います。 

  最後に、学校給食におきます有機農業の推

進について再質問をいたします。 

  有機農産物を給食に活用する先進事例とし

て、養父市のＮＰＯ法人Ｅａｒｔｈ Ｆａｍ

ｉｌｙ農と食と教育の取組があります。 
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  有機野菜の供給者として構成員に加わるこ

とで給食食材の需給調整を効率化しておりま

して、現在15品目の有機農産物を給食に使用

し、使用率は6.1％に達しているといいます。 

  先ほどは教育長の地産地消市内0.6という

のと――大分規模が違うのでありますけれど

も、違うなというようなことで、これからそ

ういった方々が活躍することによって増えて

いくんだろうなと思うんですが。そこで本市

では給食用の有機農産物を現在は市場から調

達されています。それに加えて、養父市の先

進事例を参考に供給者を巻き込んだ新たな体

制の構築を検討してはどうか。 

  また、全てを有機給食にすることは困難で

あります。そういったことになりますと、や

はり一部の学校だけでもとか、またメニュー

で利用するなど、いろんな工夫があると思う

んです。 

  その意義について、有機農産物を使用して

いるメニューを、給食だより、献立表、そう

いったようなものに掲載して、御父兄も含め

て児童に対する神戸市が食育の取組をやって

るんだというようなことを徐々にでも進めて

いくべきと考えます。これについて改めて見

解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 有機農産物の活用に

向けては、供給者を巻き込んだ体制の構築が

重要であると考えております。 

  本市では経済観光局やＪＡのほか、市内の

有機農業者を構成員とした――先ほど紹介し

ましたが、ＫＯＢＥオーガニック推進協議会

を立ち上げ、その拡大に向けて取組が進めら

れていると認識しております。 

  しかしながら、これも本市では小・中学校

合わせて１日当たり約10万食の学校給食を提

供しており、大量かつ安定的な食材確保のた

め、約２か月前から食材調達を開始している

ところであります。さらに、これも先ほど申

し上げましたが、市内の有機農業の農地面積

の割合は約0.6％と僅かであり、量の確保の

面でやはり大きな課題があると認識しており

ます。 

  したがって、先行する自治体のような事例

をそのまま導入することはなかなか難しいか

もしれないと考えております。 

  今後ですが、供給者を巻き込んだ同協議会

と連携しながら、昨年実施した学校給食での

有機ニンジンの試験使用の拡大に向けて、今

生産を開始しているところであります。加え

て、今御指摘いただきましたが、有機農業の

意義や提供した給食のメニューを食育だより

に掲載するなど、食育の充実にも取り組んで

いきたいとそのように考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 松本君。 

○57番（松本しゅうじ君） ありがとうござい

ます。 

  そのようなことになっていくだろうとは思

いますが、やはり金銭的な支援があって、そ

ういった方々がさらに有機野菜、有機農業に

取り組むと。もちろん中央市場は大変大事で

ありますので、そちらと協力しながら各区で

決めるのか、学年で決めるのか、そういった

こともいろんな形で頑張っていただきたいと

思うんですが、前に水産物はどうなってんだ

と、いつもキャベツやニンジンやジャガイモ

やというそういったことばかりでありました

ので、水産物も我々は神戸須磨ノリでありま

したりちりめんでありましたり、その他大変

神戸ブランドとして前面に出していこうと。 

  また、今は神戸の須磨ノリ、神戸のノリと

いうものが兵庫県のノリの中に混ざって提供

されるようなことも私たちとしてはあまりよ

ろしくないんでありますけれども、できるだ

けおいしい真っ黒な栄養価の高いものはぜひ

特殊にということで、今までそのことを再三

お願いしまして、ようやくそういった乾き物

的なものを含めて、その他にも１～２ありま
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すけれども、今使っていただいてる。大変あ

りがたく、その点は感謝申し上げておきたい

とかように思いますし、漁業者の皆さん方も

ノリの生産について一層力を入れるというこ

とでございましたので、また今、日本一の生

産量というようなことにも、海面上昇の都合

で九州が厳しいということから、今神戸が非

常に頑張っておられるということにもなって

おりますので、その点もやっぱり子供たちは

知らない。御父兄も知らない。神戸の方、須

磨の方は分かってる。垂水の方も分かってる

というようなことを兵庫から以西に漁業組合

があるのでありますけれども、それ以外の

方々はひょっとしたらあまり詳しくないのか

なと思ったりしますので、そういったことも

含めて全市にこうした食育という観点から水

産や農産物、有機野菜が子供たちの健康や体

の育成について学んでいく大きな事業として

の価値もあるとかように思っております。 

  これはちょっと要望だけ時間的なこともあ

りますので、しっかりと申し上げておきたい

のでありますが、生産面や価格面ということ

が常にあるのは、もう百も承知でありますけ

れども、やはり子供たちへの食育というのを

もっと大きく捉まえてもらいたいなと。 

  そういった意味では、実はこの間７月31日

と８月１日の両日に農水産課の皆さん方も参

加されて、協議会と有機給食を進める団体、

いわゆるＣＰＰ Ｊａｐａｎが共催しまして、

フランスから講師を招きまして――向こうは

非常に進んでおられるようでございますが、

そういった講師を招いて有機給食の先進事例

の紹介、またワークショップなどが実施され

ました。 

  当日は、実は山口市議や浅井市議と共に参

加いたしまして、今後も神戸市においても関

係者と共に生産・流通・消費の各段階におい

て学校給食における有機農業への支援を進め

ていただきますように、これは要望としてお

きたいと存じます。 

  私のほうからの質問は以上であります。坊

議員に代わってまいりたいと思います。あり

がとうございました。 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  次に、61番坊 やすなが君。 

  （61番坊 やすなが君登壇）（拍手） 

○61番（坊 やすなが君） 自由民主党・無所

属の会の坊 やすながでございます。松本議

員に引き続き代表質問をいたします。 

  久元市長は３期目の任期を迎えようとして

おります。久元市長は神戸を次のステージへ

と導く強い意志を持ってこの４年間、懸命に

市政運営に当たってこられました。市長任期

が迫っている状況の中で、これまで打ち出し

てこられた政策について、特に重要な施策に

ついて改めてその考え方や狙い、また政策効

果について説明を求めたいとの思いで質問を

させていただきます。 

  まずは持続可能な都市づくりであります。 

  昨年末に作成をした神戸市基本構想には、

神戸は多彩な表情を見せるまち、都会と里山

の共存、洗練された町並みと下町の活気との

都市像が掲げられております。 

  久元市政では、人口減少や少子高齢化とい

った課題に対応した持続可能な大都市を実現

するため、都市の再生、既成市街地・ニュー

タウンの再生、森林・里山の再生という３つ

の再生を掲げ、施策を展開しておりますが、

これまで都心では三宮クロススクエアや新バ

スターミナルの整備、ウオーターフロント開

発を進め、ニュータウンでは西神中央や名谷

の駅周辺リノベーション、空き家対策を実施

されております。 

  また、里山・森林では、森の未来都市構想

の下、竹林管理や木陰プロジェクトなど、自

然と共生する取組を進めており、そのほかに

も、物流機能と製造機能を兼ね備えた新たな

産業団地の整備や六甲・摩耶山の回遊性の向

上など、都市の価値を向上させる施策を展開
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しております。 

  今後神戸空港の国際化による効果を最大限

に発揮し、持続可能な都市の実現と神戸の魅

力、ブランド価値をさらに高めるためには、

これらの取組を個別ではなく相互に連携させ、

相乗効果を生み出すことが重要であると考え

ます。 

  海と山に挟まれた立地を生かした神戸なら

ではの自然と調和したまちづくりは大変評価

しており、都市ブランドの向上と共感の得ら

れる企業等の神戸への進出も期待できると考

えますが、どのような都市像を描き、これか

らの施策を発信・推進していくのか、見解を

伺います。 

  次に、部活動の地域展開と中学生を持つ世

帯への経済的支援について質問をいたします。 

  久元市政では、教員の負担軽減とともに、

子供たちが自ら興味や関心に応じて多様な活

動に参加できる環境を整えるため、部活動の

地域展開を進めています。 

  人口減少が進む中で、思い切った対策を講

じなければ、将来的に部活動の継続が困難と

なることを踏まえ、地域展開を着実に進める

ことの重要性は認識しております。 

  一方、我が会派では、これまで子供本位の

取組となるよう強く求め、活動拠点となる受

皿の確保や、活動移行期における教員の積極

的な参画、費用負担の軽減、保護者や教員へ

の理解促進などを重ねて指摘してまいりまし

た。 

  2026年９月のＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ開始ま

で残り１年となっておりますが、これらの懸

念についてどのように取り組んできたのか、

また円滑な移行に向け今後どのように進めて

いくのか、見解をお伺いいたします。 

  次に、今後神戸をさらに高みに上げるため、

特に私が重要と思う施策について質疑をいた

します。 

  将来の神戸を担う人材の育成であります。 

  久元市政では、神戸2025ビジョンで魅力的

な仕事の創出と産学連携による経済成長を基

本目標と掲げ、その基盤となる人材育成にも

力を注いでいます。 

  例えば新たな価値創出や事業効率化を支え

る高度デジタル人材の育成等を進めています

が、人口減少による国内市場の縮小を踏まえ

れば、今後神戸経済の成長に向けて、これま

で以上に海外市場の開拓・獲得を担う経営者

層や専門人材の育成が不可欠であります。 

  グローバル競争の激化する中、本市として

神戸商工会議所等の経済団体や大学などと連

携し、スタートアップを含む地域企業の成長

を支えるグローバル人材の育成を産官学で一

層強化する必要があると考えますが、御見解

をお伺いします。 

  最後に、東京事務所を活用した経済活動の

推進であります。 

  久元市政では、東京事務所を設置し、首都

圏の企業や団体との接点を構築することで神

戸への「ヒト・モノ・カネ」の還元を図って

います。 

  令和４年の決算特別委員会において、中央

官庁や国会議員との関係づくりにとどまらず、

都市プロモーションや企業版ふるさと納税の

獲得における役割の重要性を指摘いたしたと

ころであり、その後、一定の成果を上げてい

る点は評価をしております。 

  令和７年度には東京事務所を虎ノ門エリア

へ移転し、アドバイザー配置等による機能拡

充を実施したところでありますが、東京一極

集中が続く中、具体的にどのような成果を生

み出すことを見据えて、今後どのような戦略

で首都圏の人的ネットワークや資本を呼び込

もうとしているのか、御見解を伺います。 

  以上であります。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 坊議員の御質問のうち、

まずこの３つの再生をどのように連関させな

がら効果を発揮させていくのかということに
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つきましてお答えを申し上げます。 

  市民の皆さんと共に策定し、議会の議決を

いただきました神戸市基本構想を指針とし、

市民１人１人が幸せを実感できるまちづくり

を進めていくことが何よりも肝要であると考

えております。 

  その際、長期的な視点、つまり持続可能性

ということが大変大事であると考えてきたと

ころです。持続可能な都市を体現するまちと

して都心、既成市街地・ニュータウン、森

林・里山の３つの再生を進めるということで、

グローバル社会の中で優れた人材や企業が集

まり、多くの方々が訪れたい、住みたいまち

としての地位を確立させていきたいという思

いからです。 

  このような取組が神戸空港の国際化により

手にすることができた新しい国際都市として

の可能性を開花させ、都市の価値を大きく高

めることにつながると考えております。 

  この３つの再生につきましては、特徴ある

各エリアが近接し、充実した交通網で相互に

アクセスできるという神戸の強みを生かし、

連携をさせていくということが重要だと考え

ております。 

  都心部においては商業・業務機能の強化を

進めておりますけれども、これは同時に居住

機能につきましては都心居住の考え方を踏ま

えるとともに、一方で郊外の主要駅周辺のリ

ノベーションや住宅供給とを関連づけること

により、全市的な見地からのバランスの取れ

た人口配置を目指しております。 

  また、神戸は都市と農村が近接しておりま

すので、貨客混載をはじめとする人・物の交

流・循環促進による暮らしの充実を目指して

おります。 

  六甲山の木々を都心部に移植する、そのこ

とにより都心部の緑陰を創出するこうべ木陰

プロジェクト、あるいは保全した森林や生物

多様性に気軽に親しめる環境づくりなどは、

市街地に住む市民がこの神戸の山・森林に親

しんでいただきたいという意味での交流にも

つながると考えております。 

  これらの取組によりまして、豊かな日常と

交錯する非日常を創出し、郊外と都心にバラ

ンスよく人口を誘引していくという取組を進

め、自然と共生できる循環型のまちを実現し

ていきたいと考えております。 

  同時に、今申し上げた取組は、まだ十分な

ボリューム感があるというところまでは行っ

ていないということも事実ですので、より幅

広い取組ができるよう一層企業、大学あるい

はＮＰＯなどの団体の参画も求めながら、よ

り規模を拡大して行っていきたいと考えてお

ります。 

  次に、東京事務所を活用した経済活動の推

進につきましてお答えを申し上げます。 

  坊議員からは、中央官庁や国会議員との関

係づくりにとどまらず、都市プロモーション

や企業版ふるさと納税の獲得における役割を

東京事務所がしっかりと果たすべきではない

かという御指摘をいただきました。 

  かつて東京事務所は神戸市が単独で設置を

しておりましたが、その後、当時の井戸知事

にお願いいたしまして、兵庫県の東京事務所

に同居させていただくということにいたしま

した。これによりまして経費の節減が図られ

るとともに、兵庫県の東京事務所の皆さんと

連携をして、同じ部屋にいるわけですから、

兵庫県の情報もいただきながら一体的に東京

事務所の活動を進めることができたというふ

うに考えております。 

  これはこれで成果が上がってきたわけです

けれども、これまで御指摘いただきましたよ

うに、企業へのアプローチ、またより幅広く

例えば在外公館―― 大使館などへのアプロー

チということを考えますと、やはりより適切

な場所に東京事務所を移転することが望まし

いのではないかと考えてきました。 

  そこで令和７年度から、大企業・スタート

アップ・商工会議所・政府機関など約300社
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が入居するＣＩＣ Ｔｏｋｙｏに事務所を移

転させることといたしました。予算もお認め

いただき、移転も完了したところです。 

  さらに、ＩＴ・ＡＩ分野や海外とのビジネ

スの交流に強みを持つ民間人材を新たにアド

バイザーとして委嘱し、企業や大使館との接

点の獲得の強化に努めているところです。 

  これらの取組は、この４月に移転したばか

りですので、まだこの移転したことによる効

果ということにつきましてはまだ限定的です

けれども、神戸市の様々な高度デジタル人材

の育成に関する寄附、あるいはあすてっぷコ

ワーキングへの寄附などにもつながってきて

おりまして、今後ともさらに企業からの支援

につなげていくことができるのではないかと

考えております。 

  今後とも御指摘をしっかり踏まえながら、

企業などとのネットワークを拡大して強固な

ものとし、市内企業などの強みや神戸市の取

組状況をタイムリーにお伝えをしていく中で、

社会課題の解決に意欲のある企業・人を神戸

に誘致をする、神戸への出資金投入に関心を

持つ企業・人を含めた神戸の応援団を増やし

ていきたいと考えております。 

  ほかの御質問につきましては副市長からお

答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから将来の

神戸を担う人材の育成について御答弁を申し

上げます。 

  本市では、ＡＩなど高度デジタル分野での

人材需要の急激な高まりに対応するため、今

年度より高度デジタル人材の育成に取り組ん

でいるところでございます。 

  具体的には、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ＡＩ 

Ｃｏ－Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｌａｂを活用

した学生と企業による共同開発プログラム―

― 学生米国西海岸派遣プログラムの実施を

通じまして、先端ビジネスの現場感覚と国際

感覚を備えた人材の輩出を目指しているほか、

東京大学松尾・岩澤研究室と連携をいたしま

して、高度なデジタル技術を習得する人材の

裾野拡大に取り組んでいるところでございま

す。 

  また商工会議所では、経営者向けに世界の

政治経済の現状や動向を学ぶ講座を実施する

など、経営者の海外市場への興味・関心を高

める取組を実施しているところでございます。 

  神戸経済の成長に向けましては、国内経

済・国内市場が縮小する中、東南アジア・イ

ンド・中東やアフリカなど、人口増加と経済

成長が期待される地域との接点を一層拡大す

ることが必要だと考えてございます。 

  そのため先般、神戸シンガポールビジネス

オフィスを開設させていただきましたほか、

ＴＩＣＡＤ９の開催に合わせまして、アフリ

カビジネスフォーラムを実施するなど、海外

市場とのチャンネルを増やす事業に注力をし

ているところでございます。 

  また、御指摘の海外市場の開拓・獲得を担

う人材育成の点では、先月、本市と神戸大

学・商工会議所から成るプロジェクトチーム

がグローバルな市場拡大やイノベーション創

出を牽引する米国西海岸を訪れまして、当地

の大学や企業と具体的な育成プログラムの検

討を始めたところでございます。 

  今後は神戸空港国際化も踏まえまして、新

しく設置をいたしましたシンガポールオフィ

スも活用し、ＡＳＥＡＮ・中東・アフリカ市

場も見据えた人材育成プログラムを検討して

まいりたいと考えてございます。 

  そして、今後は御指摘をいただきましたよ

うに海外市場の開拓・獲得を担う人材育成が

地元経済の成長にとって極めて重要だと考え

てございます。今後神戸大学などの教育機関

や商工会議所などの経済団体とも十分連携さ

せていただきながら、スタートアップを含む

地域企業の成長を支えるグローバル人材の育

成に努めてまいりたいと考えてございます。 
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  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは部活

動の地域展開について御答弁申し上げます。 

  社会環境の変化によって持続することが困

難になり、子供たちのニーズにも合わなくな

ってきている中学校部活動をそのまま放置す

るのではなく、子供たちがやりたい活動を選

んで参加できる機会を将来にわたって確保す

るためにＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの開始に向け

た取組を進めているところでございます。 

  まず御指摘の活動団体の状況ですが、これ

までに関係団体や保護者など、様々なネット

ワークを活用した働きかけを行ってまいりま

した。その結果、幅広い市民の皆さんに協力

をいただき、開始１年前の現時点で２次募集

を終えて約1,000クラブの登録ができたとこ

ろでございます。 

  ただ、一部の地域ではまだ不足する活動が

あるため、11月頃の３次募集ではさらにきめ

細かく調整を行い、主要な種目について、生

徒の在籍校または近隣校での活動の選択肢を

確保していきたいと考えております。 

  次に、教員の積極的な参画でございますが、

議会での御指摘も踏まえ、希望する教員に積

極的な参画を促した結果、現時点で241名の

教員がコベカツクラブの代表または指導者と

して登録しております。さらに、約80名の教

員が人材バンクに登録しており、指導者を必

要としている団体とのマッチングを引き続き

進めるなど、教員が希望やライフスタイルに

応じて参画できるように取り組んでいきたい

と考えております。 

  次に、費用負担の軽減でございますが、コ

ベカツクラブの活動は営利を主目的としない

ことを前提に、学校施設を無償で利用いただ

くこと等により費用を抑え、可能な限り低廉

な会費設定となるよう、各コベカツクラブに

個別に働きかけを行っているところでござい

ます。 

  その結果、これまでに登録しているクラブ

が申請している平均額は約3,200円となって

おりますが、御指摘を踏まえ、保護者の負担

の軽減につながるよう今後も努めていきたい

と考えております。 

  次に、理解促進の取組ですが、生徒や保護

者にはこれまでＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵについ

ての具体的なイメージを持っていただくため、

専用ホームページや広報紙ＫＯＢＥなど様々

な媒体を活用して、きめ細かな情報発信に取

り組んできました。 

  特に、日常的に生徒や保護者に接する教員

が丁寧に説明できるようしっかり理解するこ

とが重要であると考えております。このたび

２次募集の結果も出たことから、より具体的

に地域ごとの状況も踏まえて、１人１人の教

員への情報を発信していきたいと考えており

ます。 

  来年９月のＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ開始まで

残り１年となりましたが、引き続き子供たち

を中心に置いて、１つ１つの課題に対してき

め細かく対応し、円滑に移行ができるよう全

力で取り組んでいきたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 坊君。 

○61番（坊 やすなが君） それでは、ＫＯＢ

Ｅ◆ＫＡＴＳＵの話からさせていただきます。 

  部活動の地域展開を円滑に進めるためには、

単に受皿を整備するのみならず、活動する子

供や保護者が安心して参加できる環境を確保

することが不可欠であります。 

  特に活動場所への移動に伴う負担や安全面

の懸念は大きく、これを放置すれば、参加機

会の格差を生むおそれがあります。 

  また、活動費用の増加は家庭にとって大き

な負担となり、子供の選択肢を狭めかねない

と考えますが、移動支援や安全確保、経済的

支援等の子供や保護者への負担軽減策につい

てどのように検討し実施していくのか、見解

を伺いたいと思います。 
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  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） まずは移動について

ですが、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵは校区を超え

て子供たちがやりたいことを選んで活動する

ことが特徴の１つであります。基本的には現

在の部活動における主要な種目については、

生徒が在籍する学校または自転車で移動でき

る範囲の近隣校で活動を選択できるよう活動

団体の確保に取り組んでおり、２次募集の結

果、一定のめどが立ちつつあります。 

  ただし、２次募集を終えて一部の地域では

まだ不足する活動がありますが、先ほど答弁

しましたように３次募集において、きめ細か

く調整していきたいと考えております。 

  さらに、西北神の一部の学校では学校間の

距離が遠く、公共交通機関と移動も難しい状

況であることは課題と認識しておりますので、

参加機会の格差が生じることのないよう、対

策について検討していきたいと考えておりま

す。 

  次に安全確保についてですが、徒歩または

自転車で近隣校に移動する場合には、生徒の

安全面について配慮が必要だと考えておりま

す。 

  通学路とは異なるため、新たに必要となる

箇所への街灯や防犯カメラの設置について、

市長部局とも連携しながら対応していきたい

と思います。 

  また、警察とも連携し、各学校において交

通安全教室を実施するなど、改めて生徒に指

導してまいりたいと考えます。 

  次に、経済的な負担の軽減についてですが、

会費を中心とした保護者の経済的な負担につ

いては、生徒が多様な活動に参加する機会を

確保する観点から、可能な限り軽減する必要

があると考えております。そのため、これま

でにもコベカツクラブには、学校施設を利用

することにより可能な限り低廉な会費設定と

なるよう働きかけているところでございます。 

  また、特に経済的にお困りの御家庭への支

援については、就学援助制度での対応につい

て検討を進めております。これらの取組に加

えて、さらなる負担軽減としてどのような取

組が考えられるのか、引き続き検討していき

たいと考えております。 

  いずれにせよ、子供たちが自ら選択して多

様な活動に参加できるよう、移動に係る課題

への対応や保護者負担の軽減について必要な

予算の確保も含めて検討していきたいと考え

ております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 坊君。 

○61番（坊 やすなが君） 先ほど指摘した部

分が一番不安となる部分ですし、またよく分

からずにああだこうだと言う人もたくさんい

らっしゃるわけですから、正しい情報をしっ

かりと保護者に伝えていただくということの

努力はしていただきたいというふうに思いま

す。 

  次の再質ですが、久元市政では、幼児教

育・保育の無償化や高校生等の通学定期券補

助など、子育て世帯の経済的負担軽減に積極

的に取り組んでいただいております。大いに

評価をしております。 

  一方で、中学生を持つ家庭への支援は、経

済的事情を抱える世帯を対象とした学習支援

が中心であり、幼児や高校生と比べると相対

的に薄い印象を受けます。 

  先ほどＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵについて質問

いたしましたが、今後中学生を取り巻く環境

はさらに変化することが想定されますが、子

育て世帯への切れ目ない支援という観点から、

中学生を持つ家庭に対し、ニーズに合わせた

経済的支援を実施すべきでないかと考えます

が、御見解をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 中学校までは義務教育

ですが、高校になると義務教育ではなくなる
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ので、言うまでもなく授業料が必要となる。

また、この通学の範囲も地域の中学校から自

らの選択により遠くの高校に通う。したがっ

て通学費が相当高額になると、こういう観点

から高校生に対する支援を近年強化してきた

ところです。 

  同時に中学生を持つ世帯への経済負担を軽

減するということも重要でありまして、例え

ば中学校全員給食への移行あるいは給食費の

負担軽減の予算化ということを行ってきまし

た。子供医療費につきましては、所得制限の

撤廃も数年前に行ったところでありまして、

また経済的な事情などで学習機会を十分に得

られていない中学生を対象とした学習支援事

業も拡大してきたところです。 

  今後中学生がいる世帯に対して子育て世帯

のニーズをお聞きしながら、今行っているも

のに加えてどのような支援が必要なのか、具

体的な議会での御指摘も踏まえながら検討さ

せていただきたいと存じます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 坊君。 

○61番（坊 やすなが君） 市長の今の答弁し

っかりまた進めていただいて、市民の安全、

それから将来に向けて神戸をしっかり支えて

いくという思いを持つぐらい、自分も支えら

れたという思いを持っていただけるような施

策を展開していただければというふうに思っ

ております。 

  最後に要望でございますが、部活動の地域

展開に当たって、最大の懸念点は保護者によ

る送迎などの手間の増加と会費や交通費とい

った経済的負担の増加であります。保護者や

子供たちの負担軽減策については責任を持っ

て引き続き検討していただきたいと思います。 

  また、部活動は保護者の支えと指導に尽力

してきた教員の下、スポーツや文化活動を通

じて子供たちの人間形成において大きな役割

を果たしてまいりました。久元市長も部活動

の意義については高く評価されていますが、

ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ移行後もその意義が継

承され、子供たちの健全なる成長と未来への

希望につながる活動となりますように強くお

願いを申し上げておきます。 

  次に、持続可能な都市づくりの部分でござ

いますが、再質疑をさせていただきます。 

  先ほど市長のほうから３つの再生のうち都

心再生に当たり、久元市政の大型プロジェク

トである都心・三宮再整備は、民間投資の誘

発と神戸のまち全体への経済波及が期待でき

る重要な施策であるというふうにおっしゃい

ました。 

  物価高騰による影響も踏まえつつ、着実な

推進を期待しておりますが、これまで我が会

派からも事業の魅力発信や歩行者優先の道路

拡張等を要望し、久元市政と議会で一体とな

って進めてまいりました。 

  この中でも三宮クロススクエア構想は、神

戸市の顔とも言える三宮の中心部において、

歩行者空間の拡充とまちの回遊性の向上を図

るものであり、都市の魅力向上に大きく寄与

するものと認識しておりますが、周辺道路の

渋滞や物流動線への影響については一定の懸

念の声もあります。これらの懸念をどのよう

に解消し事業を進めていくのか、御見解を伺

います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 御指摘いただきました

ように、三宮クロススクエアは道路空間を車

中心から人中心の空間に段階的に転換し、歩

行者空間の拡充とまちの回遊性の向上を図る

ことを狙いとしております。 

  三宮駅前の中央幹線は通行する車の約半分

が通過交通でありまして、この通過交通を外

周道路に誘導しながら段階的に実現を目指す

こととしております。 

  このことによりまして渋滞が起きないよう、

また物流動線に悪影響が生じないよう十分留

意しながら、段階的に進めてきたところです。 

会議録（速報版）



 

－24－ 

  少し具体的に御説明申し上げますと、第１

段階といたしましては、三宮交差点東側部分

の車線数を10車線から６車線へ減少させる、

こういう方向に向けまして、それが可能かど

うかという実験を2019年に行いました。そこ

で得られた課題、ここで課題がかなり明らか

になってきましたので、これを解消するため

に2023年から2024年にかけて、春日野交差点

や磯上通１丁目交差点の改良工事などを先行

的に実施いたしました。その上でＪＲ三宮新

駅ビルの工事のため、現在既に６車線となっ

ております。 

  これがどういう効果を発揮したのかという

ことを昨年７月に交通量の調査を行ったわけ

ですけれども、中央幹線の自動車交通が浜手

幹線の容量の範囲内で1,000台単位で転換し、

交通社会実験時に発生した旧中央区役所前交

差点での渋滞が解消するなど対策の効果を確

認できております。 

  また、主要な物流動線である浜手バイパス

西行き方面の通行につきましては、不要な車

線変更がなくなり、交差点付近での交通事故

数が減少したといった報告も兵庫県警から受

けております。 

  第１段階につきましては、三宮ＪＲ新駅ビ

ルが開業する令和11年―― 2029年度と同時の

完成を目指していきたいと考えております。 

  さらにこの2029年の後どうするのかという

ことですけれども、これは大阪湾岸道路西伸

部の供用開始が前提となります。その際の交

通状況をよく調査した上で、３車線に減らし

ましても渋滞が起きないよう必要に応じて対

策を行った上で、その上で問題がないと判断

すれば、三宮クロススクエアの第２段階を進

めていくこととしております。 

  この第２段階をいつ実現できるかにつきま

しては、まだ整備時期が決まってはおりませ

ん。自動運転など技術革新、公共交通へのさ

らなる転換など、社会情勢に合わせた様々な

検討が必要であると考えております。 

  当面第１段階につきまして、駅ビルと一体

となった神戸の玄関口にふさわしい魅力的な

歩行者優先の空間となるよう整備を進め、第

２段階以降につきましても、渋滞や物流動線

への影響を十分検証し、自動車交通との調和

を図りながら進めていきたいと考えておりま

す。 

  三宮クロススクエアは、このように十分に

渋滞への影響を検証しながら、計画的かつ段

階的に進めていきたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 坊君。 

○61番（坊 やすなが君） 昭和の戦後、まち

のインフラを造って人口が増えていく中で、

道を広げていったり道を増やしていったりと

いう発想で、ずっと公務員の方々はその発想

で仕事をされてきたわけですが、この人口減

少社会に入って新たな価値を考えて、そして

この三宮クロススクエアというのはやっぱり

歩行者に優しい形の発想の転換だと思います。 

  そんな中の施策ですので、慎重に検証しな

がらやっていただいてるということにつきま

しては、非常に安心感を持ちましたし、ぜひ

新しい価値を神戸から発信していくという意

味でも進めていただけたらというふうに思っ

ております。 

  次に、久元市政では三宮における商業機能

の集約を目的に、住宅の新築を一定制限する

特別用途地区の設定、いわゆるタワマン規制

を行っておりますが、あえて都心においての

み規制を行っている趣旨とマンションの適正

管理の課題とが混同して理解されている印象

を持つ市民もおります。 

  そのため、例えばマンション組合等が徹底

した老朽化対策を実施するのであれば、タワ

マン規制は不要である、三宮は規制されてい

るのに、なぜ垂水駅前のタワーマンション建

設は許されるのかといった議論が生じている

のではないかと心配しておりますが、改めて

都市におけるタワマン規制の狙いを明確に示
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すべきと考えておりますが、御見解をお伺い

します。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 都心の商業地域につ

きましては、都心機能誘導地区として多様な

都市機能を高度に集積させるため、市内の他

のエリアと比べて高い容積率を指定させてい

ただいているところでございます。 

  このエリアを市場原理に任せまして、この

高い容積率を活用した居住機能が増え過ぎま

すと、商業・業務機能を立地させる余地が減

り、都心の魅力や活力の低下が懸念されると

ともに、極めて狭いエリアに人口が集中する

ことで、小学校などのインフラへの大きな負

荷がかかる可能性がございます。 

  持続可能なまちづくりという観点からは、

都心に人口を集中させるのではなく、築き上

げてきた公共交通ネットワークを生かしなが

ら、都心と郊外のそれぞれの役割を踏まえ、

市全体でバランスの取れたまちづくりを進め

ていくということが重要であると考えてござ

います。 

  都心の働く場や消費の場としての機能が強

化されれば、郊外の居住地としての需要も高

まると考えてございます。郊外では、駅周辺

のリノベーションによる拠点の整備を行うこ

とで、市全体の吸引力を維持・強化し、全市

的な観点での人口減少幅の抑制につながると

考えています。 

  制度の運用から約５年が経過し、当施策は

先進的な取組として全国的にも注目を浴びて

おり、制度の内容や効果等について他の自治

体からも多数の問合せを受けている状況がご

ざいます。 

  議員御指摘のとおり、当施策の狙いを明確

に伝えていくことは非常に重要であると考え

ており、今後も引き続き市民との対話や各業

界との意見交換の場などあらゆる機会を捉ま

えて丁寧に情報を発信してまいりたいと考え

てございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 坊君。 

○61番（坊 やすなが君） 次に、久元市政に

おきましては、居住と税制のあり方に関する

検討会を開催し、タワーマンションの空室税

導入の可能性について検討しております。今

年度５月にも第２回が開催されたところであ

りますが、空室税は全国的にも注目を集めて

おり、賛否両論がある状況であります。 

  検討段階であるからこそ、検討目的を明確

にし、誤解を招かないような正確な情報発信

が求められると思いますが御見解を伺います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この居住と税制のあ

り方に関する検討会は、タワーマンションと

地域社会との関わりのあり方に関する有識者

会議の報告書におきまして、タワーマンショ

ンの空き部屋の所有者に対する法定外税の可

能性が示されたことを受けて、学識経験者等

により専門的な見地から法定外税の可能性を

検討するために設置したものでございます。

これまでに２回開催しておりまして、事務局

からは３つの再生など、まちづくりの方針に

ついても報告をさせていただいたところでご

ざいます。 

  委員からは、まちづくりとの整合性が図ら

れるよう議論を進めるべきという意見なども

いただいているほか、不動産関係団体へのヒ

アリングにおいては、賛否様々な意見を頂戴

したところでございます。 

  検討会におきましては、法定外税の可能性

として空室利活用促進と建物適正管理促進と

いう２つの方向性が考えられるといった意見

を頂戴しておりまして、このことを踏まえな

がら、御指摘をいただきました検討目的の明

確化について今後の議論の中で整理するとと

もに、正確な情報発信について努めてまいり

たいと考えてございます。 
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  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 坊君。 

○61番（坊 やすなが君） 次に、将来の神戸

を担う人材の育成についての再質をさせてい

ただきたいと思います。 

  急速な社会情勢の変化やグローバル化・情

報化の進展に伴い、市民ニーズが多様化する

現代においては、市民本位の市政運営を実現

するために神戸の未来を真剣に考え行動でき

る人材の確保が不可欠であります。 

  近年、公務員志望の減少や退職者の増加が

顕著となっており、全国的にも人材確保が課

題となっているため、入庁後の育成だけでは

なく、志の高い人材の獲得に向け戦略的な取

組が重要であると考えますが、お考えを聞か

せていただきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 本市におきましても、

人材確保は重要な課題と認識しておりまして、

現在様々な取組を進めさせていただいている

ところでございます。 

  令和５年度からは、新卒と経験者の割合を

１対１として経験者採用を拡大いたしまして、

令和６年度からは、民間企業等でマネジメン

ト経験を有する人材を獲得するため、係長の

採用選考を導入しているところでございます。

今年度からは獲得が困難であります技術系職

員の確保のため、大学３年生が受験可能な大

学卒チャレンジ枠も創設をさせていただいた

ところでございます。 

  採用広報におきましては、東京での説明会

や拠点都市での転職フェアでのＰＲによりま

して、従来では獲得できていなかった人材に

アプローチし採用にもつながっているところ

でございます。 

  御指摘の志の高い人材を獲得するに当たり

ましては、神戸市の社会貢献性の高い職務の

魅力を的確に伝えていくことが重要であると

考えているところでございます。 

  本市では職業体験を通じて公務の意義や魅

力を感じていただくインターンシップにより

まして、公務の大切さや社会影響力の大きさ

などを知ってもらう取組を行っているところ

でございます。また、若手から活躍でき、職

員がやりがいを持ちながら成長する職場づく

りを推進し、発信していくことも重要であり

まして、一層注力をしてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

  採用活動から入庁後の育成までを一元的に

担う採用育成チームにおきまして、学生経験

者へのアプローチやキャリア形成支援等総合

的に推進をしているところでもございます。

引き続き戦略的な人材確保、そして育成施策

を実施してまいりたいと考えているところで

ございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 坊君。 

○61番（坊 やすなが君） これまでやってき

たやり方、それはひとついろいろ工夫しなが

ら進めていただきたいんですが、高度成長の

ときに人がどんどん増えますし、予算も増え

ますし、待っててもいい人材が集まりやすか

った時代だったと思うんですが、今は人口も

減ってきて人手不足でございます。 

  今も既に悩んでおられますように、なかな

かいい人が集まらないという状況の中で、や

はり私は神戸市が神戸市を担う人材を自らつ

くっていくと、育てていくということが大事

じゃないかなというふうに思っておりまして、

１つは大学みたいなもの、そういった機関の

中で神戸市の市政について専門的に学んでい

ただいて、入庁して神戸市の将来を担うとい

う自覚を持った人材をやはり自らつくるべき

だというふうに思っております。 

  時間がありませんが、一言もしよければ市

長の考え聞かせていただきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 大変今までになかった
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視点の御指摘いただいたというふうに思いま

すので、例えばこれ可能かどうか分かりませ

んけれども、言わば神戸市が大学の中に寄附

講座を設けて、神戸市のことをしっかり学ん

でいただくと、そういうようなアプローチも

ひょっとしたら可能であるかもしれませんの

で、御指摘を踏まえ検討させていただきたい

と存じます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 坊君。 

○61番（坊 やすなが君） ありがとうござい

ます。非常に重要なことですので、ぜひ色々

とアイデアを出していただいて、進めていた

だきたいと思います。 

  それでは上畠議員と変わります。 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  次に、25番上畠寛弘君。 

  （25番上畠寛弘君登壇）（拍手） 

○25番（上畠寛弘君） それでは坊議員に続き

まして、自由民主党神戸市会議員団・無所属

の会として代表質疑をさせていただきます。 

  まず、人口減少下における市の方針の明確

化と徹底した情報発信についてでございます。 

  人口減少下においては、従来の延長線上に

ない新たな発想による施策展開が求められて

おります。 

  しかし、神戸市としての社会課題の捉え方

や対応方針、その狙いを正確に発信しなけれ

ば、神戸市民の方々に誤解を与えかねないこ

ともございます。 

  今年度には広報戦略部が市長室から企画調

整局に移管され、企画立案から情報発信を一

貫して実施する組織体制が構築されたところ

であり、非常に期待しているところでありま

す。 

  一方で、例えばいまだに人口減少を甘受し

ているとの印象など、市の姿勢に対する不安

や誤解が一定あるというふうに私は感じてご

ざいます。市民の不安を払拭し、神戸市全体

で人口減少時代に立ち向かうためにも、市と

しての人口減少時代における受け止めや今後

の方針を改めて明確に示して、市民等への丁

寧な情報発信を徹底することが重要であるか

というふうに思います。ぜひこの点について

の御見解をお伺いしたく存じます。 

  次でございます。 

  森林施策のさらなる推進ということで、神

戸市は市域の約４割を森林が占め、その保全

と活用は都市の安全や環境政策の推進におい

て重要です。 

  本年度からは森の未来都市神戸の取組を開

始し、森林・里山の再生とまちの緑化を通じ

て自然と共生する持続可能な都市づくりを進

めるとしております。 

  また、推進本部を立ち上げ、これまで部局

ごとに分散していた施策を横断的に連携させ

る体制を整えたことは大きな前進と評価して

おります。 

  一方で、神戸市がさらに今後森林施策を推

進するために市税をこれまで以上に投入する

のであれば、目指すべき姿を明確にし、神戸

市民そして企業の理解と共感を得る必要があ

ると考えます。 

  神戸市においては、現時点でどのようなあ

るべき姿を掲げ進めようとしているのか、見

解をお伺いいたします。 

  続いて、人事・労務施策であります。 

  時間外勤務の削減についてです。 

  職員の心身の健康維持や人材確保、そして

財政負担の軽減の観点で、この時間外勤務の

削減は大変重要であります。 

  神戸市はこれまで、働き方改革、部局内応

援制度、事務事業見直し等に取り組み、選挙

事務を除く１人当たりの月間時間外勤務は令

和８年度時点で平成28年度比2.7時間の削減

を実現し、これは評価しているところでござ

います。 

  私が８年前に一般質問をした際には、残業

は57億円かかっておりました。そして休日勤
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務手当では17億円かかっておりました。その

後、令和６年度の時間外勤務における人件費

の決算額は、時間外労働において一般会計で

約51.4億円ということであり、5.6億円ほど

の削減がされておりますが、やはり一定の大

きな財政負担となっております。 

  ただしこの5.6億円の減少は、久元市長が

就任されて、その後フレックスタイムを８年

前に導入されたことの効果も顕著に表れてお

り、さらにこれを削減するべく、従来の取組

に加えて管理職のマネジメントの強化、さら

にまだまだ運用が足りていないところもある

と思いますので、フレックスタイムをいま一

度活用することによって勤務時間の調整、時

間外勤務の人件費単価を意識した業務遂行な

ど多角的なアプローチが必要であると思いま

す。 

  時間外勤務の削減を一層進めるために今後

どのような取組を進めるのか、見解をお伺い

したいと思います。 

  続いて、廃棄物処理行政についてです。 

  神戸市の容器包装プラスチックの分別収集

では、市民の分別負担に加え、中間処理に年

間約３億円のコストがかかっていることを再

三取り上げております。 

  温暖化防止、ＣＯ２削減のためという理由

だけでコストを度外視して行うのではなく、

神戸市の財政に与える影響を第一に考えて実

施すべきであると思いますし、市民の方々に

時間というリソースを使っていただきながら、

結果的にこの中間処理で本当にきちんとリサ

イクルできているのは一体どれほどかという、

まさに中間処理における無駄を指摘させてい

ただいているのは、これまでのとおりでござ

いますけども、このたび国は、焼却施設整備

に対する補助金の交付条件に製品プラスチッ

クの分別収集実施を追加しており、仮に600

トンの焼却施設であれば見込まれる国の補助

金額は約100億円にもなることから、市の財

政に与える影響は極めて大きく、無視するこ

とはできません。 

  国、環境省の制度変更は甚だ遺憾でござい

ますけども、新たな法律や制度ができ、取り

巻く状況が変化しているのであれば、国の補

助金については使うべきは使って最大限活用

して、プラスチックリサイクルや焼却施設の

整備などトータルコストとしての市の財政に

与える影響を最小化し、市民の分別負担に留

意しつつスピード感を持って対応すべきであ

ると考えるが、見解をお伺いいたします。 

  次に、港湾法を遵守した港湾管理について

でございます。 

  神戸港については、港湾管理者たる神戸市

長におかれては、港湾法の規定に基づき法的

根拠を明確にしながら事務を執行していただ

きたいと考えております。その際、行政法に

おける平等原則及び比例原則を踏まえ、既に

先例のあるものについては一貫して係留施設

の使用許可や入港の許可をきちんと行ってい

くことが求められるものであると考えており

ます。 

  神戸市長は港湾管理者として国の方針及び

法令の遵守を徹底して今後もしていっていた

だきたいと考えておりますが、見解をお伺い

いたします。 

  次、カメラを活用した防犯機能の高度化で

あります。 

  本市ではこれまでも民間への補助や直営に

よる防犯カメラの設置を進めており、迅速な

犯人逮捕につながるなど、市民の体感治安の

向上に成果を上げていることを評価しており

ます。 

  実際に東灘区においても、犯罪が発生した

際に神戸市が補助または設置した防犯カメラ

によって犯人の逮捕につながったというもの

もあり、これは基礎自治体たる神戸市として

のこの取組を大変市民の方々からもよかった

というふうな安心の声もいただいております。 

  しかし、現状では事件発生後の警察への情

報提供が中心となっており、事件発生そのも
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のの予防も重要な視点であると考えます。 

  そこで、不審な挙動やストーカー行為など

の異常を検知する機能を有しているＡＩカメ

ラの導入が不審者を早期に発見することにつ

ながり、防犯機能の高度化に有効であると考

えますが見解をお伺いいたします。 

  続いて、ＷＴＯ案件の調達のあり方です。 

  昨年度３月の予算特別委員会において、学

習用端末に粗悪な中国メーカーの製品が入ら

ないよう仕様書の工夫ができないかと質疑し

た際、ＷＴＯ案件であるため特定国の製品を

除外することは難しいとの答弁がございまし

た。 

  しかし、中国はそもそもＷＴＯ政府調達協

定を批准しておらず、仕様書にその旨を記載

することは可能とされております。ＧＰＡ未

加盟国である中国を原産国とする製品を調達

から排除することがＷＴＯ・ＧＰＡ違反に当

たるのかどうか、解釈を明らかにしていただ

きたいと思います。 

  日本の商社や米国企業を経由しても、結果

的に中国製品である以上、形式的な迂回調達

を許してよいのか、また人権の観点も踏まえ

て、本来の立法趣旨を鑑み見直すべきと考え

ますが、見解をお伺いいたします。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 上畠議員の御質問のう

ち、まずこの人口減少に神戸市として基本的

にどう対応するのかということにつきまして

お答えを申し上げます。 

  全国の自治体の約９割で人口が減少してい

る、今後人口の減少が加速する可能性が高い

という中で、神戸市のこの人口減少に対する

基本的考え方は２つです。 

  １つは、この人口減少幅をできるだけ抑制

をしていくということ、２つ目は、人口減少

下においてはこれまでにない発想が求められ

ることから、人口減少下にふさわしい基本的

な施策を立案していくと、この２つです。 

  人口減少幅を抑制していくためには、まず

自然減をいかに減らしていくのかということ

が重要です。 

  子育て世帯に対する支援、これは神戸市独

自の対応も随分充実をしてきました。同時に

さらに求められることは、子育て世帯だけで

はなくて、結婚を望みながら結婚ができない

若年世代に対する支援をどうするのかという

ことが重要です。 

  この点につきましては、やはり国において

かなり抜本的に踏み込んだ対応が求められる

のではないかと考えているところであります

ので、国へそういう対応をしっかり求めると

ともに、これを補完する施策としてどのよう

なものがあるのかということをしっかり検討

させていただきたいと存じます。 

  社会増を維持し、できるだけこれを増やし

ていくということのためには、やはり神戸で

住み、神戸で学び、神戸で働くことができる

環境をいかに充実させていくのかということ

が重要です。 

  このことにつきましては、国の政策を積極

的に活用するとともに、神戸市独自の視点に

立った施策も多様な形で展開してきたところ

でありますので、今後とも御指摘をいただき

ながら、これらの施策を充実させていきたい

と考えております。 

  ２番目は、人口減少時代に対応したこれま

でにない発想によるまちづくりということで

す。 

  人口がどんどん増えていった時代には、そ

れに必要な施策が先人によって強力に展開さ

れてきました。人口減少におきましては、こ

れとは異なる発想が重要です。 

  特に必要なのは、空き家ができてくる、空

き家が１軒できる、そしてまた空き家ができ

る、こういう形で空き家が広がっていくスポ

ンジ化と言われる現象が全国で広がっており

ますし、神戸市の中でも既成市街地あるいは
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神戸市の山麓部あるいはニュータウンにおい

ても一部見られるところです。 

  これらへの対応につきましては、これまで

にない発想というのが重要で、個々の空き

家・空き地施策というのが点であるとするな

らば、これをつなげ、面としてこれを対応す

るためにどういうことが必要なのか、住宅供

給の新しい発想も含めた施策の展開が必要で

あると考えておりまして、これらにつきまし

てはまだまだ新しい施策の用意ということを

していかなければならないと考えております。 

  このような神戸市の基本的な方向につきま

しては十分に伝わっていない面があるという

ことも事実ではないかと思います。今の御指

摘を十分踏まえまして、今申し上げましたよ

うな方向性が例えば神戸市のウェブサイトな

どでも正確にきちんと記述されているかどう

かということも、御指摘を踏まえ点検を行い、

必要な修正も行っていきたいと存じます。 

  次に、私からは廃棄物処理行政につきまし

てお答えを申し上げます。 

  容器包装プラスチックの中間処理に約３億

円のコストがかかっているということは、こ

れまで御指摘をいただいていたところであり

まして、私どももこれは課題として認識して

きました。 

  また近年、いわゆるプラ新法が制定されま

して、令和４年４月に施行されました。 

  新たに製品プラスチックの再商品化が自治

体の努力義務に位置づけられ、その中で自治

体が国の認可を受けて容器包装プラスチック

と製品プラスチックを一括して再商品化する

ことで、中間処理工程を合理化できる仕組み

が示されました。 

  これに対しては、ほかの都市がどう対応す

るのか、なかなか見えてこない状況ではあり

ましたけれども、様々な情報を収集する中で、

この３億円の中間処理費を圧縮できる可能性

が見えてきたところです。 

  御指摘いただきましたように、国が製品プ

ラスチックの分別収集実施を焼却施設整備に

対する交付金の支給条件に加えたという影響

も非常に大きいと考えておりまして、財源確

保の観点からも、トータルとして経費を圧縮

した上で、製品プラスチックの分別収集を実

施する方向で検討したいというふうに考えて

おります。 

  まずは事業者に対するサウンディング調査

を実施するところから、スピード感を持って

取り組んでいきたいと存じます。 

  次に、港湾法を遵守した港湾管理につきま

しては、当然のことですけれども、港湾管理

者としての神戸市長の任務は大変重要です。

港湾管理者として港湾法の規定に基づき、国

の方針を踏まえながら適法・適切に事務を執

行していきたいと考えております。 

  カメラを活用した防犯機能の高度化、ＡＩ

の活用につきましても御指摘をいただきまし

た。 

  ８月２日に発生した女性刺殺事件で、容疑

者の検挙に防犯カメラの映像をつなげる、い

わゆるリレー捜査が寄与したということを受

けまして、神戸市といたしまして都心エリア

の一層の防犯機能と市民の体感治安の向上を

図るために、神戸市カメラ100台の追加増設

に係る補正予算案を提出させていただきまし

た。先ほど御議決をいただきましたので、早

期の執行を行っていきたいと考えております。 

  御指摘いただきましたように、現在の防犯

カメラは事件発生後の警察への情報提供が中

心でありまして、今回の事件でもそうであり

ました。 

  他方ＡＩカメラの活用がほかの都市でも行

われていると承知をしているところでありま

して、これは不審者の特定目的ではなく、例

えばＡＩで悲鳴などの異常や車の速度などを

検知し、周囲の歩行者への注意喚起をするこ

となどが目的であるとされております。 

  一方でＡＩカメラの犯罪抑止への可能性に

つきましては、警察庁科学警察研究所におき
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ましても研究が進められているところです。 

  ＡＩカメラの性能あるいは技術レベルにつ

きましては、今変化し、あるいは進化をして

いると考えられます。今後の動向につきまし

てはしっかりと注意を払っていきたいと思い

ます。 

  仮にこのＡＩカメラを導入するということ

になりますと、現在神戸市が配置を進めてお

ります直営カメラの機器あるいはシステムの

更新などをどのように進めていくのかという

ことも検討していく必要があると考えられま

すので、まずはこのＡＩカメラにおける技術

レベルや活用の状況などをしっかり調査・分

析し、対応を検討させていただきたいと存じ

ます。 

  ほかの御質問につきましては副市長からお

答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから２点御

答弁を申し上げます。 

  最初は時間外勤務の削減についてでござい

ます。 

  職員の心身の健康の確保や公務能率の向上

等の観点から、時間外勤務の縮減は重要だと

考えておりまして、そのため平成29年度以降、

全庁を挙げて働き方改革に取り組んでおりま

して、１人当たりの時間外勤務は平成28年度

の月16.9時間から、令和６年度には14.2時間

と2.7時間の減少となっているところでござ

います。 

  さらなる時間外勤務の縮減に向けた取組と

いたしまして、令和６年度より各局室区にお

ける時間外勤務の状況を視覚化した分析ツー

ルの提供を実施しておりまして、各局室区長

及び副局長等による勤務時間のマネジメント

強化を図っているところでございます。 

  また、フレックスタイム制については、導

入当初は育児や介護を行う職員の利用に限定

しておりましたけれども、現在は対象を限定

せず利用可能となっておりまして、例えば地

域団体のとの会議、設備保守の立会いを行う

場合など、職員の状況に応じ柔軟に利用でき

るようになっているところでございます。 

  そのほか職員ごとに発行されております給

与の明細書には時給単価を記載しております

ので、人件費単価を意識した業務執行にも資

するものだと考えているところでございます。 

  今後さらなる時間外勤務の縮減を図ってい

くためには、各局室区長がこれまで以上に個

別の状況を的確に把握し、具体的な対応の実

行に向けて強いリーダーシップを発揮してい

くことが必要であるというふうに考えている

ところでございます。 

  そのため各局の取組をサポートするという

こともありまして、行財政局を中心に、時間

外勤務の多い所属に対する業務分析や業務改

革の支援、全庁的な共通業務の効率化―― こ

れを業務改革パッケージと呼んでおりますけ

れども、そういったことを行うなど、様々な

観点から対策を行うことによりまして、さら

なる時間外勤務の縮減に向けて取り組んでま

いりたいと考えているところでございます。 

  ２点目は、ＷＴＯ案件の調達のあり方につ

いてでございます。 

  ＷＴＯ案件はＷＴＯ―― 世界貿易機関が定

める政府調達に関する協定―― ＧＰＡの適用

を受ける入札案件のことでございまして、Ｗ

ＴＯ加盟国の政府機関などが一定額以上の物

品やサービス、建設工事などを調達する際に

国内外の企業を差別せず平等に扱わなければ

ならないと定めたルールに基づいたものでご

ざいまして、日本国内だけでなく、外国の企

業も入札に参加できる公共調達案件がＷＴＯ

案件となるものでございます。 

  政府調達に関する協定―― ＧＰＡにつきま

しては、2025年８月現在22の国・地域が締結

をしておりますけれども、中国は締結をして

おりませんで、加入の申請・交渉国であると

承知をしているところでございます。 

会議録（速報版）



 

－32－ 

  御指摘をいただきましたＧＰＡを締結して

いない国を原産国とする製品をＧＰＡの対象

となる調達から排除することができるのか、

また迂回調達を排除することができるのかに

ついて現在外務省の見解を確認しているとこ

ろでございます。 

  なお、ＷＴＯ案件の見直しにつきましては、

政府間の問題であるため、政府において検討

されるべきことと認識をしてございますけれ

ども、本市としましては、そもそもＷＴＯ案

件自体が地元優先発注を阻害するおそれがあ

り、自治体に事務負担をもたらしているとい

う課題意識も持っておりますので、仮に見直

しが行われる場合には、その点も含めて検討

されることを期待しているところでございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 黒田副市長。 

○副市長（黒田慶子君） ２番の森林施策のさ

らなる推進についてお答えいたします。 

  今年度より森の未来都市神戸を掲げ、森林

施策に取り組んでおります。 

  これまで、従来は防災の観点から県民緑税

や森林環境譲与税を活用し、森林整備を進め

てまいりましたが、民有林を生む市内の広大

な森林を健全な状態で持続させるためには、

税金だけで実施するのは現実的ではありませ

ん。森林資源を地域経済の中に組み込み、循

環させていくという点が重要となります。 

  具体的には、木材の売却などによって収益

を得ることで、森林を経済活動の一部として

機能させ、民有林においても所有者が自ら管

理を継続できるような仕組みづくりを進めて

まいります。 

  さらに地域経済の循環を目指しながら、森

林整備事業者・製材事業者・木工関係の事業

者、さらにはキャンプ場などの運営者など

様々な関係者にとってメリットがある環境を

構築したいと考えています。 

  森林施策の具体的な目標を示す六甲山森林

整備戦略につきましては、10年後を見据えた

改正を今年度中に行います。さらに森林の未

来都市神戸のコンセプトを踏まえ、３年から

５年後の目標を明確に設定し、実行してまい

ります。 

  また、御指摘いただきましたように、市民

や企業などの理解と共感を得ることは重要と

考えております。森林管理の在り方について

様々な方法で分かりやすい広報を実施してま

いります。 

  例えば先月は高校生・高専生を対象として

森について考えるフォーラムを開催いたしま

した。このようにして、神戸の森林を健全な

状態で次世代にうまく引き継いでいきたいと

考えております。 

  以上です。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 上畠君。 

○25番（上畠寛弘君） ありがとうございます。 

  では、まず今、黒田副市長が答弁をいただ

きましたので、早速ではございますが黒田副

市長に、このままの流れのほうがいいかなと

思います。させていただきます。 

  黒田副市長は日本森林学会の会長も務めら

れたやはり森林分野の第一人者でございます

し、長年にわたり予防医学の観点から森林の

健康維持に取り組んでこられたかというふう

に思います。 

  ナラ枯れについても枯死木の放置について

このままでいかがなものかということを2009

年の段階からおっしゃられている見地等も、

私も黒田副市長の御著書も読ませていただき

まして勉強させていただいているところであ

ります。 

  森林の保護なのか森林の保全なのかといっ

たら、我々がしなけりゃ保全になってくるか

と思うんですが、森林施策の在り方、いろい

ろどうしたらいいのかと、真に豊かな森とは

一体何なのかと、人間社会にとっての豊かさ

というのは短絡的に見ればＣＯ２をどんどん
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吸収してくれて政府目標の数字が減っていっ

てカーボンニュートラルに貢献したらいいな

というふうに思ってしまうわけですけども、

そうはいかないと。 

  人工林でどんどんどんどん針葉樹が進んで

いったら、それによってじゃあ生態系という

のは豊かな生態系と言えるのかといったら、

それも甚だ疑問であります。やはり広葉樹林

の存在ということは大事でございますし、里

山の林、そして自然林、一方でカーボンニュ

ートラルということをどんどん今世界は進め

ていく中で、自然林の評価の仕方というのが

甚だ疑問でございます。 

  なぜかというと、自然林って日本国におい

ても神戸市においても大変多いわけですよね。

しかしながら、人工的な―― つまり人工的に

何らかの取組をしなければ、削減量、吸収量

には含まれてこない。もともとある神戸市に

は、山々があって森林がある、その自然林と

いうのは、別にほったらかしにしているわけ

ではないけども、保全ぐらいでとどめていた

ら、それって結局吸収量には含まれてこない

という実態もあったりして、日本国において

原生林、本当に人の手が入っていない林とい

うのは僅かなものでございますけども、自然

林が一番大量にあるわけであります。人工林

もあって。 

  じゃあ、人工林ばかりが計算されて、自然

林―― 自然林だって里山だって人の手が加え

られてきたわけで、人の手が加えられないと

豊かな自然林というのは残されていかない。 

  三重県の大紀町の吉田正木さんって林業の

方で、黒田副市長も御存じかと思いますが、

私も吉田正木さんにお会いしに行ってお話も

聞いたことがございまして、やはりカーボン

ニュートラル、地球温暖化対策というものも

その変化に対して対応は大事ではあるけれど

も、果たしてそれが本当に自然環境によって

よいことなのか、大体自然林を含まないで考

えていること、今そもそも神戸市に自然林は

たくさんあるのにもかかわらず、そこが換算

がちゃんともうちょっとされて評価されれば

さらに１億ぐらい全国ではいくんじゃないか

ぐらい思っているところでありますけども。 

  これまでの専門性やこれまでの経験を持っ

た副市長って全国で神戸市だけで、誇るべき

方を私は神戸市に来ていただいたなというふ

うに思っているわけでございます。ぜひ神戸

市の森林施策について黒田副市長はどのよう

に生かしていくべきとお考えなのか、見解を

お伺いしたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 黒田副市長。 

○副市長（黒田慶子君） では、お答えいたし

ます。 

  私はもう既に、今紹介いただきましたけれ

ども、森林の病虫害や保全を専門とする研究

者として、約40年にわたり、日本各地の多様

な森林を見てまいりました。伝染病のナラ枯

れとかマツ材線虫病については、原因解明と

ともに現場対応、それから行政などへの指導

にも当たってまいりました。 

  その経験を経て、いわゆる里山、長年、人

が使って管理してきた里山の林を健全に持続

させるには、単に保護、守るということでは

なくて、予防医学的な見方が大事だというこ

とと、人との関わり方が重要という結論に至

りました。そういう点で、つまり切って使っ

て再生させるという循環が重要という、そう

いう認識を持つに至ったわけです。 

  今、自然林と、それから人工林という対応

をおっしゃいましたけれども、神戸市に関し

ては、自然林と思われているところ、ほぼ全

部、いわゆる里山の農業用の林と、それから

一部、治山のために造林、植栽されたところ

が含まれますので、ほぼ全部が人が関わって

きた森です。 

  それに対して、人工林がごく僅かしかない

というところで、カーボンクレジットという

観点では、今ほぼ杉・ヒノキの人工林しかク
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レジットは出されていないので、神戸市は補

助金といいますか、そういう制度の恩恵を被

れないわけですね。 

  そこで、やはり大きな課題が１つあります。

国のそういう森林の施策としては、人工林を

何とかしたいということが優先順位であると

いうこととか、自然林は里山であっても放置

してもいいじゃないかという考え方が長く続

いたということもあって、そこに御指摘あり

ましたようになかなか難しい点があります。 

  神戸大学の在職中からこういう資源循環と

いうことを社会実装するために、広葉樹の利

用を推進する活動を行ってまいりました。し

かしながら、資源利用の活発化は非常に困難

で、予想どおりには進みませんでした。そこ

には、そもそも里山の木は燃料であって今は

不要という思い込みが強くて、木材として使

うという発想がなかったということがありま

す。 

  また、事業化するには、製材などの関係業

種が多くて、また里山材の流通経路がないと

いうことなど様々な課題がありました。 

  副市長就任後以降ですけれども、神戸市で

は、市長のリーダーシップの下、ＳＤＧｓの

観点で資源の循環的利用を前提とした森林の

管理に取り組むことが可能となりました。そ

の結果、資源量の調査をまず行って、木材活

用及び森林再生までの事業化を森林所有者や

大学や企業と共にこれまで数か所で進めるこ

とができております。今もさらに事業対象場

所を増やしております。 

  今、実は業界からは、国産の広葉樹材が足

りないという声が強まっておりますので、そ

このところはやはりマッチングということを

していく必要があります。 

  なお、西神戸ゴルフ場跡地では、伐採木の

販売に加えて遊具の作製という取組を実現し

ております。さらには、昨年度、ＫＯＢＥ備

長炭の試作を行った四国の右下木の会社とは、

本年７月に森林資源の利用に関する連携協定

を締結いたしました。 

  このような新たな視点も含めて里山林の資

源化ということを広く推進していっているつ

もりでおります。今後も私自身の専門的な観

点を生かして、神戸の里山植生とか治山の歴

史など、そういう歴史的背景も含めて、神戸

市に向いた森林管理の方法を確立していきま

す。同時に、市民・企業・大学などとの連携

に力を注ぎたいと思っております。 

  推進本部の本部長といたしましては、こう

いう各種施策の短期目標を明確にして庁内の

連携をより一層強化してまいります。こうい

う計画は、森林は長期計画だと言われがちで

すけれども、短期計画が非常に大事です。計

画を迅速に実施しつつ、同時に市民の皆さん

に成果を実感していただける森林施策を進め

てまいります。 

  今、カーボンニュートラルですとか自然を

守ろうという動きが非常に活発ですけれども、

民有林、特に農家がお持ちの私有林に関して

は、その方々がもうけようという気にならな

ければ管理のほうに向かわないという、そう

いう事情がありますので、経済的な循環とい

うことを見つつ、ただ環境を破壊しないよう

なところを、行政としては注視して進めてい

きたいというふうに考えております。 

  以上です。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 上畠君。 

○25番（上畠寛弘君） ありがとうございます。 

  ぜひ、予防医学、人との関わり方というこ

とは、自然林においても欠かせないわけでご

ざいますから、国際ルールと日本の算定方法

というのは課題があるかと思います。神戸市

で、今年度せっかくこの計画をつくったわけ

でございますから、ぜひ神戸から日本の森林

行政というものが変わっていく端緒になるん

ではないかという、それぐらいの期待をして

いるところでありますから、ぜひ久元市長の

リーダーシップにおいて、また黒田副市長と
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共にこれを実現していただきたいなというふ

うに思いますし、やはり日本の―― 日本にと

っていつも何か不利なルールというものが、

スポーツだけではなく、何か押しつけられて

いるようなところでありますけども、自然林

の自然吸収というのは莫大なものであります

から、やっぱりここをぜひ生かした考え方、

予防医学によって関与することだって人為的

な管理活動の１つではないかというのは、こ

れはまさに私はそう考えるところであります

ので、そこをぜひ踏まえた森林行政というも

のを進めていっていただきたいなというふう

に思います。 

  続いてでございますが、先ほど時間外割増

しについての質問をさせていただきました。 

  ＡＩの活用、有効な手段だと思いますので、

この点についてＡＩの活用はぜひ行っていっ

ていただきたいというふうに思います。 

  やはり業務改善においては、本当にかなり

プラスになっているということで、ほかの自

治体の議員からも神戸市のＡＩの活用でどれ

ぐらいの効果があるのかということで注目さ

れておりますので、先進事例としてこれをも

っと取り組んでいただきたいなと今思います

けども、このあたりの見解をお伺いしたいと

いうふうに思いますが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） ＡＩにつきましては、

これまで様々な業務改善を進めてきておりま

すけれども、そういった業務改善の取組をさ

らに進化させる可能性があるというふうに考

えておりまして、これまでマイクロソフトコ

パイロットの全庁導入をはじめとして、職員

ＦＡＱや議事録作成、エクセルのプログラミ

ングなどのアプリ開発にも取り組んできたと

ころでございます。 

  直近では、次期基本計画のワークショップ

で頂いた2,000件に上る手書きの市民意見を

ＡＩ、ＯＣＲ等の複数のツールを用いて集

約・分析するなど、個別業務への活用も進め

させていただいているというところでござい

ます。 

  また、今年６月に実施した職員向けのアン

ケートでは、何が負担かと感じている業務課

題を尋ねたところ、必要な情報を検索するの

に時間がかかるというような声が大きく寄せ

られておりますので、このような課題を解決

するアプリ開発にも取り組んでいく必要があ

るというふうに思ってございます。 

  そして、またこういったものを使いこなす

ためには、人材の育成というものも大変重要

なことでございますので、ＡＩを活用した

様々な業務ができるような人材の育成をでき

るだけスピード感を持って取り組んでまいり

たいというふうに考えているところでござい

ます。 

  そして、また時間外勤務が多い所属という

ものがなかなか業務改善を検討する余地がな

いという状況もございますので、そういった

ところにつきましては、行財政局と企画調整

局が連携してアプローチを行っていくという

ことが大変重要だというふうに思っておりま

すので、そういったことで時間外が多い所属

に対する支援につきましても積極的に取り組

んでまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 上畠君。 

○25番（上畠寛弘君） ありがとうございます。 

  続いて、人材の確保競争に関してでござい

ます。このまま続きますけども。 

  やはり優秀な人材確保というのは、本当に

大切で、やりがいももちろん大事ですけども、

やりがいばかりに頼るんじゃなく、やはり給

与、福利厚生面でいかに反映させるか、つま

りは安い給与じゃなかなかいい人材は来ない

よと。 

  結果として、５年ぐらいの新入職員は狙わ

れているんですよ。外資コンサルとかは、も

う行政職員としての経験を自治体でやってて、
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特に神戸市みたいな大都市でやってくれてた

らすぐ捕まえようとしてきます。実際そうな

んですよ。私も何人か紹介してよみたいなこ

とを同期に、コンサルに行ってる人間から、

いやいや、そんなことしたら神戸市から人材

が流出するじゃないかというふうなことを言

ったわけですけども、それぐらい狙われてい

るというような状況で、労働市場における５

年ぐらい、10年ぐらいたった行政マンという

のは、評価されている。 

  評価されているなら、そんなよそ様にもら

うんじゃなくて、やっぱり神戸市においてき

っちりと給与で反映させる、福利厚生で反映

させる。人事委員会の勧告内容とか職員団体

からの要望、これ、なかったとしても本当に

拾い上げていくこと、特に20代の方々の声を

拾い上げていくことって大変重要であると思

います。 

  給与は下げろというのが何か選挙で受ける

かもしれませんけれども、そうじゃないんで

すね。やっぱり上げるべきはちゃんと上げる

ことが必要だし、負担していただくべきは負

担していただくということ。 

  ですから、ここはきっちりと福利厚生と給

与の充実を、しっかりと職員の方々の声を本

当に拾い上げて、ただの労使交渉を見てても

なかなか、労使交渉、予備交渉、全部議事録

読んでますけども、何かつまんないことをや

ってるなという感じなんです。面白くないん

ですよね。本当にわくわくしてんのかという

ふうにも思います。 

  10代、20代―― 10代、高卒から優秀な人材

が入ってきているわけですから、そういった

大卒・高卒の方たちが希望を持ってこれから

もずっと働きたいと思うような体制をつくっ

ていただきたいと思いますが、御答弁をお願

いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今、お話をいただき

ましたように、優秀な人材を確保していくた

めには、職員の給与や福利厚生などの充実を

図ることは非常に重要であるというふうに考

えているところでございます。 

  そのうち、職員の給与につきましては、民

間準拠を基本とした給与勧告制度があります

ので、勧告を尊重し、これまで決定をしてき

たところでございます。 

  一方で、福利厚生につきましては、給与に

比べますと自由度がありますので、職員のニ

ーズに合った制度となるよう、民間企業や他

都市の先進事例なども研究をさせていただき

まして、新年度に向けて必要な拡充・見直し

を検討していきたいと考えているところでご

ざいます。 

  今後も公務員給与制度の中でできることを

模索しながら、職員の声を十分に聞いた上で、

職員の処遇改善を図ることで優秀な人材の確

保につなげてまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 上畠君。 

○25番（上畠寛弘君） ありがとうございます。 

  神戸市やっていること、いろいろすばらし

いこともあるし、市民の方々にとってもプラ

スのことたくさんあるんですよね。 

  こども医療費についてだって本当に評価さ

れてますよ。400円のこと。８年前の私、動

画ですけども、久々に市長の動画のやり取り

を私がエックスに上げましたら、今日の時点

でもう既に32万再生なんですね。400円の負

担をしたっていいんですよ。負担してもいい

から、それでもほかのことにも拡充してくれ

たら――当たり前ですよと。自分の子供なん

だから400円ぐらい払いますという声のほう

が多かったです。大体32万再生あったら３割

ぐらいは批判の声もいっぱいあるかと思った

ら、もうごく僅かですよ。400円ぐらい自分

の子供なんだから払いますというのが当たり

前でしたから、そういうちゃんとした子育て

支援、ただただまき散らかすだけじゃなくて、
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考えているということを市民に分かっていた

だくことが大事。 

  神戸市外からの評価ってめちゃくちゃ高い

んですけども、神戸市民の方々がこうやって

ちゃんとしたことをやっているんだよと、給

食だって無料、無料と言うけど、無料だから

といって質が担保されなきゃ意味がないわけ

で、やっぱりそういったことをちゃんと考え

てやっているんだということ、医療費助成と

かも含めてぜひもっと市民の方にＰＲしてい

っていただきたいなというふうに思います。 

  最後に、いろいろ評判の悪かったＬｅｎｏ

ｖｏについてでございます。これに関して改

善が、福本教育長になってから改善されたと

いうふうには思います。しっかりと仕様書も

替えるということをお約束していただいて、

国際的な人権の観点からいうと、Ｌｅｎｏｖ

ｏはウイグル自治区における強制労働等、国

際的な問題も指摘されていたのは、これ、ア

メリカからも指摘をされておりました。実際

に予算委員会の指摘も含めて、最後になりま

すけども、どうなったのか、お答えいただけ

ますか。新しい端末が来るのか、いかがでし

ょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

  手短にお願いします。 

○教育長（福本 靖君） 更新に当たっては、

信用性の高い性能や堅牢性、安全性などを担

保できるよう、詳細な要求も記載し、その結

果、Ａｐｐｌｅ社のｉＰａｄに決定されまし

た。 

○議長（菅野吉記君） どうも御苦労さまでし

た。（拍手） 

  この際、暫時休憩いたします。 

  午後１時20分に再開いたします。 

   （午後０時17分休憩） 

   （午後１時21分再開） 

○副議長（川内清尚君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

  直ちに議事に入ります。 

  午前に引き続き、令和６年度神戸市各会計

決算並びに関連議案に対する質疑を続行いた

します。 

  32番三木しんじろう君。 

  （32番三木しんじろう君登壇）（拍手） 

○32番（三木しんじろう君） 日本維新の会の

三木しんじろうでございます。 

  令和６年度決算について、会派を代表いた

しまして、私、三木と原議員、そして山本議

員の３名で質疑をさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

  １つ目は、高校生通学定期券代補助制度の

現状と課題についてであります。 

  昨年度より神戸市在住の高校生が神戸市内

に所在する市立・県立・私立を問わず、高校

等に通学する際の通学定期券代について、そ

の全額が補助されております。今年度からは

制度が拡充され、神戸市外にある高校等に通

学する場合は、通学定期券代の半額が補助さ

れておりますが、通学先が市内か市外によっ

て補助の水準に差がある状況です。 

  今年３月の予算特別委員会総括質疑におい

て久元市長からは、高校生の通学定期券代の

無償化または補助の継続実施の重要性や国の

施策や本市の高校生通学定期券代への補助制

度の効果を踏まえ、高校生がいる世帯への支

援の在り方を検討していくとの答弁がござい

ました。 

  そこでお伺いいたします。神戸市に住む高

校生や高校生のいる世帯を支援するという観

点からは、全ての子供たちが公平な基準によ

って補助を受けられるよう制度を見直すべき

だと考えております。神戸市内外の通学先に

よって生じている格差を是正すべきではない

でしょうか、見解をお伺いいたします。 

  ２つ目は、市営住宅の防火管理・環境整備

についてお伺いいたします。 

  近年、地震や台風、豪雨などの自然災害が

頻発する中、集合住宅には一戸建てとは異な
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る特有の課題があり、それぞれの環境に応じ

た防災対策を講じることが必要であり、極め

て重要なテーマであると認識しております。 

  今年の５月には中央区のタワーマンション

において、マンション管理組合、区役所、警

察、消防などの協力により、火災を想定した

訓練が実施され、私自身も参加をさせていた

だきました。その際、集合住宅における火災

対策としては、火災予防、住民への啓発活動、

避難対策など、日頃からの備えが極めて重要

であると強く感じたところであります。 

  特に、避難経路の事前確認や住民参加型の

避難訓練、さらに消火器の使用方法の周知や、

高齢者や障害者の方々への配慮など、日常的

に取り組める準備は数多く存在しております。

集合住宅における火災対策は、住民１人１人

の意識と管理体制の両輪によって成り立って

おり、その中心的役割を担うのが防火管理者

であります。 

  防火管理者とは、消防法第８条及び関連法

案に基づき、防火管理に責任を負う重要な管

理的ポジションであり、業務内容としては消

防計画の作成と届出、消防設備の維持管理、

防火管理に関する訓練、防火体制の整備、関

係機関との連絡・調整など多岐にわたるもの

であります。 

  建物の所有者または管理者には、火災を予

防し、被害を最小限にとどめる責務が課され

ているところでありますが、市営住宅におけ

る防火管理者の配置状況は、指定管理者の職

員１人が数十か所を担当、多いところでは40

か所以上もの市営住宅を１人の防火管理者が

担当している状況にあります。果たして１人

の人間が数十か所もの集合住宅の防火管理を

適切に行うことができるのか、書類上の形式

的な選任になっているのではないかと危惧し

ているところであります。 

  さらには、長年にわたり、実際に防火管理

者としてしっかりと活動している市民とは異

なる人物が書類上の防火管理者として記載さ

れていた事例も確認されております。また、

防火に関する注意事項を記したチラシの掲示

をもって防火訓練の代替としている市営住宅

や防火管理者が防災訓練に参加していない市

営住宅も数多く存在しております。住民の安

全を守るためには、防火管理者の立会いの下

で訓練や設備点検を確実に行うべきではない

でしょうか。 

  本市としても、指定管理者と十分に協議の

上、適切な対応を講じるべきと考えますが、

見解をお伺いいたします。 

  ３つ目は、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ参加の費

用負担支援策についてであります。 

  令和８年９月より、中学校の部活動が廃止

され、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵとして地域展開

される予定です。 

  ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵは、校区による制限

がなく、生徒自身が希望する活動に自由に参

加できるという利点がある一方、参加する活

動ごとに会費を負担する必要があります。既

に公表されているＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ登録

団体一覧によりますと、月額費がゼロ円から

9,100円と幅が広く、平均では3,200円程度で

あるというふうに聞いております。 

  一方で、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵには参加せ

ず、学習塾や習い事に通う中学生も一定数い

ると考えられることから、家庭の経済的負担

を軽減しつつ、生徒が充実した学生生活を送

れるようにするためにも、あらゆる放課後活

動の費用に充てられるバウチャー制度を導入

するべきではないかというふうに考えており

ます。以前からこの制度を提案しております

が、今回のＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵとしての地

域展開を機に検討すべき時期に来ているので

はないでしょうか。 

  大阪市では、月額１万円の習い事・塾代助

成事業を実施しておりますが、しかしながら、

多額の財政負担を生じることから、本市にお

いては、例えばまずＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの

平均会費水準などを参考に、小規模に始める
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という選択肢もあるのではないかと考えます。 

  安心して選べるＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ、家

庭負担を軽くする制度として、家庭負担の在

り方についてぜひ御検討いただきたいと思い

ますが、御見解をお伺いいたします。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 三木議員の御質問のう

ち、私からは、高校生通学定期券代補助制度

の現状と課題につきましてお答えを申し上げ

ます。 

  この制度は、子育て世帯の経済的負担の軽

減を目的といたしまして、2022年９月からス

タートいたしました。2024年９月からは、大

阪府の高校授業料無償化を受け、市内高校へ

通う生徒数の減少により、市内高校教育の多

様性や独自性が失われること、あるいは子育

て世帯の流出が懸念されることから、市内高

校教育環境の維持を制度目的に加え、市内高

校への通学者に対し、全額を補助する制度に

拡充をいたしました。 

  市内通学者の定期代無料化の公表以来、市

外通学者への拡充を求める様々な声をいただ

いてきました。市内在住の高校生のうち、１

割強は様々な理由から市外の高校を選択され

ており、北区や西区の一部地域のように地理

的要因などから市外に通学する高校生もいま

す。 

  こうした市外通学者の通学費負担の事業も

勘案した上で、この制度における２つの目的

を両立させるため、今年度からは市外高校に

ついても基準額を撤廃し、通学定期代の半額

を補助する制度に拡充を行ったところです。 

  現時点における施策の効果ですけれども、

市内無料化後の今春の受験状況を見ますと、

兵庫県、阪神間の高校への受験者は減少して

おりますが、神戸市内の高校は受験者数を維

持できております。また、市立中学校卒業生

の市外進学率につきましても、昨年度と比較

いたしまして1.5％減少し、市内高校への通

学割合が増加をしております。 

  こういう数値全てが市内通学無料化の影響

によるものと断定することは難しいとは思い

ますけれども、制度の目的である市内高校教

育環境の維持という面につきましては一定の

効果が出ているのではないかと考えておりま

す。 

  この制度の今後の運用ですけれども、先ほ

ど申し上げましたように、この制度は、市内

高校教育環境の維持ということも大きな目的

としておりますので、全額補助の対象は今後

とも市内通学者とする運用を続けていきたい

と考えております。その上で、これまでの運

用の状況を見ながら、その効果などもさらに

検証し、制度を見直し、あるいは拡充するこ

とが必要かどうかという点につきましては、

令和８年度予算編成の中で検討をしていきた

いと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、ＫＯ

ＢＥ◆ＫＡＴＳＵ参加の費用負担支援策につ

いて御答弁を申し上げます。 

  バウチャー制度の導入によりまして子育て

世帯に対する経済的負担の軽減を図るべきと

いう御提案でございますけれども、本市では、

子育て支援策としてライフステージに応じた

経済的支援や子育て環境の整備など、限られ

た財源の中で最も効果的で持続可能な施策の

実施に努めてきたところでございます。 

  具体的な経済的支援として、高校生を対象

とした通学定期の補助制度の創設をはじめ、

中学校給食の半額助成、こども医療費の助成

対象の拡大、保育料の軽減など、子育て世帯

のニーズに合わせた様々な支援を実施してい

るところでございます。 

  バウチャー制度は、収入によらず、各家庭
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のニーズに応じたサービスを提供することが

可能になるわけでございますけれども、多額

の財政負担を要することや、助成金の金額に

よっては習い事の月謝が助成額を上回り、所

得が少ない世帯が利用しにくくなること、そ

して制度に参加する事業者が限定されること

などの課題もあるわけでございます。 

  他都市の実施状況を見ましても、月額１万

円程度の助成でも利用率が５～６割程度にな

っておりまして、制度を利用していない世帯

から通っている教室や利用したいと思う教室

が登録されていない、助成金が不足している

といった声も見られるなど、バウチャー制度

の導入で期待する効果が得られるのか、十分

に見極めていく必要があると考えているとこ

ろでございます。 

  そうした中、本市におきましては、例えば

学習支援の取組では、経済的な事情等により、

学習機会を十分に得られていない中学生等を

対象とした学習支援や、こどもの居場所づく

り事業で学習支援を市内245か所で実施する

など、より多くの子供が参加しやすいように

取組を進めているところでございます。 

  子育て支援策につきましては、様々な課題

に対して限りある財源の中でバランスよく総

合的に取り組んでいく必要がありまして、誰

もが安心して子供を産み育てられる環境づく

りに向けて効果的な支援施策の充実が図れま

すよう、引き続き検討を進めてまいりたいと

考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは、市営住宅

の防火管理について御答弁申し上げます。 

  神戸市におきましては、300を超える市営

住宅がございまして、市営住宅につきまして

は、防火管理者は神戸市営住宅等管理運営業

務標準仕様書におきまして指定管理者が担う

ことを定めてございます。 

  実際に指定管理者の各地区の担当者が市営

住宅の防火管理を担っており、そのほとんど

が御指摘のように複数の住宅を担当している

状況がございます。これにつきましては、平

成４年９月11日付の消防庁からの共同住宅に

おける防火管理に関する運用についての通知

によりまして、管理会社が複数の共同住宅の

管理業務全般について受託している場合、防

火管理者として職務を遂行し得る範囲におい

ては同一人を重複して防火管理者として選任

することとしても差し支えないとされている

ところでございます。 

  防火管理業務におきましては、防火管理者

が消防法等に基づき消防計画を作成し、業務

を再委託されている防火関連事業者が防火対

象物の点検や防災訓練等を実施している状況

でございます。 

  また、防災訓練につきましては、おおむね

各住宅におきまして年１～２回を開催してご

ざいます。 

  訓練への防火管理者の立会いにつきまして

は、消防法令で義務づけられているものでは

ございませんが、防火管理者が立会いが難し

い場合でも防災関連事業者、地域のふれまち

協議会、自治会などが連携して実施している

ところでございます。 

  昨年度は、やむを得ず集合訓練を実施でき

なかった住宅もございましたが、今後は防火

管理事業者への委託を増やすことなどで防火

訓練をより効果的に実施できるように取り組

んでいきたいと考えてございます。 

  今後も引き続き、防火管理者である指定管

理者が防災関連事業者や地元の協力者と共に

居住者の防災対策を徹底できるよう、本市と

してもしっかり指導・啓発に取り組んでまい

りたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 三木君。 

○32番（三木しんじろう君） ありがとうござ

います。 

  それでは、再質問をさせていただきます。 
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  まず初めに、高校生の通学定期券代のほう

を再質問させていただきたいと思います。 

  今、神戸市では、小・中学生には遠距離通

学費の補助制度というのがあると思います。

これは、校区、公立に通う小学校ですと２キ

ロ以上と、中学生でいったら３キロ以上とい

うような規定がありますけれども、通学費を

補助するという制度であります。 

  教育委員会にお聞きしたところ、2023年の

この制度、遠距離通学援助額というのが小学

生が501件で1,720万円と、中学生が1,327件

で約１億円というような数字をいただきまし

た。 

  これは、当然、公立だけの子供ですので、

私立に通っている子供は対象外ということに

なりますけれども、私自身は、この質問の観

点というのは、神戸市の子供たちは同じよう

に補助を受けてもいいんじゃないかという、

僕はそう思っているんですね。例えば私立の

子供たちがじゃあ富裕層なのかといったら、

そうでもないと思います。小学校でいろんな

事情があって、例えばいじめに遭って自分の

校区の中学校に通えなくて私立に通っている

子供もいますし、いろんなケースがあるとは

思うんですけれども。 

  今、現状では、小学校は２キロ以上、中学

校は３キロ以上が補助が出ているというよう

な感じに、そういう形になっております。 

  その一方で、今回の高校生の通学定期券代

の補助制度に関しましては、距離制限がない

というところがあります。ですので、当然、

今まで神戸市に住む子供たちが神戸市内の高

校に通う場合、駅から歩いていた子供たちが、

距離制限がないものですから、歩いていたけ

どバスに乗っているというケースもあると思

います。 

  一例をちょっとお聞きしたんですけれども、

これ、以前、過去の質疑にも出てきましたけ

れども、妙法寺とか名谷駅周辺では、なかな

か高校生が、周りに高校が多いわけですから、

いろんな支障が出てきていると。まず、バス

に市民の方が乗れなくなっているとか、あと

はバスのロータリーが非常に混雑していると

いうような状況、さらには、この施策には直

接的に関係ありませんけれども、バスの中で

の高校生のマナーについても御指摘をお聞き

しているところであります。 

  私自身も、名谷と妙法寺の周辺の高校の距

離がどれぐらいなのかというのをネットのほ

うで調べてみましたら、全て３キロ以内なん

ですね。一番遠いところで2.4キロぐらいな

んです。ですので、私自身は、中学校の子供

たちも３キロのルールが、３キロ以上だった

ら補助があるけれども、高校生は３キロ以内

でもバスに乗れるという現状があると。ある

意味、距離制限というのも考えなければなら

ないというふうに思いますし、さらに何キロ

以上だったら公共交通機関を使ってもいいで

すよということも一定あるでしょうし、もう

１つは、補助金額の上限というのをつけるべ

きだというふうに考えているんですけど、こ

のあたりの御見解、お聞きしたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） まず、距離要件の関

係でございますけれども、市立の小・中学校

は、原則として自宅から徒歩圏内に学校園を

設置しているというところでございますけれ

ども、例外的に遠距離である場合には交通機

関を利用して通学している児童・生徒が一定

数いらっしゃるということでございます。 

  教育委員会では、こうした児童・生徒の保

護者の経済的負担軽減のため、片道の通学距

離が小学生は、今御指摘をいただきましたよ

うに、片道２キロメートル以上、中学生は片

道３キロメートル以上である場合に通学費の

援助を行っているというところでございます。 

  高校生等の通学定期券補助制度におきまし

て距離要件を設けてはどうかという御提案を

いただきましたけれども、高校生に関しまし
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ては、生徒が、居住地にかかわらず、自分の

行きたい高校を選択できることが市立の小・

中学校と異なる点だというふうに考えている

ところでございます。そのため、現時点にお

きましては、距離要件を設けることは慎重に

判断するべきというふうに考えているところ

でございます。 

  そして、また上限額を設けるべきというお

話をいただきました。通学定期代は、居住地

や通学先、あるいは利用する公共交通機関に

よって変わりますため、本制度の補助額はそ

の家計負担額に応じたものというふうにさせ

ていただいているところでございます。平成

27年度の兵庫県における通学区域の見直しに

よりまして、遠方への通学が可能となりまし

たことから、高校生の通学費が家計への大き

な経済的負担となっておりまして、他の政令

市と比較しても高くなっていたところでござ

います。その負担を軽減し、進路選択の幅を

広げたいという思いから、本制度を実施させ

ていただいているところでございます。 

  御提案のように、補助上限額を設けた場合

には財政負担の軽減効果があるということも

見込まれるわけですけれども、制度の趣旨に

照らして補助上限額を設けることはしていな

いということでございます。 

  なお、通学定期券を購入するに当たりまし

ては、通学先の高校から通学経路が合理的で

あるかどうかの認定を受ける必要があります

ことから、必要以上に高額な通学定期券を購

入する可能性は低いものというふうに考えて

いるところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 三木君。 

○32番（三木しんじろう君） もちろん高校生

の定期券は合理的な理由があって補助を受け

るのは当然だと思いますけれども、先ほどち

ょっと触れましたけれども、例えば今まで使

ってなかったことによって駅周辺に高校が密

集、近くにある場合というのは、そういった

あらゆる影響を受けているというところです

けれども、影響に対して何か講じていただく

ことというのはあるんでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今、先生のほうから

御指摘がございましたように、今まで高校生

の利用が比較的少なかったけれども、定期券

というものの補助制度ができてからバスの利

用が増えてロータリー等で混雑をしていると

いうような状況が見られる駅も中にはあると

ころでございます。 

  特に、先生からもお話をいただきました妙

法寺駅のバスターミナルについては、複数の

高校の方に御利用いただいているという状況

もございまして、無償化以降、登校日には７

時台後半から８時半頃にかけましてバス待ち

のお客様で混雑をしている、特に学期の初め

は駅の改札前付近ぐらいまでそういう混雑が

延びるというような状況があるということも

お聞きしているところでございます。 

  こういった状況については、昨年の９月以

降、交通局におきましてもバスの増発をやっ

ていただいておりますし、また並ぶ場所の路

面への乗車整列案内というものも表示をさせ

ていただく、あるいは職員によりますバスの

案内、そして整理といったこともやらせてい

ただいているというような状況になっている

ところでございます。 

  そういったこととともに、各高校にも指導

担当の教員に現地にお越しいただいて、整列

乗車、マナーアップ等の啓発も行っていただ

いているというようなことになっているとこ

ろでございます。 

  妙法寺が一番端的な例として出てきたとこ

ろでございましたので、今申し上げましたけ

れども、妙法寺駅につきましては、混雑は一

定あるものの、おおむねスムーズに乗車いた

だくことができているというような状況だと

いうふうに考えてございます。 
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  引き続き、各高校とも連携をしながら、整

理案内、そしてまた車内でのマナーアップの

向上というのも必要かと思いますので、そう

いった必要な啓発も行って快適に御利用いた

だけるように努めてまいりたいと考えてござ

います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 三木君。 

○32番（三木しんじろう君） いろいろしてい

ただけるということですけれども、まだちょ

っと効果の話は私の耳には入ってきておりま

せんので、ぜひ効果も検証していただきまし

て、さらなる対応をしていただきたいという

ふうに思っております。 

  高校生の通学費については、これまで、生

活保護の制度の中でも支出されておりまして、

神戸市でもひとり親家庭高校生等通学定期券

補助事業というのも行っております。 

  先ほども言いましたけど、僕の思いという

のは、本当は私立・公立問わず、神戸で生ま

れ育った子供たちがある程度同じルール上で

皆さん補助を受けてもらうというのがいいと

思ってるんです。だから、上限をつけたり、

距離制限をつけたりしてでも、やはり私立に

通う子でも、ある程度、中学校の子供でも補

助の対象にしたらいいんじゃないかというふ

うに僕は思いがあります。 

  いろいろな考えがあると思いますけれども、

施策の制度の検証とかも当然行うべきであり

ますし、この件については、例えば外部の有

識者会議、有識者の方を踏まえて審議会で検

討していただくとか、そのようなことはやっ

ていただくということはできないでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） まず、この制度に関

してですけれども、事業を実施するに当たり

まして、まず１つは、類似の制度というもの

もございまして、それとの整理をどのように

行ってきたかということも少し御説明をさせ

ていただきたいと思います。 

  高校生の通学費の補助に係る制度につきま

しては、高校生等通学定期券補助制度以外に

も、生活保護制度やひとり親家庭の高校生に

対する定期券補助、そして福祉乗車証があり

まして、ただ、それぞれの制度の目的という

のは異なっているところでございます。 

  高校生等通学定期券補助の制度設計に当た

りましては、こういった制度との関係性を整

理し、他制度の対象となる場合には他制度の

利用を優先することで重複支給が起こらない

ように運用もさせていただいているところで

ございます。 

  高校生等通学定期券補助制度は、通学距離

や所得にかかわらず、通学定期料金の負担額

に応じた補助を行うことで経済的負担を軽減

するものでございまして、公平性も確保でき

ているものというふうに考えているところで

ございます。 

  御指摘をいただきましたような審議会等の

設置を行うことは考えておりませんけれども、

制度を継続する中で効果検証を進めてまいり

たいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 三木君。 

○32番（三木しんじろう君） 令和６年度は、

まだ１年間の間でも補助が開始されている時

期とその前の補助の制度がある場合と、６年

度は交ざってますので、来年度ですか、令和

８年度決算、令和８年の初めに出てくると思

いますので、ぜひともその数字も見ていただ

きまして、また御検討のほどしていただきた

いと思いますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

  それで、防火管理者のほうに移りたいと思

います。 

  市営住宅のほうですけれども、先ほども言

いましたように、１人の人間が多いところで

は44住宅で、続いて35住宅というふうに、か

なり多い数を管理されている状態なんですけ
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れども、私自身はいろんな方に話を聞きまし

たら、防火管理者が一回も市営住宅に来たこ

とがないと、どんな顔かも分からないと、そ

ういうケースもありますし、設備点検にも来

たことがないというようなケースもあります。

防災訓練に関しましても、307住宅のうち、2

19住宅が防火管理者の立会いがないというこ

とになっております。 

  私自身は、これは１人の人間が多く担当箇

所を持ち過ぎというふうに思っておりますけ

れども、消防法上問題ないということですけ

れども、現場では実際に顔も見たこともない、

建物も分からない、どういう方が住んでいる

のかも分からない、こういう状態では、もし

火災が起こったときというのは、防火管理者

として対策、対応ができないと思いますけど、

この辺の対応策といいますか、今後どのよう

にうまいこと防火管理者の任務を果たせれる

のか、そのあたりどういうふうに考えている

のか、教えていただきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 防火管理者の重複選

任につきましては、管理権原者、これは共同

住宅等の所有者、占有者、管理組合等でござ

いますが、この管理権原者が消防用設備等の

維持管理や訓練の実施など、防火管理上必要

な業務が各施設に適切に遂行できると判断さ

れる場合は、複数の施設に対して同一人を重

複して防火管理者と選任することができると

なってございます。 

  防火管理制度は、火災の発生を防止し、被

害軽減を図るため、管理権原者が防火管理者

に対して法令に定められた消防用設備等の維

持管理や訓練の実施など、防火管理上必要な

業務を適切に行わせるものでございます。各

施設におきまして、管理権原者が防火管理者

に実効性のある業務を行わせることが重要で

あると考えてございます。 

  つきましては、いずれにしましても、先ほ

ど申し上げましたように、神戸市としまして

も防火管理者を指定管理者に委託してござい

ますが、こういった指定管理者の業務が適切

に行われるように、しっかり現状を把握して

適切な対応を取っていきたいと考えてござい

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 三木君。 

○32番（三木しんじろう君） 適切に対応して

いただきたいと思いますけれども。 

  大阪市では、市営住宅防火管理規程という

のがあります。この中には、防火管理者が複

数建物を担当する場合というのは、市営住宅

の居住者のうちから連絡責任者というのを置

くことになっております。確認したところ、

神戸市はまだないということですので、ぜひ

ともこういう制度も検討していただきまして、

住民の方々と防火管理者がコミュニケーショ

ンを取れるように動いていただきたいと思い

ます。 

  続いて、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵについてお

伺いしたいと思います。 

  バウチャー制度に関しては、当然、ＫＯＢ

Ｅ◆ＫＡＴＳＵに参加する方、そして参加し

ない方というのも一定数いると思っておりま

す。ですので、ある意味、会費の面に関して

はバウチャー制度でも使えるし、ＫＯＢＥ◆

ＫＡＴＳＵしない中学生でも習い事とか塾と

か、そういうことにも使えるので、僕は有効

的だというふうに考えております。 

  それで、移動面に関してお聞きしたいんで

すけれども、当然、今日の午前中にも話が出

ましたけれども、公共交通機関の利用とか、

自転車の移動というのも教育長言われてまし

たけれども、自転車の移動に関しては、当然、

中学校に関しては自転車の通学ができないと

いう状況になっておりますけれども、これが

果たしてＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵが始まったと

きに中学校に自転車で通えるようになるのか、

それともう１つは駐輪場の整備とか、そのあ
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たりはどのように考えているのか、お聞かせ

いただきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 生徒が他校のコベカ

ツクラブの活動に参加する場合、自転車を利

用するということは十分考えられるものと認

識しております。 

  また、自転車や公共交通機関、いずれを利

用するかは、それぞれの家庭や立地、コベカ

ツクラブの活動内容等によって各自で判断す

ることとなっております。 

  今現在ですが、通学では学校ごと、西北神

の11校で通学で自転車を使っておりますが、

ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの移動手段としての自

転車と通学の自転車とは一定現段階では分け

るものと、そのように考えております。 

  安全面の指導に関しては、先ほど答弁しま

したように、きちっと交通安全教室等を実施

して進めてまいりたいと、そのように考えて

おります。本年９月から実証事業も今行って

いるところではありますので、その結果も踏

まえながら移動手段について引き続き検討し

ていきたいと、そのように考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 三木君。 

○32番（三木しんじろう君） また、第３次募

集も始まるということですので、移動手段に

関しては大変重要でありますし、１回家に帰

って、また自転車持ってきてそこに移動する

というのもなかなかしんどいかなというふう

に思います。今後の課題は多いと思いますけ

れども、また常任委員会等で質問していきた

いと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（川内清尚君） 御苦労さまでした。 

  次に、６番原 直樹君。 

  （６番原 直樹君登壇）（拍手） 

○６番（原 直樹君） 日本維新の会の原 直

樹でございます。引き続き代表者質疑させて

いただきますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

  それでは、１点目、タワーマンション空き

部屋所有者への課税についてお尋ねします。 

  本市において、タワーマンションの建設に

より変化する周辺地域の現状分析及び課題へ

の対応検討のために、昨年度、有識者会議が

設置されました。 

  その有識者会議により提出された報告書に

おいて、タワーマンションの適正管理を促進

するために、空き部屋所有者に対する法定外

税の創設の可能性が示唆されました。これを

受け、新たに今年度、居住と税制のあり方に

関する検討会が設置され、学識経験者等によ

る専門的な見地から、非居住者対応について

の検討が行われております。 

  タワーマンションに空き部屋が増加すると、

修繕・解体の際の合意形成等の適切な管理が

困難になったり、本当に居住したい人に対す

る需給のミスマッチが生じることから、この

問題については丁寧に取り組む必要がありま

す。 

  検討会においては、今年度中に一定の方向

性を示す方針と聞いていますが、現在の検討

状況についてお伺いします。 

  ２点目、施策の評価についてお尋ねします。 

  神戸市行政評価条例では、市民の行政需要

及び市民生活への効果を基に客観的に行政評

価を行うとともに、評価結果を市の基本方針

や施策、事務事業の質の向上に活用すること

としており、ＰＤＣＡサイクルの考え方が反

映されております。 

  本市では、条例第５条で定める事務事業外

部評価委員会については、2013年度以降開催

されておりません。事務事業の見直しにおい

ては、ＥＢＰＭの視点と第三者の視点が重要

であると考えております。 

  今後、事務事業の実効性及び評価の客観性

を高めるために、２つの視点を踏まえた事務
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事業評価を実施すべきと考えますが、見解を

お伺いします。 

  ３点目、神出山田自転車道におけるサイク

ルツーリズムについてお尋ねします。 

  令和３年５月に閣議決定された第２次自転

車活用推進計画において、実施すべき施策の

１つにサイクリング環境の創出・サイクルツ

ーリズムの促進が挙げられております。いわ

ゆる体験型観光の促進や、自転車道路の周辺

地域の活性化の観点からもサイクルツーリズ

ムには将来性があると考えております。 

  本市においても神出山田自転車道をはじめ

とした自転車道が整備されており、多くの人

がサイクリングを楽しんでおられます。 

  一方で、神出山田自転車道は、令和元年に

リニューアルされましたが、道路上のコース

を示す案内が剝げていたり、コース途中に階

段があったりするなど、サイクリングを楽し

む上では安全面での課題も見られますが、自

転車道の一層の充実・整備について見解をお

伺いします。 

  以上、簡明な御答弁、よろしくお願いいた

します。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 原議員の御質問のうち、

まずタワーマンションの検討会の検討状況に

つきましてお答えを申し上げます。 

  居住と税制のあり方に関する検討会は、タ

ワーマンションと地域社会との関わりのあり

方に関する有識者会議の報告書におきまして、

タワーマンションの空き部屋の所有者に対す

る法定外税の可能性が示されたことを受けま

して、より専門的見地から法定外税の可能性

を検討するために、学識経験者等から成る見

解を設置したところです。 

  これまで２回開催しておりまして、事務局

からは、有識者会議の報告書のほか、神戸市

の都心・郊外市街地の再生、森林・里山の再

生といった３つの再生など、まちづくりの方

針やマンション管理に関する法改正、また京

都市の非居住住宅利活用促進税につきまして

報告し、議論をしていただきました。 

  委員の皆様からは、課税の可否や、趣旨目

的、対象について改めて検討すべきという御

意見、まちづくりとの整合性をしっかり図れ

るように議論を進めるべきだという意見もい

ただきました。また、関係事業者のヒアリン

グを行うべきだという御指摘もいただきまし

たので、２回目の検討会におきまして不動産

関係団体からの意見の聴取も行いました。こ

の意見におきましては、新しい法定外税に関

する見解も含めて様々な御意見を頂戴したと

ころです。 

  第３回検討会はこの11月に開催をする予定

です。 

  諮問をさせていただきましたので、答申を

いただきたいと思っておりまして、私の希望

といたしましては、年度内にいただければと

いうふうに思っておりますが、この検討は検

討会に委ねておりますので、いつ答申をいた

だけるのかということについては検討会の意

見を踏まえて、どのように答申として集約し

ていただけるのかどうか、この検討会の構成

メンバーでしっかり議論をしていただき、適

切な時期にいただければというふうに考えて

おります。 

  神出山田自転車道におけるサイクルツーリ

ズムにつきましてお答えを申し上げます。 

  もう大分前の話になりますが、市長に就任

してしばらくしてから市内を移動していると

きに、相当朽ち果てた道路のような工作物が

あって、路面は相当凸凹になって傷んでいる、

それから柵とか案内標識も剝げ落ちてぼろぼ

ろになって、一体これは何なのかと聞きまし

たところ、神出山田自転車道だというお話が

ありましたので、これはやはり放置すること

ができないということで建設局に早急なリニ

ューアルをお願いいたしまして、令和元年に

これが完成をいたしました。 
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  令和５年からもうかなり年月がたっており

まして、今御指摘いただきましたような道路

上のコースを示す案内が剝げていたりすると

いうことにつきましては、これは、その後、

やはり劣化が進む中で進行してきたのではな

いかと思います。できるだけ速やかに、御指

摘を踏まえ、点検をし、補修をしていきたい

と思います。 

  御指摘をいただきました段差があるという

ところですけれども、これは、コースの途中

が階段となっている箇所のことだと思います

が、縦断勾配が非常にきつく、地形上、改修

は難しいことから、階段に併設したスロープ

を御利用いただく、これは継続をさせていた

だきたいと考えております。 

  御指摘いただきましたように、自転車を利

用して神戸のまち、郊外を楽しんでいただく

ということは、非常に大事な視点です。利用

者の利便性向上と地域のさらなる活性化を目

指し、シェアサイクル事業とつくはら湖の湖

面を活用した水上アクティビティ体験事業、

これを一体で運用することとしておりまして、

民間事業者を公募し、この秋から民間の自主

事業として改修をする予定です。 

  この事業につきましては、来年度以降、一

般利用に加え、学校の自然学校での利用やイ

ベントの実施なども予定しておりまして、両

事業の相乗効果によるさらなる魅力発信と幅

広い利用者の拡大に期待をしているところで

す。 

  引き続き、神出山田自転車道を安全に通行

できるよう、適切に維持管理し、一層の充実

を図るべく、事業の進捗状況も踏まえて、今

後も密に事業者と連携をしながら、さらなる

にぎわいの創出に努めてまいりたいと存じま

す。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、ＥＢ

ＰＭの視点と第三者の視点を踏まえた事務事

業評価を実施すべきという点について御答弁

を申し上げます。 

  まず、事務事業外部評価委員会でございま

すけれども、市長の諮問に応じて調査審議す

る場合に附属機関として設置するものであり

ますけれども、実施に際して相当な事務量が

見込まれるため、費用対効果の観点からも、

2013年度以降、諮問を行っていないところで

ございます。 

  しかしながら、事務事業の見直しを継続的

に行っていくことは重要なことでありますの

で、現在は時代への適合性、他の主体との補

完の可能性、効率性、有効性、その他必要な

観点を踏まえまして毎年度の予算編成過程で

客観的なデータも活用しながら事務事業の見

直しを行っているところでございます。 

  また、その結果につきましても、毎年度当

初予算の概要資料で、事務事業の見直し結果

として公表しているところでございます。 

  御指摘をいただきましたように、事務事業

の見直しにおきまして、ＥＢＰＭや第三者の

視点を取り入れることも重要な観点の１つで

あるというふうに考えてございます。ＥＢＰ

Ｍの視点といたしましては、ＥＢＰＭを実践

することで政策効果が適宜、適格に把握・検

証しやすくなり、政策の質を高めることにつ

ながりますことから、本市におきましては職

員自らデータに基づく政策の立案・評価に取

り組んでいるところでございます。 

  例えば神戸データラウンジにおきまして、

小学校区ごとの住基データや将来人口の推計

など、政策立案の参考になる約150種類のダ

ッシュボードが全職員で共有され、庁内での

議論に活用されているというところでござい

ます。 

  そして、また第三者の視点といたしまして

は、令和５年度に規制・行政手続き見直し提

案制度を実施いたしまして、市民・事業者か
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ら寄せられた151件の提案に対して各局にお

いて対応方針の検討を行ったところでござい

ます。 

  この検討に当たりましては、外部の専門家、

大学の教授、行政書士、社会保険労務士を積

極的に活用いたしまして、全ての提案につい

て関係法令や国・他都市の取組状況などを情

報提供いただくとともに、各局の対応方針に

対して主体的に助言や指導をいただいたとこ

ろでございます。 

  さらに、時代適合性等の観点から、市例規

を検証するに当たりましても、外部の専門家

―― これは大学の教授等でございますけれど

も―― で構成する有識者会議で議論をいただ

きまして、その結果も踏まえて令和５年度末

に条例11件を廃止するなどの成果が得られた

ところでございます。 

  時代の変化を的確に捉え、多様化する市民

ニーズや新たな行政に対応し、持続可能な行

政運営を行っていくためには、事務事業の評

価・改善は今後ますます重要になってくると

考えてございます。 

  様々な視点を取り入れながら、引き続き積

極的に取り組んでまいりたいと考えてござい

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 原君。 

○６番（原 直樹君） 御答弁ありがとうござ

います。 

  では、再質問のほうを進んでいきたいと思

うんですけども、まず１点目、タワーマンシ

ョンの空き家所有者への課税ということです

けども。 

  まず、神戸市のタワーマンションといいま

すと、いわゆるタワーマンション規制という

のがありまして、その基本的な趣旨としまし

てバランスの取れたまちづくりというのがあ

るわけですけども、この点については私も賛

同しているところではあるんですけども、た

だ、今回、この規制にとどまらず、新たに１

つの、規制の一種と言っていいと思うんです

けども、法定外税である空室税の検討が今な

されているというところになります。 

  空室税、まさに今検討しているところでは

あるんですけども、だからこそ、今、私のほ

うで懸念事項がありますので、この点をちょ

っと確認させていただきたいと思いまして質

問事項とさせていただきました。 

  では、再質問、進んでいきたいと思います。 

  タワーマンションの空き部屋が増加する要

因として、投資やセカンドハウスとしての購

入が挙げられますが、そのような目的でタワ

ーマンションを購入する人は高所得者である

と考えられます。そのため、仮に低額な課税

額となるのであれば、投資目的で購入を検討

する高所得者に対する抑制の効果は限定的で

す。一方で、過剰な課税となりますと、課税

対象者がピンポイントとなることや、固定資

産税との重複課税が懸念されております。 

  課税目的達成のための適切な制度設計につ

いて、例えば京都市が令和11年度から導入を

予定している非居住住宅利活用促進税制が参

考になると思いますが、その見解をお伺いし

たいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 居住と税制のあり方

に関する検討会は、京都市の税制の検討会に

おきまして委員長を務められた田中先生をは

じめ、租税法や財政学などの各分野の専門家

が委員となって構成をされておりまして、法

定外税の可能性について現在様々な検討を重

ねていただいているところでございます。 

  御指摘の点につきまして、そしてまた京都

との関係等につきましても、委員等から御意

見を頂戴しておりまして、第２回の検討会で

は、委員からの要望も受けまして、京都市非

居住住宅利活用促進税について事務局より報

告もさせていただいたというところでござい

ます。 
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  本市におきまして同様に適用可能かどうか

という点につきましては、慎重に検討してい

く必要があると認識をしているところでござ

います。 

  御指摘の点も踏まえまして、今後、検討会

において丁寧に議論が行われるものというふ

うに考えているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 原君。 

○６番（原 直樹君） ありがとうございます。 

  今の再質問なんですけども、まずは課税額

について、定額課税、低額だった場合、高額

だった場合というところなんですけども、こ

のうち高額だった場合の―― ちょっと補足し

ておきますと、先ほどの私の質問で対象がピ

ンポイントになるということなんですけど、

これはどういうことかといいますと、今回、

タワーマンションに対する空室税の対象範囲

というのは、市内全域にある空き家だけじゃ

ないんですね。そんな中にさらに範囲が絞り

込まれてタワーマンションの空室の所有者に

対して課税がなされると。 

  しかも、かつ高額であった場合には、懸念

事項としましては、課税の公平性が担保され

ないのではないかと、この点、私のほうで懸

念しております。 

  その点、京都市で導入が予定されておりま

す非居住住宅利活用促進税制なんですけども、

こちらは、市内全域の空き家が課税対象にな

りますので、課税の公平性という観点からし

ますと一定の担保がされているのではないか

というふうに思います。 

  非居住住宅利活用促進税制、以前、私のほ

うからも質問させていただいたことがありま

して、そのときの御答弁としましては、徴税

コストが非常に多額に上ると、こういう御答

弁でありました。 

  この点なんですけども、徴税コストの度合

いにもよると思うんですけども、ある程度の

徴税コストは私は容認されるべきだと思うん

です。というのも、税の役割としては、一番

は財政収入の確保というのがあるんですけど

も、ただ、税の役割、それだけではないと思

うんです。例えば空き家対策といった政策目

的達成のためにも税金というのは活用される

べきものであると思うんです。それで、今回

の非居住住宅利活用促進税制、これが空き家

対策に資するというのであれば、これは金額

の程度にもよりますけども、その徴税コスト

はある程度容認されるべきだと思っておりま

す。 

  いずれにしましても、本市においては、委

員からも御指摘あったと思いますけども、こ

の税制について調査・研究を進めていただけ

ればというふうには感じております。 

  では、続いて再質問の２つ目、進んでいき

ます。 

  自治体が条例で定める独自課税という観点

からは、課税の公平性には注意が必要です。

神奈川県が独自に制定した臨時特例企業税に

ついて違法とする最高裁判決が2013年に下さ

れました。タワーマンションの空き部屋所有

者に対する課税を神戸市独自で設けることと

なれば、国内初の事例となりますが、課税の

公平性・合理性について十分な検討・議論を

する必要があると考えますが、見解をお伺い

します。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今、お話をいただき

ました神奈川県におきまして法定外税が違法

とされた事例があるということは、私どもと

しても承知をしているところでございます。 

  そのため、租税法や税務行政の専門家を委

員といたしまして、法定外税の可能性につい

て検討をしている段階でございまして、御指

摘の点も踏まえまして、今後、検討会におい

て丁寧に議論が行われていくものというふう

に考えているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 
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○副議長（川内清尚君） 原君。 

○６番（原 直樹君） ちなみに今の神奈川県

の臨時特例企業税なんですけども、法定外税

を導入するに当たっては総務省の合意、これ

が必要となりまして、この企業税についても

同意を得て導入に至ったんですけども、ただ、

訴訟の結果、財政調整基金を取り崩し、還付

加算金込みの総額としまして約635億円、こ

れを返還したという結果になりました。 

  このように、今回、空室税についても非常

に斬新な税金ではあると思うんですけども、

ただ、それとともに訴訟リスクというところ

も忘れてはならないことだと思います。万が

一、これが裁判所において無効と判断された

場合には当然大きな悪影響を及ぼすことにな

ると思いますので、この点についても懸念し

ているところであります。 

  ということで、今回、空室税についていろ

いろと懸念事項を列挙させていただきました

けども、ただ、その一方で、タワーマンショ

ンの空室に限らず、市内の空き家問題につい

ては非常に重要な問題であると思いますので、

この空き家対策については本市としても引き

続きしっかりと取り組んでいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

  では、続きまして２番目の施策の評価につ

いてですが、こちらは再質問ありませんので、

コメントと、あと要望を申し上げたいと思い

ます。 

  先ほど御答弁の中で、事務事業外部評価委

員会、これが10年以上開催されていない理由

としましては、事務作業が非常に膨大に上る

ということでした。確かに神戸市は様々な事

業を行っておりますから、これを１から10ま

で全てこの委員会で検討するとなりますと、

その事務作業は膨大になるだろうということ

は推測できます。 

  さらに、神戸市における職員への働き方改

革という点からしますと、膨大な作業を職員

に対して強いるというところも今の時代から

あまり合っていないのかなというふうには感

じております。 

  ただ、条例で定められています外部評価委

員会、こちらを開催して、そして検討して、

市民の皆様にオープンにしていくという観点

も重要ではないかと思います。 

  事務作業の点から難しいということであれ

ば、例えば規模を縮小して重点施策にのみ特

化して開催するとか、そういうのも一定の意

義があるのではないかというふうに考えてお

ります。 

  また、これに関しまして、ＫＰＩの策定に

ついても少し触れておきたいと思います。 

  神戸2025ビジョンを拝見しますと、事業ご

とにＫＰＩというものが策定、明示されてお

りまして、ＫＰＩ、一般的な策定方法としま

しては、継続的に評価できるという点、そし

てあとはデータ収集のコストを低く抑えてい

くという、この２点を重視して策定がされて

いるのではないかと思います。 

  ですから、どちらかというと、簡素な形で

ＫＰＩの数値は策定されているというふうに

思っております。 

  ただ、それがゆえに疑問に思うこともあり

まして、じゃあＫＰＩのその数値、具体的に

どういう根拠に基づいてオープンにしている

のか、策定しているのかというところが、気

になるところであります。どうしても簡便性

というところを重視していきますと、根拠と

いうのもどうもはっきりしないというところ

が出てくると思います。策定に当たっては、

有識者会議、パブコメ、そしてさらには議会

の議論を通じて策定しているということであ

るんですけども、ただ、簡便性を重視してし

まいますと、どうしても議論についても感覚

的な議論に陥りがちというところもあると思

うんです。ですので、より精緻な議論をして

いくためにもＫＰＩの策定根拠、これをぜひ

明確にしていただきたいというふうに感じて

おります。 
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  中には、いろんな事業がありますから、ど

うしても合理的に設定できないということも

中にはあると思うんです。中にはあると思う

んですけども、それでもやはりこういう根拠

で策定しましたというところは一旦明示して

いただいて、そして議論を深めていきたいと

いうふうには感じておりますので、この点、

ぜひ御検討いただければというふうに思いま

す。 

  そして、続きまして、サイクルツーリズム

について進んでいきます。 

  神戸市の観光開発としましては、ウオータ

ーフロント開発ですとか、あと六甲山・摩耶

山の活性化などが今鋭意行われているところ

ではありますけども、本市のさらなる観光業

の振興としましてサイクルツーリズム、これ

にもっと力を入れてはということで今回質問

をさせていただきました。 

  サイクルツーリズムの振興について、神戸

市では神出山田自転車道というのがあります

けども、これと比較する上で自転車道、サイ

クリストの聖地と言われておりますしまなみ

海道の自転車道、これを比較して再質問に進

んでいきたいと思います。 

  多くのサイクリストに選ばれ、利用が定着

するためには、安全・安心以外の観点からも

取組が必要です。例えばコースの途中に給水

サービスや空気入れができる休憩所や、遠方

からのサイクリストが自動車に自転車を積ん

で訪れやすいよう、駐車場の整備といった受

入れ体制の充実が考えられます。 

  また、自転車を持っていない人もサイクリ

ングを楽しめるよう、３月から５月でシェア

サイクルの取組を試行実施していましたが、

これまでサイクリングをしたことがない人た

ちを誘致するために試行実施の効果検証も踏

まえ、シェアサイクルの取組を拡大すべきで

はないでしょうか。 

  観光促進や地域活性化の手段としてサイク

ルツーリズムを普及させるための取組の展望

をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） サイクルツーリズム

の普及に関しての御答弁をさせていただきま

す。 

  多くのサイクリストに選ばれるためには、

安全・安心以外の観点での取組も重要だと考

えてございます。神出山田自転車道におきま

しては、つくはらサイクリングターミナルや

つくはらキャビン、栄休憩所、それから県の

施設である兵庫楽農生活センター等において

トイレ休憩施設が整っているとともに、つく

はらキャビンでは無料でシャワー施設が利用

できる状況となっています。 

  シェアサイクルの実施日におきましては、

つくはらサイクリングターミナルにおきまし

て、シェアサイクル以外の自転車に対しても

空気入れのサービスを実施しており、今後、

そのほかの拠点でも空気入れの設備を備えて

いきたいという予定でございます。 

  また、駐車場につきましても、貸出拠点で

あるつくはらサイクリングターミナルにシェ

アサイクル利用者用として18台設置してござ

います。そのほか、ターミナル周辺、谷上駅、

栄駅には、一時貸しの民間駐車場があります

とともに、兵庫楽農生活センターにおいても

駐車場が併設されてございます。 

  このような情報発信について、これまでも

ホームページ等で分かりやすく広報に努めて

きたところでございますが、今後も事業者と

連携しながらさらに充実を図っていきたいと

考えております。 

  これまでシェアサイクルは、令和２年度よ

り試行実施してございまして、現在、年間1,

400人の利用があり、この春の満足度調査に

おきましては97％の方から快適だったという

回答を得てございます。 

  本市におきましても、観光促進や地域活性

化の手段としましてサイクルツーリズムを普
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及させる取組は重要であると考えてございま

す。そのため、先ほど市長申し上げましたが、

湖面を利用した水上アクティビティ体験事業

と一体運用を行うことで、それぞれの事業に

よる相乗効果によるさらなる認知度のアップ

と利用者人数の増加を図って地域の活性化と

魅力発信につなげていきたいと考えてござい

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 原君。 

○６番（原 直樹君） 御答弁ありがとうござ

います。 

  今、様々な取組をされているというところ、

理解できました。 

  では、再質問２つ目、進んでいきます。 

  神出山田自転車道の再整備や利活用につい

ては、他の自転車道での取組が大いに参考に

なります。例えばしまなみ海道のサイクリン

グロードでは、道の駅の整備や観光スポット

を巡るコースを紹介していたり、ＳＮＳでイ

ンバウンド向けの投稿を行っていたりするな

ど、様々な楽しみ方が発信されています。 

  神出山田自転車道の途中や周辺には、つく

はら大橋休憩所のＢＥ ＫＯＢＥのモニュメ

ントのほかにも、明石川付近の桜や寺社など

魅力的な観光資源があります。これらも活用

しながら神出山田自転車道をＰＲすることで

新たな層を誘致し、多くの人にサイクリング

を楽しんでもらうきっかけになると考えます

が、効果的な広報について見解をお伺いしま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 神出山田自転車道に

つきましては、ＢＥ ＫＯＢＥのモニュメン

トのほかにも明石川付近の桜並木などに加え、

六條八幡宮、無動寺、国の重要文化財に指定

されている箱木千年家といった歴史的建造物

など多くの観光資源が点在している恵まれた

エリアとなってございます。 

  これらの観光資源を有効に活用することは、

神出山田自転車道のみならず、地域の活性化

にも非常に重要であると考えてございます。

このため、これまでもリーフレットの配布や、

駅・電車内でのポスター掲示、ホームページ

の公開やＰＲ動画を活用した広報を行ってき

たところでございます。 

  今後、さらなる広報に努めるべく、事業者

とも連携しながら周辺の観光資源を生かした

ＰＲ動画を新たに作成し、デジタルサイネー

ジやＳＮＳなど市内外に広くＰＲを行う予定

で考えてございます。今後も地域の資源を有

効に活用して幅広い層に広報していき、さら

なる利用促進につなげていきたいと考えてい

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 原君。 

○６番（原 直樹君） 私も本当に今後の神出

山田自転車道、サイクリング道、楽しみにし

ております。 

  最後、私から自転車道についてのさらなる

取組として要望事項を申し上げたいと思いま

す。 

  まず１点目なんですけども、自転車道の整

備に当たっては、サイクリストの目線で整備

していくということが重要であると考えてお

ります。 

  そのためには、まずは道に迷わないための

整備ということで、しまなみ海道のサイクリ

ングロードではどういう取組がされているの

かといいますと、自転車道の始点から終点に

至るまで全て青い線、ブルーラインが引かれ

ております。そうしますと、自転車こいでる

人間からしますと、青い線に沿って自転車こ

いでいけばいいわけですから、非常に安心し

てサイクリングを楽しむことができるんです

ね。 

  今の神出山田自転車道の現状はといいます

と、白線が引かれていたり、もしくは、先ほ

どもちょっとありましたけど、白線が剝げて
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しまったりと、そういう現状にあります。 

  ただ、分岐点には案内掲示板、これは設置

はされているんですけども、ただ、自転車こ

いでいく中で分岐点の案内板、これを一旦見

落としてしまいますと、ずっと間違ったとこ

ろを進んでしまうんです。これ、よくあるこ

となんです。これ、さすがにおかしいと思っ

て戻ってきますと、またそこで自転車道、復

帰していきますとかなりのタイムロスになり

ますし、非常にペースが崩れるというのがあ

るんです。 

  ですので、まずは剝げてる部分、そこを青

いライン引いていくとか、もしくは分岐点だ

けでもいいと思うんで、青いラインを引いて

いくということで、その整備の仕方について

検討いただければと思います。 

  青い線引いていくということは、しまなみ

海道だけではなくて、琵琶湖一周のビワイチ

とか、ほかの自転車道でも多く取組がされて

いるところですので、ぜひ検討いただきたい

と思います。 

  そして、あともう１点なんですけども、遠

方からの誘客というところなんですけども、

こちらもしまなみ海道の自転車道については、

自転車道の途中で道の駅が３か所整備されて

おりまして、その駐車場では遠方から自動車

で来られた方が自転車の積卸しをしていると

ころをよく見かけます。 

  神出山田自転車道についても、先ほど御答

弁の中で、駐車場整備されているということ

なんですけども、広報として、駐車場の広報、

そしてあとは立地としてつくはら湖と山陽自

動車道の三木東インター、非常に近いところ

にありますので、遠方から来られる方に対し

てもそれは非常にアピールポイントだと思い

ますので、こういったところも含めて広報に

取り組んでいただければと思います。 

  以上２点、私からの要望事項といたしまし

て、今回の代表者質疑、終了いたします。ど

うもありがとうございました。（拍手） 

○副議長（川内清尚君） 御苦労さまでした。 

  次に、18番山本のりかず君。 

  （18番山本のりかず君登壇）（拍手） 

○18番（山本のりかず君） 日本維新の会の山

本のりかずです。 

  私からは、大きく４点、質疑させていただ

きます。 

  まず１点目、神戸空港のさらなる活性化に

向けた整備についてお伺いします。 

  神戸空港では、2025年４月より、台湾・韓

国・中国の５都市と神戸を結ぶ国際チャータ

ー便の運航が開始され、アジアから多くの観

光客が神戸を訪れることは神戸経済の活性化

につながっているということで、大変感謝し

ております。 

  スタートは非常に順調で、国際化への第一

歩を踏み出した神戸空港ですが、2030年の国

際定期便の就航に向け、神戸や関西の航空需

要、関西国際空港とのすみ分けなども重要で

す。 

  午前中には、神戸空港の地方路線拡充の質

疑もありました。そこで、国際航空便の運航

における今後の神戸空港の方向性について確

認します。 

  次、２点目、行財政改革方針2025について

お伺いします。 

  厳しい財政運営が求められる中、財政の健

全を保持しながら新しい技術を積極的に活用

し、市民の暮らしの安全・安心を守るととも

に、人口減少対策をはじめ、神戸市が将来に

わたって持続的発展を遂げていくことが大切

です。まちの魅力を高めていく取組を着実に

進めることを期待するとともに、社会情勢に

応じた新しい行政の在り方が求められており、

さらなる抜本的な行財政改革が必要です。 

  その解決策であるスマート自治体の実現に

向け、令和３年度から令和７年度の行政・財

政運営を行うに当たって、ＤＸ推進の重点項

目や行政手続のスマート化などの実施目標を

定めた行財政改革2025が策定されました。今
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年度は、その最終年度に当たります。 

  そこで、令和６年度決算では、実質収支の

黒字を確保していますが、これまでの成果を

確認します。 

  また、残り７か月となりましたが、目標達

成に向けた今後の展開について確認します。 

  次、３点目、大阪・関西万博における取組

について確認します。 

  2025年４月に開幕した大阪・関西万博では、

当初約2,000万人以上ものの人々が来訪する

とされていましたが、９月２日時点で1,900

万人を超え、黒字化となる見込みとされてい

ます。 

  また、８月１日から３日の間、我が会派も

現場に行きましたが、神戸への誘客促進へつ

なげるため、万博会場内でＫＯＢＥ ＣＯＬ

ＯＲをコンセプトとした自治体催事を行った

ところ、３日間で延べ３万人の方々が訪れた

ところであります。 

  これまでも万博開催による経済波及効果を

取り込むため、会派として幾度となく質疑を

してまいりました。万博期間中においては、

神戸市内のホテルの稼働率の上昇や、万博を

きっかけに神戸へ訪れた方々が増加したと考

えられますが、神戸への経済波及効果は現時

点でどの程度なのか、確認いたします。 

  最後、４点目、ブリスベン視察を踏まえた

施策展開についてお伺いします。 

  2025年７月に日豪友好神戸市会議員連盟で

一部の議員と共に姉妹都市のブリスベン市を

訪れた際、森林管理として様々な方法が用い

られていました。１つの事例として、区画を

決めた計画的な野焼きが行われており、森林

火災の予防や外来種の撲滅といった効果があ

るという説明を聞き、非常に印象的でありま

した。 

  神戸市には、六甲山系をはじめとした豊か

な森林・里山があるものの、生活様式の変化、

担い手不足に伴う管理不全といった背景から、

森林・里山の荒廃が神戸市だけではなく全国

的にも問題となっております。 

  これに対応するため、今年度より、先ほど

も議論がありましたが、森の未来都市神戸と

して森林・里山の再生とまちの緑化を通じた

自然と共生する持続可能な都市づくりの取組

が始まったところは承知しております。 

  神戸市は、都市と自然が近接しており、景

観や観光資源といった都市ブランドの観点だ

けでなく、防災の観点からも森林保全が重要

であると考えております。ブリスベン視察を

踏まえて、今後どのような政策展開が考えら

れるのか、確認します。 

  以上４点、よろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 山本議員の御質問のう

ち、まず神戸空港のさらなる活性化に向けた

取組につきましてお答えを申し上げます。 

  神戸空港の国際チャーター便につきまして

は、本年４月18日より、韓国・中国・台湾の

航空会社４社が５都市に向け、９月現在、週

37便、最大40便就航しております。加えて、

ゴールデンウイークにはベトナムへのチャー

ター便も運航されたところです。 

  さらに、９月28日からは、新たに北京便が

就航し、10月４日から７日間、スカイマーク

が日本の航空会社で初めて国際チャーター便

の運航、これ、台北との間で運行を予定され

ております。 

  この間、８月末までで20万人を超える方々

に利用をいただき、平均搭乗率は82％となっ

ております。 

  関西３空港の位置づけと役割は、関西３空

港懇談会で決定されておりますが、第12回の

懇談会におきまして基本的考え方が示されて

おり、関西の３つの空港で2030年前後を目途

に全体で年間50万回の離発着の実現を目指す

こととされております。内訳は、関空が30万

回、神戸空港が約６万回、伊丹が約13万5,00

0回というふうになっております。 
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  神戸空港につきましては、関西の成長の一

翼を担う観点から、関西国際空港を補完する

空港として効果的に活用していく必要がある

とされ、具体的には神戸以西の新たな市場開

拓に積極的に取り組み、2025年からの国際チ

ャーター便の運用とともに国内線の発着枠を

拡大する、2030年前後の国際定期便の運用開

始が合意をされているところです。 

  こういう位置づけを考えますと、神戸市以

西の航空需要の拡大に積極的に取り組む、そ

して現行に加えまして、東アジア、東南アジ

アへの新たな就航を実現させていくというこ

とが重要でありまして、今後とも必要なリサ

ーチを行うなど積極的な取組を行っていきた

いと考えます。 

  ブリスベンの経験を踏まえた森林・里山の

施策展開についてです。 

  今回、ブリスベンでは、ブリスベン市が管

理するカラワサの森の訪問、これが実際に大

変詳しい、実際に虫や生き物もたくさん登場

いたしました有益な御教示をいただいたと思

っております。 

  その中で私も印象に残りましたのが、先住

民が実施していた火入れによる森林管理です。

これは、枯れ葉の堆積や下草の繁茂を防ぎ、

森林火災のリスクを減らすとともに、樹木の

健全な成長を促すことを目的とされていると

ころで、森林を幾つかの区画に分けまして毎

年異なる区画に火入れをしていると、こうい

うような取組です。 

  我が国におきましても古来から草地管理の

手法として火入れが使われてきたということ

は承知をしております。もちろん地形・植

生・気候といった自然条件はオーストラリア

と大きく異なっておりますので、我が国です

ぐこれを導入するということは、これは難し

い面がもともとあります。 

  さらに、午前中も黒田副市長から答弁があ

りましたように、神戸の自然林は長年放置を

されておりまして、特に冬場になると放置さ

れている森林の中では大量の枯れ草、あるい

は枯れた枝が集積をしている。大変これは森

林火災につながるし、一旦火がつくと燃え広

がる条件がもうあります。ですから、これは

ぜひ、森林火災の予防という観点からも森林

の手入れというのをしっかり行っていかなけ

ればならないと考えられます。 

  ですから、今すぐにこういう状況の中で火

入れを試みるということは難しいと思います

けれども、将来、こういう森林の手入れが進

んで森が明るくなったという状況を考えれば、

さらなるそういう枯れ草、あるいは枯れた枝

をより少なくするという観点から、火入れの

手法というのも、これも可能性としてはあり

得る面もひょっとしたらあるかもしれません。

この辺は、専門家の意見もしっかり聞きなが

ら、今後将来的な森林保全、安全な森林の管

理、あるいは火災予防という観点から取り組

む価値があるのかどうか、検討をさせていた

だき、模索もさせていただきたいというふう

に考えております。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、２点

御答弁申し上げます。 

  １つ目は、行財政改革方針2025のこれまで

の成果と目標達成に向けた今後の展開という

ところでございます。 

  行財政改革方針2025におきましては、スマ

ート自治体の実現に向け、令和３年度から５

年間の行政運営及び財政運営を行うに当たっ

ての４つの重点項目と５つの実施目標を定め、

行財政改革を推進しているところでございま

す。 

  実施目標の主な成果といたしましては、１

点目の財政の健全性維持につきましては、物

価高騰への対応など、追加の財政需要が生じ

る中、事務事業の見直しによる歳出の抑制や
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市有地の有効活用などの積極的な歳入の確保

に努めたことで、令和６年度決算における実

質収支黒字の堅持、適正な市債残高の維持を

達成できたと思っているところでございます。 

  ２点目の生産年齢人口の減少を見据えた組

織の最適化につきましては、新型コロナウイ

ルス対応のため、保健師約100名を増員する

など、執行体制の強化を図りながら、令和７

年度までの５年間では775名の職員数削減を

行い、行財政改革2025の実施目標に掲げる75

0名の削減を達成したところでございます。 

  ３点目の区役所手続来庁者数につきまして

は、実施目標に掲げる40％削減を下回る9.

5％の削減にとどまっておりまして、目標達

成が困難な状況になっているところでござい

ます。 

  ４点目の行政手続のスマート化につきまし

ては、令和６年度決算で行政手続スマート化

率が68.7％でありまして、実施目標に掲げる

70％に向け、着実に進んでいる状況でござい

ます。 

  ５点目の働き方改革の定着につきましては、

約８割の職員が自分の所属は職員からの提案

を前向きに検討する雰囲気があると回答して

おりまして、働き方改革の意識が定着しつつ

あると考えているところでございます。 

  これら５つの実施目標のうち、区役所手続

来庁者数を除く４つの実施目標については達

成または達成見込みとなっているところでご

ざいます。 

  未達成の見込みとなっております区役所手

続来庁者数でございますけれども、この理由

といたしましては、市民課の手続の多くに対

面義務が残っておりまして、国に対しても緩

和を要望しておりますけれども、いまだ実現

をしていないという点があるところでござい

ます。 

  また、郵送・電子申請の利用につきまして

は、特に保険年金医療課の業務は相談を伴う

ものも多いことから利用率が伸びなかったこ

となど様々な要因があると考えておりまして、

来庁者の来庁目的の要因分析を徹底的に実施

し、改善に向けて取り組んでいるところでご

ざいます。 

  令和７年度は、行財政改革方針2025の最終

年度でありますことから、区役所手続来庁者

数の検証、改善も含めまして、掲げた実施目

標の達成に向け、全庁一丸となって進めてま

いりたいと考えてございます。 

  ２点目は、大阪・関西万博のうち、神戸へ

の経済波及効果は現時点でどの程度なのかと

いう点について御答弁を申し上げます。 

  博覧会協会によりますと、８月30日時点の

大阪・関西万博の来場者数は約1,908万人と

公表されているところでございます。 

  また、民間企業がスマートフォンアプリの

位置情報データを分析したところ、来場者の

都道府県別の居住地割合、これは４月13日か

ら６月20日という数字を取ったものでござい

ますけれども、近畿圏で65.1％を占め、多く

が近畿圏からの来訪者になっているところで

ございます。 

  神戸市内への効果をはかる指標でございま

すけれども、国内外合わせた市内延べ宿泊者

数を見ますと、神戸空港国際化の影響もあり

まして、万博のみの影響かどうか判別が難し

いところはありますけれども、前年同月比で

本年４月で107.9％、５月が120.5％と、いず

れも増加をしているという状況でございます。 

  また、インバウンドを対象に実施した神戸

空港の利用者アンケートでは、立ち寄り先と

して大阪・関西万博を選択した方が17％おら

れまして、神戸空港を経由して万博を行き来

している方が一定数おられるという状況でご

ざいます。 

  本市の取組といたしましては、万博期間に

合わせて万博の入場チケットを見せれば市内

の飲食店や観光施設等で割引や特典が受けら

れるキャンペーンでありますばんぱくーぽん

を姫路市と連携して展開をさせていただいて
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いるところでございます。当キャンペーンの

利用者アンケートでは、約２割は遠方の方の

利用がありまして、これら遠方の方の来訪目

的では約８割が万博ついでの立ち寄り、観光

と回答されておりまして、万博と併せて神戸

にも足を運んでいただいている実態が確認を

できているところでございます。 

  さらに、万博を機に各国より訪問団やビジ

ネスミッションが来訪されているところでご

ざいます。これらビジネス団について商工会

議所等とも連携し、神戸で28件、19か国地域、

約390社の受入れを、これは８月31日時点で

ございますけれども、受入れを実施いたしま

して、市内企業の新たなビジネス機会創出に

つながっているところでございます。 

  万博開催時期の４月から、本市におきまし

ては、神戸空港国際化も始まりまして複合的

な要因があるため、一概に万博による経済波

及効果を把握するのは困難でありますけれど

も、万博会場から距離的に近い本市の立地の

優位性もありまして、観光誘客の面のみなら

ず、ビジネス面においても一定効果が出てい

るものと認識をしているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 山本君。 

○18番（山本のりかず君） そうしましたら、

行財政改革2025について再質疑、一問一答で

行わせていただきます。 

  先ほど今西副市長答弁にありましたように、

目標達成に向けた課題であるということは、

局内、そして神戸市全体で把握しているとい

うことですので、全庁一丸となって課題解決

に向けて目標をしっかりと設定されています

ので、取り組んでいただきたいことを要望さ

せていただきます。 

  その中で、外郭団体の見直しに当たっては、

これまで我が会派からも経営の健全化、ガバ

ナンスの強化等の観点から、これまで何度も

質疑を繰り返してまいりました。 

  神戸市の取組として、行財政改革方針2025

においても外郭団体の役割の継続的な見直し

や経営体質改善を掲げていることは承知して

おります。その中で、令和３年度に外郭団体

マネジメント推進本部を設立し、局の横断的

な、抜本的な見直しが行われてきており、経

営状態が悪い団体や社会的使命を終えた団体

の見直しが一定進んでいることは評価してお

ります。 

  その中で、今年度は神戸市産業振興財団と

神戸いきいき勤労財団が合併し、こうべ産

業・就労支援財団に再編されているというこ

とに関して、その他にも各団体にミッション

を提示させ、その実施状況を評価し、指導し

てきているということは当局から伺っており

ますが、これまでの総括を確認させてくださ

い。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 外郭団体につきまし

ては、市政を補完し、柔軟できめ細やかな市

民サービスを提供することを目的として設立

をされておりまして、令和３年８月に策定い

たしました外郭団体の抜本的な見直し方針に

おいても市民への還元と市の施策実現を見直

しの重要な視点と位置づけてきたところでご

ざいます。 

  直近の取組といたしましては、今御紹介が

ありました神戸いきいき勤労財団と神戸市産

業振興財団を統合してこうべ産業・就労支援

財団を発足してございまして、高齢者の就労

支援施策に向けた取組が既に始まっていると

いうところも市政に対する貢献であろうかと

いうふうに思ってございます。 

  そのほかにも、市内経済の活性化につなが

る新たなイノベーション機能が求められます

中、神戸商工貿易センターでは経済観光局と

連携をいたしまして、令和５年10月、企業へ

のＡＩ技術の導入を支援いたしますＭｉｃｒ

ｏｓｏｆｔ ＡＩ Ｃｏ－Ｉｎｎｏｖａｔｉ

ｏｎ Ｌａｂの誘致に成功いたしまして、こ
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れにより、市内企業の競争力強化や市外企業

の呼び込みなどにつながっているというとこ

ろでございます。 

  そのほかにも、こうべ未来都市機構では、

商業施設や公共施設等のリニューアルに主体

的に取り組んでいるところでございまして、

市民サービスの向上につながっていると考え

てございます。 

  また、神戸市スポーツ協会では、世界パラ

陸上を安全かつ円滑に開催するため、職員派

遣や資金負担等により、積極的に協力を行っ

たという実績もあるところでございます。 

  今後も、急速に進む少子・高齢化社会の中

で外郭団体が持続的に質の高い市民サービス

を提供するためには、経営資源と運営体制の

最適化を含め、不断の見直しに取り組むこと

が必要であるというふうに考えているところ

でございます。 

  そのため、外郭団体がこれからも実効性の

高い改革を進めていくことができますように、

神戸市としても様々な観点から必要な支援、

指導等を行ってまいりたいと考えてございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 山本君。 

○18番（山本のりかず君） 市民の還元につい

ては私も共感しております。 

  その中で、今西副市長御紹介いただいた

様々な外郭団体の取組については、私も今、

御説明を聞いて理解しました。 

  その中で、会派として、より抜本的な見直

しを進めていくとともに、超少子・高齢化社

会において、デジタル改革、つまりＤＸ化を

さらに推進していくことが必要です。また、

政令指定都市を含めた他都市の状況も参考に

しながら、外郭団体を変革していくことを要

望させていただきます。 

  次、神戸空港のさらなる活性化に向けた整

備についてお伺いします。 

  2025年７月22日から25日にかけて、ブリス

ベン市との姉妹都市提携40周年を迎え、久元

市長はじめ、我々日豪議員連盟有志の市会議

員、民間企業の方々も含めて現地にて参加い

たしました。 

  ブリスベン市長との対談では、ブリスベン

市との国際定期便就航について市長から前向

きな発言がありましたが、何か所感があれば

教えていただければ幸いです。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） ブリスベンでは、たし

か2032年にオリンピック・パラリンピックが

開かれると。そのときにブリスベンとの間で、

これは2030年前後に国際定期便が就航するわ

けですけれども、そのときに直航便が就航し

ていれば、これは大変幸せなことだという思

いを込めて申し上げたところです。まだあと

７年ありますから、飛行機材がこの間どれぐ

らい進化するのかということも含めて、今後、

そういう目標も持ちながら取り組んでいきた

いと存じます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 山本君。 

○18番（山本のりかず君） 2032年、ブリスベ

ンでオリンピック・パラリンピックを開催す

るということ、私も当局、現地の市民から聞

きまして、市内をバスの中から見てみると多

くの公共事業を含めて民間の投資が行われて

いることを目の当たりにしました。 

  そういった市長答弁ありましたように、将

来的なことも踏まえて、いろんな関係先があ

ると思いますけども、そのあたり十分と一緒

に議論しながら、先ほど御答弁ありました、

私もそのことに対しては同感しますので、進

めていただければ幸いです。 

  その中で、要望としては、私も２週間前、

フィリピン行ってまいりました。その中で、

いろんな神戸市民と現場で会ったりとか、帰

国する際にお話しさせていただく中で、神戸

市民からは、関西国際空港を経由で海外に行
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くよりも地元空港である神戸空港から海外へ

行けるのであればどれだけありがたいかとい

う声も頂戴しております。まさに神戸市民に

とってはそのとおりだと思っています。 

  私自身、８月には、先ほど申し上げました

ように、英語圏であるフィリピンの空港も利

用しました。神戸経済の活性化の観点からも、

先ほど市長答弁ありました、オセアニアや東

南アジアなども含めて、ぜひとも神戸から世

界へ行ける空港の新規開拓に神戸市全体とし

て取り組んでいただき、努めていただきたい

ことを要望します。 

  次に、再質疑、大阪・関西万博における取

組についてお伺いします。 

  万博は、御承知のとおり、開催国や参加国

の文化・技術の発信、地球規模の課題解決へ

の貢献などといった意義があります。大阪・

関西万博の終了後、レガシーを継承していく

ことは非常に大切ではないかと考えておりま

す。 

  ＳＤＧｓの観点から、建物や展示物などの

ハードを残すことも重要でありますが、関西

経済同友会が立ち上げた万博レガシー委員会

は、社会課題解決や経済成長につながる技

術・アイデア・つながりといったソフトのレ

ガシーの重要性も一方で提言しております。 

  神戸市として、自治体催事で参加型アート

や日本酒などの試飲イベントを実施し、様々

な企業や団体と協力した取組を行っているこ

とは、私たちも会派で８月１日、現地にお伺

いし、実際視察させていただいて見させてい

ただきました。その中で、企業間での交流や

来場者との交流も生まれ、一定の効果があっ

たのではないかと考えております。 

  そこで得られた知見やつながりは、一過性

のものに終わらせず、今後も活用していくべ

きと考えますが、万博のレガシーについて確

認させてください。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今御紹介をいただき

ましたように、８月の１日から３日に市内企

業、あるいは周辺自治体と共同で催事を開催

させていただきましたし、また８月23日には

関連イベントといたしまして川崎重工とＪＴ

Ｂとの共催でルミナス２の船内において子供

たちが未来のモビリティーを想像し、語り合

うようなワークショップも実施をさせていた

だきました。 

  そして、また先ほど御紹介もしましたけれ

ども、市内の商工会議所とも連携をいたしま

して海外のビジネス団の受入れを行い、市内

企業とのビジネスマッチングの提供機会とい

うことの取組も行ってきたところでございま

す。 

  神戸市といたしましては、こういった多く

の企業や団体等と協力し、実施してきました

こういった取組を通じて、経済界との連携や

企業間との交流に加えまして、催事に出演い

ただきました淡路３市や高松市との連携をよ

り深めることができたのではないかというふ

うに考えているところでございます。 

  さらに、これまで接点のなかった海外企業

や各国幹部と市内企業とが関係を構築できた

ことで、今後の国際交流やビジネス交流の促

進にも期待をしているところでございます。 

  また、将来を担う子供たちには、催事会場

における神戸の未来を描く、御紹介いただき

ましたウオールアートの取組をはじめとして、

企業と連携したワークショップイベントを通

じて学びの場も提供できたというふうに思っ

ているところでございます。 

  このような万博での取組を通じて得られた

つながりや交流、人材育成などは、貴重な財

産であるというふうに考えておりまして、今

後、庁内でも共有しながら各局において取り

組む様々な施策の中で活用してまいりたいと

考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 山本君。 
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○18番（山本のりかず君） 前向きな答弁、あ

りがとうございます。 

  ビジネス交流や他都市との交流、そして子

供たちのウオールアートのそういった触れ合

いというのも非常に大切だと思っております。 

  万博が一過性ではなくて、しっかりと次の

世代へ届くような施策の展開を行わせていた

だきたいと思います。 

  その中で、私、先週月曜日に北区にある森

林植物園を視察させていただきました。そこ

では、園内や、リニューアルした施設や新設

されたマウンテンバイクのロード、実際にコ

ースも見てまいりました。その中で、施設に、

神戸森林植物園の施設の入り口は、前から気

づいてましたけど、再度改めて見ると1981年

に開催された神戸ポートアイランド博覧会で

使用されたジャイアントセコイア、大体5.4

メートルぐらいですか、今西副市長もうなず

いていただいていると思いますけども、何回

も現場運ばれて十分御承知だと思いますが、

私もそこ、改めてじっくり見させていただき

ました。園長、副園長とも意見交換させてい

ただきまして、あまりの大きさに圧倒され、

自然の力強さを非常に感じた次第です。 

  例えば万博大屋根リング、今様々な、今後、

レガシー、ハードに関して活用方法、いろん

な議論をされておりますが、提案として、Ｂ

Ｅ ＫＯＢＥ、あらゆるモニュメント、神戸

市内各地ありますけども、例えば万博の大屋

根リングを活用したＢＥ ＫＯＢＥのモニュ

メントをつくっていくというのも１つの方法

ではないかと考えております。 

  他都市も参考にしながら、ぜひとも研究し

ていただきたいと思いますが、何かそのあた

り、御意見あったら。申し訳ないです。答弁

にないですけど、もしあればお願いいたしま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 万博のレガシーをど

う残していくのかということは、経済界も含

め、そしてまた関係の自治体でもいろいろ検

討されているところでございますので、各都

市の状況、経済界の状況も見ながら私どもは

検討させていただきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 山本君。 

○18番（山本のりかず君） ありがとうござい

ます。 

  そうしましたら、４点目、ブリスベン視察

を踏まえた施策展開について再質疑させてい

ただきたいと思います。 

  先ほど市長、私自身も火入れ行って、火入

れの提案をしているのではないんですけど、

市長に結構前向きな答弁をいただいて私自身

もびっくりしている、将来的な可能性につい

てびっくりしている次第です。 

  我が国も難しい面もありというのは私も承

知していますけども、将来的にそういう可能

性があるということに関しては私も共感しま

すので、ぜひとも、もし可能性があるのであ

れば研究していただきたいなと思っています。 

  あと、質疑しようと思いましたが、時間が

ありませんので、これ、最後、要望とさせて

いただきたいと思います。 

  私自身も神戸市会議員連盟、超党派でブリ

スベン視察訪問させていただいた際に、光の

演出というのは、海側だけじゃなくて内陸部

も結構ナイトタイムエコノミーの観点から、

例えばブリスベン市役所を、神戸が、我々行

った場合、緑にライトアップされてたりとか、

結構光の、人の回遊性も大事ですけど、光の

回遊性ということも非常に重視されておりま

したので、そのあたりも神戸市の施策展開に

盛り込んでいただきたいことを要望させてい

ただきます。ありがとうございました。（拍

手） 

○副議長（川内清尚君） 御苦労さまでした。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  午後３時25分に再開いたします。 
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   （午後３時２分休憩） 

   （午後３時25分再開） 

○議長（菅野吉記君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

  直ちに議事に入ります。 

  この際、申し上げます。 

  本日は、議事の都合により、あらかじめ会

議時間を延長いたします。 

  休憩前に引き続き、令和６年度神戸市各会

計決算並びに関連議案に対する質疑を続行い

たします。 

  11番坂口有希子君。 

  （11番坂口有希子君登壇）（拍手） 

○11番（坂口有希子君） 公明党の坂口有希子

でございます。 

  令和６年度決算について、髙瀬勝也と共に

代表質疑させていただきます。よろしくお願

いいたします。 

  まず初めに、子供のスマホ依存対策につい

てお伺いいたします。 

  現在、小学高学年のスマホ所有率が急上昇

しており、小学高学年では４割、小学校６年

生では６割に達しているとも言われています。 

  スマホ依存は、子供の発達やコミュニケー

ション能力に悪影響を及ぼす可能性があり、

言葉の遅れや学力の低下等が懸念されます。

実際に文科省が令和６年に実施した学力の経

年変化分析調査では、中学校の数学を除く全

教科で平均スコアが基準年度より低下してお

り、その一因としてスマホの長時間利用が挙

げられました。 

  また、ネットによるいじめの件数も増加し

ています。日本経済新聞には、ＳＮＳの普及

により、インターネット上でのネットいじめ

も年々増加している、’23年度は２万4,678件

で最多となり、10年前に比べて2.8倍に増え

た、いじめ全体に占める比率は中学生が９％、

高校生が16％で、学年が上がるほど高い傾向

があるとの記事が掲載されており、教育委員

会としても正しいスマホの使い方や長時間の

リスクなどを教示する必要があるのではない

でしょうか。 

  本市では、２年に１度、ネットの付き合い

方の授業や教育委員会だよりによる保護者へ

の啓発を行っていますが、効果検証の上、専

門家等の意見も取り入れながら一層の充実を

図るべきではないかと考えますが、御見解を

お伺いいたします。 

  次に、こども食堂の今後の運営についてお

伺いいたします。 

  平成24年に東京都大田区でこども食堂の取

組が開始されて以降、全国に広がり、子供た

ちに食事を提供するだけではなく、多世代が

集う地域のコミュニティーの場となっていま

す。 

  本市においても、平成28年度より子供の居

場所づくりに取り組む地域団体等に対して補

助金の交付や運営支援等を行い、全小学校区

への展開に取り組んでいます。 

  取組を開始してから10年近く経過しますが、

現状について、どのように評価しておられる

のか。また、児童館や学童など、こどもの居

場所づくり事業として、類似の施策があるた

め、統合・再編の上、より効果的な事業展開

を検討すべきと考えますが、御見解をお伺い

いたします。 

  次に、区役所の窓口業務の利便性向上につ

いてお伺いいたします。 

  高齢化の進展や外国人住民の増加、また昨

年から事業者による障害者への合理的配慮が

義務化されたことを踏まえ、区役所の窓口業

務についても、市民の利便性向上に向けた取

組が必要と考えます。 

  特に聴覚障害のある方や外国の方とのコミ

ュニケーションの円滑化を図るため、130以

上の言語に対応し、聞き取った音声をアクリ

ル板に表示する音声字幕表示システムを窓口

に設置してはどうかと考えます。このシステ

ムは既に京都市や大阪市等でも導入されてお

り、来庁者だけでなく、窓口業務に従事する
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職員からも相手に伝わっている安心感がある

と評価されているとも聞いています。 

  本市では、外国人が多い区役所ではポケト

ークなどが活用されていますが、耳が聞こえ

づらい高齢者や障害者、外国人がより気軽に

安心して来庁できる環境を整えるべきと考え

ますが、御見解をお伺いいたします。 

  次に、社会福祉サービスに従事されている

方たちの処遇改善についてお伺いいたします。 

  まず初めに、児童養護施設の職員の処遇に

ついてお伺いいたします。 

  児童養護施設には、児童指導員や保育士、

臨床心理士等が従事しており、本市では「６

つのいいね」により、保育士等の人材確保に

努めています。保育士資格を取得し、学校を

卒業した後、保育園での勤務を選択した方は、

６つの全てが適用される一方、児童養護施設

へ進まれた方には家賃補助が適用されません。

児童養護施設での勤務は宿直勤務や保護者の

いない子供や、虐待されている児童等、家庭

での養育が困難である児童を養育するため、

心身ともに大変な職務内容であり、人材不足

解消のためにも、処遇に差を設けるべきでは

ないと考えます。 

  また、福祉施設で就労する介護士には１万

4,000円の家賃補助があり、制度上のバラン

スを欠いているようにも見受けられるため、

児童養護施設で働く保育士にも家賃補助をす

べきと考えますが、御見解をお伺いいたしま

す。 

  次に、あんしんすこやかセンターにおける

職員の処遇改善について２点お伺いいたしま

す。 

  まず１点目は、人件費の引上げについてで

す。本市では平成18年度より高齢者の介護相

談窓口として、あんしんすこやかセンターを

設置・運営してきました。現在では相談件数

は、設置当初の約２倍に増加し、認知症や独

居など複合的な課題も年々増えていることか

ら、委託先の職員には高度な専門性と迅速な

対応が求められるとともに、負担は増大し、

人材の定着は難しく、欠員が常態化していま

す。 

  しかしながら、人件費は平成21年度に改定

されて以降、据え置かれたままとなっていま

す。 

  現行のままでは採用難が続き、欠員が埋ま

らず、残る職員に過度な負担が集中し、相談

対応の質を下げざるを得ず、制度そのものの

持続性に影響を及ぼすおそれがあります。そ

のため、人件費を引き上げる必要があると考

えますが、御見解をお伺いいたします。 

  ２点目は、委託料の減額措置の撤廃につい

てです。 

  センターの職員に欠員が生じた場合、本市

では、委託料の減額措置を行っています。し

かし、欠員が出ても業務量が変わらない中で

減額されるのは、現場にとって不合理な仕組

みではないでしょうか。 

  実際に、神戸地域包括支援センター会から

も要望が寄せられており、本市は撤廃すると

配置基準を満たさないことを容認することに

なると回答しています。 

  しかし、配置基準は法令や委託契約上の遵

守義務であり、減額措置を撤廃しても、その

義務がなくなるわけではありません。 

  むしろ、この減額措置が原因で、処遇改善

の原資が奪われ、欠員を長期化させる悪循環

を生んでいるのではないでしょうか。法人の

使命感に依存する制度であることから、速や

かに撤廃すべきと考えますが、御見解をお伺

いいたします。 

  次に、地元企業の成長支援についてお伺い

いたします。 

  神戸市の経済構造は、かつて三菱重工、川

崎重工業、神戸製鋼などの大手企業と、その

下請企業群で構成されるものづくりのまちで

あり、港湾を中心にした海陸の物流のまち、

そして港湾建設や埋立事業、治山治水事業を

進めてきた土木事業のまちで繁栄してきまし
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た。 

  近年は、重厚長大型産業の後退とともに、

アパレル、洋菓子などのファッション産業、

阪神・淡路大震災以降の医療産業、次世代ス

ーパーコンピューターに象徴されるＩＴ分野

の事業に力を入れてきました。 

  しかし、経済規模においても、雇用吸収力

においても、かつての繁栄を取り戻すことは

難しく、スタートアップに注力することは必

要ですが、改めて既存企業・産業を元気にす

る取組が、より重要な課題ではないでしょう

か。製造業における市内中小企業はもともと

下請企業がほとんどで、中間製品の製造が主

なため、その技術に光が当たることがまれで

す。 

  個々の企業では、高度な技術を持ちながら、

市場ニーズに応える製品化のための協業体制

が求められるところです。 

  国においても、中小企業成長加速化補助金

制度を設け、100億円の売上げを目指す企業

に最大５億円を補助する取組を行っています。 

  本市において、これに該当する企業はどれ

ほどあるか。これを神戸市として支援する積

極的な取組が求められるところです。 

  また、港湾物流においても、コンテナター

ミナルの自動化の早期完成や、事業用地の不

足対策など、港湾物流の拡大に課題がありま

す。 

  さらに、土木建築の業界でも、阪神・淡路

大震災当時に比べると、企業数、保有する機

材の数とともに、半分あるいは３分の１に減

ってしまったとの声も耳にします。 

  その背景には、公共事業受注に必要な資格

を有する人材の不足があると言われますが、

市外企業に持っていかれる状態が続いている

状態では、人材の確保・育成も難しいと言わ

ざるを得ません。 

  この状況は災害対応にも影響します。南

海・東南海地震の際には、同時に広域が被災

するため、地域間の支援が難しいと言われて

いる中、この実態は瓦礫の解体撤去、道路な

どの復旧作業において、その能力が減退して

おり、防災上もゆゆしき状況と言うべきです。 

  このように、本市経済の発展には、経済観

光局の対応だけではなく、関係各局の連携が

不可欠です。 

  本市の成長目標をどう設定するのか、その

ための企業の成長支援、人材育成、投資誘引

など総合的な支援取組をどう行うのか、その

検討体制、推進体制を検討すべきと考えます

が、御見解をお伺いいたします。 

  次に、海外からの人材確保と育成について

お伺いいたします。 

  1995年をピークとして、我が国の生産年齢

人口は減少傾向にあります。人口減少は、労

働力の減少であるとともに、国内需要の減少

でもあり、経済規模の縮小をもたらすものと

して深刻な課題になっていることは周知の事

実です。これに対処するため、外国人労働力

の導入が進められています。 

  しかし、労働力不足を単純に外国人に頼っ

たり、十分な受入れ体制のないままに、導入

のハードルを下げることは好ましいことでは

ありません。 

  しかし、既に介護分野をはじめ、製造業、

農業分野においてもアジア各地から多くの外

国人が本市で就労されています。そのニーズ

はまだまだ強く、３年で帰国する従来の技能

実習制度が廃止になり、日本での長期滞在を

図るため、特定技能１号、２号の制度が設け

られました。このような状況の中、生活習慣

も文化も異なる方々が社会の中で安心・安全

に生活を営む環境を整備することが喫緊の課

題になっています。 

  具体的には第１に日本語の教育、第２に雇

用条件はじめ、職場での諸ルールの理解、第

３に、日常生活におけるルールや慣習の習熟、

そして生活の中で発生する様々な問題の相談

体制です。これは外国人自身の課題であると

ともに、彼らを雇用する事業者の課題でもあ
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ります。 

  ただ、ここで認識しておかなければならな

いことは、放っておいて、外国人人材が押し

かけてくるわけではないという事実です。既

に介護分野では韓国、台湾でも人手不足から、

我が国同様、海外からの人材を求めているこ

と。さらに、アジア諸国の急速な経済成長で、

賃金ベースが上昇し、海外に働きに出るメリ

ットが小さくなっており、外国人受入れを希

望する事業者からは、必要人数の半分も確保

できないとのお声も聞かれます。 

  さらに、日本国内でも海外人材の就業希望

地は首都圏に集中し、国内での獲得競争もあ

ります。このような獲得競争を勝ち抜き、外

国人材の方々と共生を図るために、仕事や日

常生活をスムーズに行うための様々なサービ

スを提供する行政機関が必要です。 

  本市では神戸市が設置する公益財団法人神

戸国際コミュニティセンターが日本語教育や

生活相談を行っており、またＮＰＯ法人神戸

定住外国人支援センターも、日本語教育のほ

か、子供の教育相談、高齢者の生活相談など

も行っています。 

  ただ、今後外国人材が増嵩することが予測

される中、その機能の高度化、サービス量の

拡大など、国内外にアピールできる体制の強

化が必要であると考えますが、御見解をお伺

いいたします。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 坂口議員の御質問のう

ち、まずこども食堂の今後の運営につきまし

てお答えを申し上げます。 

  本市では、子供たちが放課後に食事や学習、

団らんなどを通して安心して過ごすことがで

きる子供の居場所づくりを進めてきました。 

  こうした居場所は子供たちが自分の足で歩

いて行けるような身近な場所にあることが重

要であると考えております。 

  全小学校区への設置を目指し、実施団体に

対する立ち上げや運営の支援を実施しており

まして、おおむね全ての小学校区に子供の居

場所が設置されております。 

  また、これらの居場所が地域のニーズに合

ったものとなるよう、補助団体の選定に当た

っては、地域における居場所の設置状況や利

用状況、地域の課題なども考慮しております。 

  この結果、神戸市では安心して過ごせる居

場所の１つである児童館などに加え、新たに

子供の居場所ができたことによりまして、子

供たちの放課後の過ごし方の選択肢が広がっ

ていると考えております。 

  また、それぞれの居場所が特性を持ち、児

童館におきましては、専門性のある職員が遊

びやプログラムを通じた子供たちの育成や課

題を抱える子供への支援を実施しております。 

  一方、子供の居場所は地域の方や大学生な

どのボランティアにより運営され、食事や団

らんを通じた異世代の交流など、子供たちが

様々な学びや体験に接する機会が得られると

ともに、地域による子供たちの育ちの見守り

にもつながっているというふうに考えており

ます。 

  坂口議員からは、類似の施策があるため、

統合・再編の上、より効果的な事業展開を検

討すべきであるという御指摘をいただきまし

た。 

  もしも無駄があるなら、これは正していか

なければなりませんが、先ほど申し上げまし

たように、子供の居場所は、子供たちが自分

の足で歩いて行けるような身近な場所にある

ということが重要です。したがいまして、こ

ういう場所をやはり増やしていくという努力

を今後ともしていきたいと思いますし、そう

いうような努力の中で、この重複や、あるい

は無駄というものが果たしてあるのかどうか

ということを、しっかり検証をさせていただ

きたいと存じます。 

  次に、地元企業への成長支援につきまして
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お答えを申し上げます。 

  地域産業の活性化、地元企業、神戸の産業

経済を支えてきた既存産業、既存企業への支

援というのは大変重要だというふうに考えて

おります。 

  市内経済の目指すべき方向性は現行の基本

計画や神戸2025ビジョンにも掲げているとこ

ろでありまして、既存産業の活性化、高付加

価値化、新たな産業の創造、企業の競争力強

化などによりまして、経済の発展を目指すこ

ととしております。 

  支援策といたしましては、人材確保やＤＸ

推進、海外展開や新事業展開など、全般的な

支援を行っているほか、港湾業、製造業など

業界ごとの課題に対し、各部局の専門性を生

かした支援も実施しております。 

  それぞれの施策の効果や課題を共有し、効

果的なものは、他の業界にも展開したり、重

複や不足のないよう連携していくことが重要

です。 

  例えば、雇用就労事業におきましては、関

係部局による庁内連絡会を定期的に開催し、

情報共有や課題感を共有することで、施策の

充実につなげております。 

  このほか、経済観光局と医療産業都市部が

共同し、市内企業の海外展開を支援するなど、

部局間で連携しながら取り組んでおります。 

  御指摘を踏まえながら、より効果的な企業

支援の取組につきまして、継続的に検討を行

い、充実した支援策の効果的な展開につなげ

ていきたいと存じます。 

  海外からの人材確保と育成につきましてお

答えを申し上げます。 

  本市における在住外国人は、今年の６月末

現在で６万1,573人となっておりまして、全

人口の約４％を占めております。 

  近年の在住外国人の増加に伴い、御指摘の

ＫＩＣＣのワンストップ窓口における相談件

数や日本語学習希望者数は年々増加をしてお

ります。国が2024年度から５年間で最大82万

人の特定技能外国人の受入れを見込んでいる

こともあり、神戸市でも今後、在住外国人の

増加が見込まれます。 

  こうした状況を踏まえ、今年度には新たに

地域日本語教育総括プロデューサーを配置す

る。また、義務教育年齢を過ぎて来日する若

者が増加していることを踏まえ、日本語学習

プログラムの開発と実証に取り組む、あるい

は、転入してきたばかりの外国人に向けては、

ＫＩＣＣのワンストップ窓口や日本語を学べ

る場所などを掲載したＫＯＢＥ ＷＥＬＣＯ

ＭＥ ＦＬＹＥＲを全区役所で配置をするな

どの取組を進めてきたところです。 

  同時に、この外国人の受入れを進めるので

あれば、受入れに伴う外国人の暮らしに対す

る支援、あるいは相談などは、国が一元的に

大きく方針を持って対応することが重要です。 

  この８月には指定都市市長会から国に対し

まして、司令塔となる組織をしっかりつくる。

そして、この司令塔の下に国が一元的な政策

を展開するということを要望しております。

国が自治体任せ、あるいは日本語教育につい

てのボランティア任せを継続し続けるのでは

なくて、この司令塔となる組織が、各自治体

が行う取組の基本的な方針をしっかり示し、

その方針に基づいて各自治体がこれを実施す

るという体制があるべき方向性ではないかと

感じます。 

  このような国における統一的な方針を踏ま

えながら、神戸市として、神戸市の特性に応

じた独自の施策を展開していくという方向性

で今後とも臨んでいきたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては副市長からお

答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから３点御

答弁を申し上げます。 

  １点目は児童養護施設の職員の処遇改善に

ついてでございます。 
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  お話をいただきました「６つのいいね」は、

待機児童対策として改正されまして、保育所

に勤務する保育所を対象とした事業となって

いるところでございます。 

  家賃補助につきましても、保育所の保育士

を対象とする国制度、月額６万4,000円に市

独自で上乗せをいたしまして、月額最大10万

円の補助を行っておりまして、児童養護施設

は対象としていないところでございます。 

  児童養護施設からは、入所施設という特性

上、宿直勤務があるなど、保育所に比べて、

さらに人材確保が困難であると聞いておりま

して、職員確保のために施設職員の処遇改善

は重要であると考えているところでございま

す。 

  そのため、平成29年度から夜間を含む業務

の困難さに着目をいたしまして、月額5,000

円の処遇改善を行っているところでございま

す。 

  また、児童養護施設や保育所の児童福祉分

野におきましては、キャリアや役職に応じた

加算のほか、国家公務員の給与改定に応じた

処遇改善として、令和６年度には約10％の引

上げを行ったところでございます。 

  さらに、市単独で勤続年数に応じた給与改

善費補助、これは年間６万円から最大で47万

2,000円に上るものでございますけれども、

その補助を行いますことや、採用１年目から

７年目の職員に対する７年間で最大160万円

の一時金給付を行っているところでございま

す。 

  これまでも神戸市として様々な処遇改善に

取り組んできているところでございますけれ

ども、人材確保につながる有効な施策は何か、

引き続き児童養護施設の職員の声を聞きなが

ら検討してまいりたいと考えてございます。 

  ２点目は、あんしんすこやかセンターにお

ける職員の処遇改善。１点目としましては、

人件費の引上げについてでございます。 

  あんしんすこやかセンターに関しましては、

本市ではおおむね中学校区に１か所、計76か

所設置をしているところでございます。 

  専門職３職種、保健師、看護師、社会福祉

士、主任介護支援専門員を高齢者人口に応じ

た市基準の配置数で、国基準より実態に応じ

てきめ細やかに配置をしているほか、本市独

自に住民同士の支え合いを推進するための職

員を圏域ごとに１名追加で配置しております

が、高齢者人口の増加に伴い、必要な職員の

増員配置をしてきているというところでござ

います。 

  御指摘をいただきましたように、業務量が

増加し、複合的な課題を抱えるケースへの対

応など、センター職員には高度な援助技術が

求められていると考えてございます。 

  そのため、職員の定着が難しく、職員募集

をしても応募がないといった意見も聞いてお

りまして、人材の確保が難しい状況であるこ

とは認識をしているところでございます。 

  センター運営の委託料につきましては、こ

れまで業務量の増加に対応するため、平成29

年度と30年度に増額をしてきたところであり

ますけれども、人件費相当の額は平成21年度

に改定してからは増額ができていないところ

でございます。 

  そのため、人件費に係る委託料につきまし

ては、センターの安定的な運営に向けて、人

員確保や定着が図れるよう、来年度予算に向

けて増額する方向で検討させていただきたい

と考えているところでございます。 

  ２点目は、このあんしんすこやかセンター

の委託料の減額措置の撤廃についてでござい

ます。 

  あんしんすこやかセンターに欠員が生じた

場合の人件費の減額に関しましては、欠員月

数に応じて月割り額を減額しておりましたが、

昨今の介護人材不足の状況におきまして、人

材の確保に時間を要することや、残る職員で

業務を担っている状況等を踏まえまして、令

和６年度より、月割り額の２分の１に緩和す
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る変更を行ったところでございます。 

  委託料はセンター業務に必要な職員配置基

準を設定しておりまして、配置がない場合、

委託料の減額はやむを得ないと考えていると

ころでございますけども、今後欠員が生じて

も人員確保が円滑に進むよう、先ほど御答弁

申し上げましたように、委託料を増額する方

向で検討させていただきたいと考えていると

ころでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは、区役所窓

口の利便性向上についてお答えさせていただ

きます。 

  区役所窓口におきましては、日本語に不慣

れな外国人の方への対応として、窓口で使用

できる翻訳機のポケトークや音声認識と自動

翻訳ができるアプリ、ＵＤトークが入ったタ

ブレット端末などを備えているところでござ

います。 

  耳が聞こえづらい高齢者や聴覚障害のある

方への対応としましては、各区役所・支所に

手話通訳者を配置しており、年間延べ5,000

人以上の方に利用していただいているところ

でございます。 

  他の自治体では、聴覚障害のある方向けに

ＵＤトークを活用している事例が多く見受け

られます。 

  御指摘の音声字幕表示システムにつきまし

ては、導入した自治体とも意見交換をしてい

る中で、実際に利用された方には一定評価を

されていると聞いてございます。 

  一方で、聴覚障害がある方に対しまして、

大きい声で話せば解決するといった場合もあ

るなど、活用機会が少ないことや、タブレッ

ト端末に比べて、設置場所を柔軟に変更しに

くいなど、実際の導入に向けた課題も確認し

ているところでございます。 

  まずは、区によって窓口状況がそれぞれ異

なる中で、利用者のニーズや課題等を含めた

詳細な利用実態を把握していく必要があると

考えております。 

  区役所の窓口職員の意見を聞きながら、各

区に配置されておりますタブレット端末の活

用状況や課題等を詳細に把握し、利用者ニー

ズに沿った、安心して利用できる区役所窓口

の環境整備を進めてまいりたいと考えてござ

います。 

  その上で、音声字幕表示システムにつきま

しては、他都市の先行事例とともに、ＡＩな

どの技術の進展や費用対効果も十分に踏まえ

ながら、導入の必要性を見極めていきたいと

考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは、子

供のスマホ依存対策について答弁申し上げま

す。 

  先日、文部科学省が公表した調査ですが、

令和６年度経年変化分析調査・保護者に対す

る調査等によりますと、スマホの使用時間が

一定の水準を超えると学力スコアが低下する

傾向が見られました。また、スマホの使用ル

ールを守るように促している保護者の子供の

ほうが使用時間は短くなり、一方で、保護者

のスマホ使用時間が長い家庭は子供の使用時

間も長くなる傾向が見られました。 

  このように、スマホの使い方や家庭での過

ごし方、そして保護者の関わり方が学力や生

活習慣に関係することが確認されております。 

  さらに、本調査以外にも様々な書籍や論文

において、スマホの使用時間と学力には相関

があり、使い過ぎることで脳や認知機能、健

康面、心理面等に影響を及ぼす可能性がある

との指摘もされているところであります。 

  これまで教育委員会では、インターネット

やＳＮＳを通じてトラブルに巻き込まれない

ようにするための広報や、インターネット安

全教室、依存防止の出前授業など、いじめ防

止の観点も踏まえた情報モラル教育に取り組
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んできました。 

  スマホ依存の問題は、子供たちの学力や生

活習慣に加え、心身の成長にも関わることと

考えており、認知機能や健康面等も含め、子

供たちへの影響をより長期的かつ幅広い視点

で知見を持つ有識者の意見を聞きながら、教

育委員会においても議論・研究をしていく必

要があると考えます。 

  スマホの利用に関わる学力や心身への影響

等について、科学的な検証などを踏まえつつ、

各家庭への分かりやすい効果的な啓発に努め

ていきたいと考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 坂口君。 

○11番（坂口有希子君） 御答弁ありがとうご

ざいました。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず、先ほど御答弁いただきました子供の

スマホ依存対策についてでございますが、教

育委員会としても、様々な取組をしてくださ

っていることは理解いたしました。ありがと

うございます。 

  最近では、ニュースでも取り上げられてお

りましたけれども、愛知県の豊明市が全住民

を対象に仕事や勉強以外の自由時間にスマホ、

ゲーム機器などを使う時間の目安を１日２時

間以内とするという条例を提案したというこ

とで、昨今話題になっておりました。もう賛

否の声も上がっておりますし、すごい難しい

課題ではあると思うんですけれども、先ほど

教育長もおっしゃったように、保護者のゲー

ム、ＳＮＳ、動画視聴の時間が長いほど、子

供がゲーム、スマホに費やす時間が長いって

いう結果もありますので、保護者の方にもし

っかりとそういった点も踏まえながら、啓発

していくことがすごい大事だと私は感じてお

ります。 

  また、文部科学省のネットいじめ対策映像

教材作成などに関わっておられる甲南女子大

学の冨田教授の講演会に参加させていただい

た際にも、10年ほど前から生徒から知らされ

るいじめの実態が大きく変わってきており、

もうこれからネット、スマホの問題は、子供

たちの生活によくも悪くも大きな影響を与え

てしまうとも言われております。 

  また、その教授いわく、昨今では、いじめ

などにもＬＩＮＥなどを使いまして、例えば

５人グループがいたら、５人でグループＬＩ

ＮＥをつくっている中で、１人ちょっと気に

入らないというか――がいたら、次はその子

をのけて４人でグループＬＩＮＥをして、１

人孤立化をさせてしまうという事例もすごい

たくさんあると伺っております。 

  子供たちは、そういったＬＩＮＥのグルー

プとかでやってることに対して、悪気がなく

行っている可能性もあるため、本当にネット

やＳＮＳの使い方を伝えていくことが重要課

題かと思います。 

  また、本市では、子供の適切なネット等活

用促進事業の１つとして、スマホやネットの

依存傾向が増加している市内の小学校高学年

から中学生を対象に、賢いネットキャンプを

実施しております。日常生活でのネットやス

マホの利用を振り返り、自然体験や仲間と触

れ合うワークショップを通じて、インターネ

ットのよい面と悪い面を理解した上で、適切

に使いこなす能力を身につけることを目的と

して実施しており、非常に好評と聞いていま

す。 

  また、高校生と中学生の合同フォーラム、

児童館でのネットと賢く付き合う１ＤＡＹワ

ークショップなど様々な取組を行っておりま

すが、より効果を高めていくためにも、一過

性の取組にとどめるのではなく、継続的に取

り組んでいくことが望ましいと考えますが、

現在の取組の成果と今後の方針について御見

解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 本市では、子供たち
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がスマホやネットについて主体的に考える取

組を進めさせていただいているところでござ

います。 

  １つには日帰りキャンプ、児童館のワーク

ショップがあるわけでございますが、毎年秋

に自然豊かな六甲山で市内小・中学生を対象

に、日常生活でのスマホやネットの利用を振

り返り、これからの使い方を考える日帰りキ

ャンプを開催させていただいているところで

ございます。 

  令和６年度は新たな取組として、地域の身

近な施設である児童館でキャンプのエッセン

スを体験できるワークショップも開催をさせ

ていただきました。 

  参加者からは、ネットを離れ、山で遊んだ

ほうが楽しかった。ネットにも便利なところ

と怖いところがあると分かったなど、参加し

てよかったという声が90％以上に上ったとこ

ろでございます。 

  また、関西学院の高等部と中学生が一緒に

ネットやＳＮＳの付き合い方について考える

高校生と中学生の合同フォーラムを、教育委

員会と連携して開催させていただいてござい

ます。あわせて、フォーラムの内容を共有す

るため、当日の様子を動画教材として、全市

立中学校に配布をいたしまして、約2,400人

の生徒が視聴したところでございます。 

  中学生は年齢の近い高校生のいつの間にか

個人情報が流れているといった点や、不適切

な投稿が就職にも響くなどの声を、実感を持

って聞いていたところでございます。 

  子供のスマホ利用率は年々増加しておりま

して、適切な使い方を身につけてもらうため

には、御指摘をいただきましたように継続的

に取り組んでいくことが重要だと考えている

ところでございます。 

  フォーラムの動画を教材として活用した中

学校からは、より短い動画であれば利用しや

すいとの声もいただいているところでござい

ます。 

  引き続き、より多くの生徒に関心を持って

もらえる動画となるよう工夫してまいりたい

と考えているところでございます。 

  今後も教育委員会などと連携をしながら、

スマホやネットの適切な利用に向けた取組を

広げてまいりたいと考えているところでござ

います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 坂口君。 

○11番（坂口有希子君） ありがとうございま

す。本当に、このフォーラムもすごいよかっ

たと私もお伺いいたしましたし、このフォー

ラムの様子を動画にすると、2,400人の方が

視聴してくださったということで、より短い

動画のほうがいいという御意見もごもっとも

だなと思いますので、編集とかちょっと大変

だと思うんですけれども、本当に子供たちが

喜ぶっていうか、見やすい動画の作成もまた

よろしくお願いいたしますし、こういったこ

とはこども家庭局が所管となって柔軟にこう

したイベントをされていると思うんですけれ

ども、先ほど副市長がおっしゃったように、

１回１回が単発で終わるような取組ではなく

て、教育委員会と連携しながら、しっかりと

効果的な施策になるように実行していってい

ただけたらと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  また、調べたところ、文化庁の国語に関す

る世論調査によりますと、読書量の変化とし

て、読書量は減っているとの回答が約７割と

の結果であるとありました。その理由として、

スマホやゲームなどで時間が取られるが43.

6％と一番多い結果となっておりました。 

  藤原正彦氏の書籍で「スマホより読書」に

よると、本で得られる教養とネット、スマホ

の情報の間には隔絶たる違いがあり、人間の

記憶の特性上、インターネットの画面を幾ら

見ても教養は身につかないと指摘していまし

た。読書の大切さ、また、読書量を増やす対

策を昨年末の一般質問でも私させていただき
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ましたけれども、改めて読書の大切さを実感

しております。 

  また、先日小学校の校長先生ともお話しし

たところ、子供たちが本を読まなくなったと

もおっしゃっておりました。学校の先生方も

子供たちが本を読むように、様々取組をして

くださっていたり、また努力してくださって

いると思うんですけれども、例えば、学校教

育の場において誰でも開催できる本の紹介コ

ミュニケーションゲームである、ビブリオバ

トルなどを取り入れながら、子供たちがスマ

ホよりも読書に時間を割きたくなるような取

組を進めてはどうかと考えますが、御見解を

お伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 読書や調べ学習など

本を活用する学びの重要性は十分に認識して

いるところでございます。 

  本市では、全小・中学校の学校図書館に学

校司書を配置し、読書促進や調べ学習等に積

極的に取り組んでいるところです。 

  特に、読書促進については、児童・生徒の

発達段階や、個々の児童・生徒の意欲等に応

じて、各学校で学校司書を中心に、本に触れ、

学ぶ機会づくりに取り組んでおります。 

  例えば、児童への読み聞かせや、児童・生

徒が面白いと思った本の内容をプレゼンし、

投票で読みたい本を決めるビブリオバトルな

ど、児童・生徒の状況に応じて様々な企画を

凝らして本に親しむきっかけづくりを図って

おります。 

  また、放課後や長期休業期間中など、授業

以外の時間に児童・生徒が学校図書館を利用

できる取組を、こども家庭局とも連携し、進

めているところでございます。 

  具体的には、小学校では本の広場として、

学校図書館を学童保育の実施場所として活用

するとともに、全ての児童が利用できる居場

所とする取組を始めております。 

  また、中学校では来年度のＫＯＢＥ◆ＫＡ

ＴＳＵ移行に合わせて各学校において、生徒

の保護者の居場所として、学校図書館の活用

も検討しております。 

  このような様々な取組を通じて、より一層

本に親しむ機会づくりにつなげたいと考えて

おります。 

  今後、読書促進に係る各学校司書を中心と

した好事例や、他都市の先進的な取組など、

研修等を通じて全市に展開していきたいと考

えます。 

  児童・生徒が学校で本を親しむ習慣を身に

つけた上で、家庭においても、これまで以上

に本に触れる機会を増やせるよう、様々な工

夫に努めてまいりたいと考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 坂口君。 

○11番（坂口有希子君） ありがとうございま

す。様々取組をしてくださっており、ありが

とうございます。 

  ほかの結果でも、御家庭に本がたくさんあ

ると、やはり子供たちも本を読む機会が、時

間が長いという調査結果もあると見ましたの

で、またそういった様々な取組をお願いいた

します。 

  子供のスマホ依存対策は本当に難しい課題

ではありますけれども、本当に大事なことだ

と思いますので、引き続きの対策をよろしく

お願いいたします。 

  続きまして、あんしんすこやかセンターの

人材費の引上げについてですが、先ほど副市

長から、人件費の水準について検討するとの

御答弁をいただきました。処遇改善の必要性

を御認識いただいたことは高く評価しており

ます。その上で、改めて課題の根本に触れた

いと思います。 

  委託料の減額措置の撤廃についてですが、

この課題の真の原因は人件費の低さにありま

す。処遇が不十分なため欠員が生じ、減額さ

れ、さらに人材確保が困難になる悪循環に陥
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っています。 

  大阪市では、人件費水準が高く、また人材

が潤沢なため、欠員が長期化せず、減額措置

そのものを必要としない状況に至っていると

聞いています。 

  本市においても処遇改善を進めれば、人材

確保・定着が進み、減額措置を前提としない

健全な運営が可能となると考えますが、御見

解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今御指摘をいただき

ましたけれども、センターの安定的な運営に

向けては、人材の確保と職員の定着が大変重

要なことだというふうに考えているところで

ございます。 

  ただ、この委託料につきましては必要な職

員配置に対して設定をしておりますことから、

配置がない場合、減額はやむを得ないものと

いうふうに考えているところでございます。 

  減額措置を設けていない他都市の状況につ

きましては、どのような考え方でやっておら

れるのか、今後詳しく把握をしてまいりたい

と考えているところでございます。 

  神戸市としましては、職員の定着を図るた

めには、センター職員の業務負担軽減等に取

り組むことも重要であると考えておりまして、

事務処理負担の軽減のほか、研修等の職員の

スキルアップ支援、弁護士相談等の処遇困難

事例対応への支援などにも取り組んでいると

ころでございます。 

  さらに、先ほど御答弁申し上げましたよう

に、欠員が生じても人員確保が円滑に進むよ

う、委託料についても増額する方向で検討さ

せていただきたいと考えているところでござ

います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 坂口君。 

○11番（坂口有希子君） ありがとうございま

す。減額措置はやむを得ないということでお

っしゃっておられましたけれども、他都市の

事例とかも、また調べていただきながら、前

向きに御検討いただけたらありがたく思いま

す。 

  また、このあんしんすこやかセンターで職

員の皆様は長田区―― 私長田区なので、長田

区ではふれあい喫茶とか、またお祭りの行事

とか、もう様々なところに必ず来てくださっ

ておりまして、ふれあい喫茶とかで、御高齢

の皆様に分かりやすいアトラクションなども

してくださっております。また、あるあんし

んすこやかセンターでは、毎月高齢者の方が

喜ぶような、あんすこ便りをつくっておりま

して、独自でクイズをつくっておられるセン

ター長さんもおられます。あんしんすこやか

センターの職員の皆様は本当に一生懸命頑張

ってくださっておりますし、取り組んでくだ

さっておりますので、ぜひ人件費引上げを通

じて人材の安定確保を実現し、減額措置を必

要としない健全な運営が可能となるよう取り

組んでいただきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

  それでは、続きまして児童養護施設の職員

処遇改善についてでございますけれども、な

かなか先ほどもおっしゃってくださったよう

に、人材確保が困難でございます。また私も

施設に行かせていただきましたけれども、子

供たちも明るく、また礼儀正しく、施設内も

すごくきれいで、生活環境が整っておりまし

た。こうしたことは、ひとえに職員の皆様が

本当に使命感を持ってすごい一生懸命従事し

てくださっているからだと思っております。

また、中には不安定な子がおられることもあ

りますし、愛情や関心に飢えて、子供に職員

の皆様が愛情を伝えたいと思っても、なかな

か伝わらない部分もあったりと、本当に心身

ともに大変な職務内容であるともお伺いして

おりますので、職員の皆様のモチベーション

維持のためにも、また再度御検討していただ

けたらありがたく思いますので、よろしくお
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願いいたします。 

  続きまして、こども食堂の今後の運営につ

いてでございますが、実際にこども食堂を訪

問し、運営されている方の話を聞きますと、

地域によって様々な課題を抱えておられます。 

  例えば、参加人数が多いところでは、昨年

の米騒動の影響を受けて運営が困難となるケ

ースや、逆に立ち上げたものの人数が集まら

ずに閉鎖されたケースもございます。全小学

校区への展開は、子供たちに平等に居場所を

提供するという観点では重要であると思いま

すが、このような現状を踏まえ、地域ごとの

課題や特性を考慮した運営が必要であると考

えますが、今後の方向性について御見解をお

伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この子供の居場所の

実施団体は多くが地域のボランティアで実施

をされておりますけれども、その中には、資

金面や担い手の確保、子供たちへの周知など、

運営上の課題を抱えている団体があることは

承知をしているところでございます。 

  本市では実施団体が無理のない範囲で活動

いただきますように、月１回から週２回まで

の開催回数に応じた補助金額を設定しており

ますほか、食材費の高騰を受けて、令和７年

度から食事提供を実施している団体に対して、

補助金の加算を行っているところでございま

す。 

  また、令和６年度より運用しておりますこ

ども地域応援ネットワークＫＯＢＥサイト内

にありますマッチングシステムによりまして、

企業等からの寄附と活動団体のマッチングを

促進するとともに、ぼらくるとも連携をいた

しまして、人材確保の支援を行っているとこ

ろでございます。 

  さらに、各区の社会福祉協議会に配置され

ました子育てコーディネーターが地域事情を

把握し、ボランティアの確保や実施場所の紹

介、地域団体の顔つなぎなどの支援を行いま

すほか、利用促進に向けた居場所マップ等を

活用した広報、運営上の課題に対する個別相

談、居場所団体同士の交流会の開催による好

事例の共有など、継続的な運営に向けたきめ

細かな支援を行っているところでございます。 

  今後も関係機関と連携をしながら地域の現

状や課題についても情報収集に努め、地域ニ

ーズに合った子供の居場所が運営されますよ

う、引き続き支援を進めてまいりたいと考え

てございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 坂口君。 

○11番（坂口有希子君） ありがとうございま

す。きめ細やかな支援ということで、地域の

現状を踏まえながら、本当にその地域のニー

ズに合わせて引き続き支援をしてくださると

いうことで、よろしくお願いいたします。 

  こども食堂は私も何度も行かせていただい

ておりますけれども、地域の御高齢の方もた

くさん来られていて、なかなか子供に触れる

機会がない御高齢の方たちが大変喜んでいる

ところでもありますので、またよろしくお願

いいたします。 

  それでは、区役所窓口の利便性向上につい

てですが、今度は利用者のニーズとか、また

窓口の業務担当の方にお話を聞いて検討され

ていくという御回答でしたけれども、私もこ

の音声表示システムを一度見たことがありま

して、会話をすると普通に、非常に誤字脱字

なく、そのスピードどおりに文字を表示して

おりました。また、アクリル板で透明ですの

で、相手の顔を見ながら会話ができるという

すごいいい部分がありますし、また聴覚障害

者の方だけではなくて、外国の方、130か国

以上の言語に対応してますので、そういった

外国人の方の対応もすごいいいと思うんです

ね。なので、まずは外国人が多い区役所など

で導入を検討していただけたらどうかと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 
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  それでは、時間が参りましたので以上で終

わらせていただきます。ありがとうございま

した。 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  次に、46番髙瀬勝也君。 

  （46番髙瀬勝也君登壇）（拍手） 

○46番（髙瀬勝也君） それでは引き続き代表

質疑をさせていただきます。 

  まず、健診事業についてお伺いいたします。 

  高齢化が進む日本社会におきまして、長く

健康な生活を送る上で予防医療の重要度が増

しています。ここで予防医療とは、生活習慣

の改善などを通じて、病気の発症を予防する

ほか、健康診断により病気の早期発見・治療

を促し、重症化を防ぐものであり、健康寿命

の延伸や生活の質向上につながることが期待

されております。 

  そこで、予防医療を推進するに当たって本

市の健診事業、とりわけ国保の特定健診とが

ん検診についてお伺いいたします。 

  まず、国保の特定健診でございますが、特

定健診とは生活習慣病の予防のために、40歳

から74歳の方にメタボリックシンドロームに

着目した健診のことで、国の目標値は受診率

60％でありますが、本市の令和４年度におけ

る受診率は31.9％、５年度は31.8％と、残念

ながら横ばいが続いており、県内での順位は、

令和５年度で41市町のうち36位でありました。 

  このような現状から鑑みますと、これまで

のやり方をベースにしていては、受診率の向

上が期待できないことから、目標達成のため

に抜本的にやり方を変更すること、つまりデ

ジタル化を取り入れることを早急に検討する

ことが重要ではないかと考えております。 

  デジタル化の推進に当たっては、今や幅広

い年代で普及しているスマホを活用すること

が大切であり、そのスマホで健診の予約、健

診の結果表示、さらには自身の体重、血圧、

血糖値など、健康管理をすることも可能とな

り、自身の健康課題を認識して生活習慣の改

善に取り組むことにつながるものと考えてお

ります。 

  あわせて、受診者がスマホで予約その他を

行うことによりまして、指定医療機関側の受

付業務の効率化や、健診業務そのもののＤＸ

化につながると考えておりますけれども、本

市として、受診率の向上に向けた取組につい

て御見解を伺います。 

  次に、がん検診について伺います。 

  本市では、公明党議員団が主導し、議員提

案条例として、がん対策基本条例が策定され

て以来10年が経過をしました。がんは30年以

上死因第１位になっており、２人に１人がが

んになると言われております。 

  がんによる死亡や治療などによる生活の質

の低下を減らすには、早期発見・早期治療が

重要で、がん検診はその鍵を握っております。 

  少し前ですけれども、がん対策、たばこ対

策に関する世論調査がございまして、がん検

診未受診の理由は、受ける時間がない28.9％、

健康状態に自信があり必要性を感じない25％

などと続いておりました。 

  これに対して、本市のがん検診受診率向上

の取組は、啓発として広報紙ＫＯＢＥや神戸

市ホームページでの案内のほか、広報物の配

布を行っております。次に、個別勧奨として

40歳の５大がん検診無料クーポンの送付、あ

るいは30歳、50歳、60歳の対象者に対して、

はがきによる個別受診勧奨など節目年齢への

無料クーポン送付などを実施しているところ

でございます。 

  このような受診率向上の取組の中で、本市

のがん検診率は、40歳から69歳では2019年比

で胃がんの内視鏡が110％と増加している一

方で、胃がんのⅩ線、乳がん、肺がん、大腸

がん、いずれも減少している現状がございま

すので、受診率の向上についてはこれまでの

取組の延長ではなく、一層の推進策を講じる

必要があると考えますが、御見解を伺います。 
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  次に、病院機構の働き方改革と経営につい

て伺います。 

  本年５月、「断らない病院のリアル」とい

うタイトルでＮＨＫが中央市民病院の働き方

改革と経営状況について特集番組を放映しま

した。病院における働き方改革で、スタッフ

の人数を増やす一方、手術室などの設備が増

やせない中で、医業収入の伸び悩みで赤字に

苦しみ、また、スタッフの労働環境も十分改

善されているとは言い難い状況がまさにリア

ルに紹介をされていました。 

  中央市民病院は高度医療と三次救急を担う、

文字どおり市民の命を守る最後の砦でござい

ます。 

  一方で、病院経営の観点から、高度医療も

救急医療も、そもそも不採算医療であり、こ

の不採算医療が全国の自治体病院のうち、お

よそ９割が赤字であることの一因とも言われ

ております。もちろん、現場の医療スタッフ

の皆さんにコスト意識を持っていただくこと

は大切なことではあります。しかしながら、

医療活動に対する責任とスタッフの労働安全

衛生や経営の健全性を担保する経営責任は別

に考えるべきではないでしょうか。 

  特に、労働安全衛生の課題は医療の質につ

ながる重要課題であり、スタッフ個々の使命

感に頼るべきではないことは言うまでもあり

ません。 

  昨年度は過去最大の赤字であったと言われ

ています。物価高騰の中、繰出し基準の算定

にも課題があったのではないかと拝察いたし

ますが、その評価と今後の取組について御見

解を伺います。 

  次に、個別避難計画の作成についてでござ

います。 

  災害時に命の危険が高まる高齢者や障害者

など、自ら避難することが困難な要配慮者に

対しては、平時からの備えとして、個別避難

計画の作成が不可欠でございます。災害が発

生した際に誰がどのように避難を支援するの

かを事前に明確にすることが、避難の遅れや

取り残しを防ぐ上で極めて重要でございます。 

  令和３年に災害対策基本法が改正され、優

先度の高い避難行動要支援者については、地

域の実情を踏まえながら、改正法施行後から

おおむね５年程度で個別避難計画の作成に取

り組むよう示されており、多くの自治体でそ

の作成の加速化が求められています。 

  本市では、優先作成対象であるハザードエ

リアに居住している要介護５の方の個別避難

計画の作成に当たっては、2024年４月にわた

しの避難計画つくり方という手引きを発行し

て、要配慮者自身にも個別避難計画の作成を

通じて、日頃から災害について考え、災害時

の準備を進めるよう呼びかけています。 

  また、災害対策基本法では、優先作成対象

者だけでなく、全ての避難行動要支援者に対

して、要支援者ごとの個別避難計画の作成を

市町村の努力義務としています。しかしなが

ら、現在の対象者が本市では約26万人という

規模もあり、作成が十分に進んでいない現状

がございます。 

  先日お話を伺いましたのは、事故で介護が

必要になった大学生のお母さんからでござい

ました。ちょうどトカラ列島近海を震源とす

る地震のニュースが連日報道されていた頃で、

神戸でも同様のことが発生した場合、どこへ

避難ができるのか、また、自分の子供の状態

で避難できる場所は確保されているのかなど、

不安になったことからの御相談でございまし

た。 

  対象になっている方の不安を取り除くため

にも、一層計画作成を進めなければならない

と考えますが、本市における個別避難計画の

作成率は、現在どのような状況にあるのか。 

  また、国の目標を踏まえ、今後計画の作成

を推進するに当たって、地域や関係機関との

連携の強化を図っていくのか、御見解を伺い

ます。 

  次に、学童保育の人材確保について伺いま
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す。 

  本市では学童保育を利用する児童は、令和

６年度で、１万9,206人、７年は１万9,623人

と年々増加していることからも、安心・安全

な保育環境の確保がますます重要になってお

ります。 

  一方、支援員の配置基準は、施設長、また

その役割を果たす放課後児童支援員１人を常

勤で配置することに加え、例えば、児童数19

人以下の場合は放課後児童支援員１人以上、

20人以上の場合は２人以上など、専任の放課

後児童支援員配置が児童数に応じて決められ

ております。このように指導員の配置基準が

定められておりますが、現場の実態を見ます

と、１つのスペース内で全ての活動を完結す

る場合だけでなく、運動や休憩を含め、活動

場所が複数に分かれることも施設によっては

あると聞いており、そのような場合、指導員

が物理的に分散せざるを得ず、実質的に人員

不足が生じるケースがあるのではないかと懸

念するところであります。 

  そこで課題となるのが、指導員の確保であ

ります。 

  社会福祉協議会では、登録制度を導入して

いますが、原則は各施設が人材募集を行うも

のの、十分な確保に至っていないのが現状だ

とお伺いをしております。 

  こうした課題を踏まえますと、学童保育の

現場が安心して子供たちを受け入れられるよ

うに、本市として支援を強化していくことが

必要だと考えますが、御見解を伺います。 

  次に、通学路の安全確保について伺います。 

  子供たちの命を守る通学路の安全対策は自

治体の最優先課題の１つであります。地域の

保護者や学校関係者の皆様からも、通学路の

安全確保に対する強い要望が寄せられていま

す。 

  本市においても、関係機関と連携しながら、

危険箇所の点検や改善に取り組んでいただい

ていることは十分承知をしておりますが、こ

れまで機会があるごとに取り上げてきた課題

でもあり、さらなる対策の強化を求めるとこ

ろであります。 

  令和６年３月に定められました神戸市通学

路のカラー化計画によりますと、市内道路の

うち約850キロが通学路として指定をされて

おり、安全対策の１つとして、路側帯のカラ

ー化につきましては、歩道のない経路におい

て、児童への安全な通行を促すことや、通行

車両に対して注意喚起を図ることを目的に、

計画的に整備を進めることが定められており

ます。 

  その整備方針は、主たる経路を優先して整

備すること、路側帯の整備が困難な場合は代

替措置を講じることなどとして、路側帯のカ

ラー化を推進する道路延長は主たる経路のう

ち117キロとしています。 

  さて、現状を確認しましたところ、この計

画を踏まえて、令和６年度に整備されたのは

117キロのうち約３キロ、令和７年度は約７

キロを予定しているとのことでした。 

  そこで、まずお伺いしたいのは、この計画

はできるだけ早期に整備を進めていくことが

重要であるという点についてでございます。

現状の進捗を踏まえた御見解を伺います。 

  次に、横断歩道のカラー化についてであり

ます。 

  昨年の決算特別委員会の総括質疑で、私が

質疑させていただき、試験的に横断歩道のカ

ラー化を23か所で行ってきた効果を検証した

結果、より費用対効果の高い横断歩道のカラ

ー化を今後の交通安全対策のメニューの１つ

として位置づけたい。警察と密に連携をしな

がら、令和６年度中の本格実施を目標に協議

を進めると今西副市長から答弁がございまし

た。 

  ようやく本格的な取組が始まると期待をし

たところでございます。 

  そこで、まず現在のところどのような取組

が進められているのか伺います。 
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  また、本市では先ほど質疑をさせていただ

きました路側帯のカラー化につきましては、

計画的に実施するよう、神戸市通学路のカラ

ー化計画が定められました。横断歩道のカラ

ー化につきましても計画的に実施することが

重要と考えますが、併せて御見解を伺います。 

  次に、高温状態化対策について伺います。 

  日本も猛暑日が―― 今年も猛暑日が相次ぐ

中、また熱中症アラートが連日発令される日

が続きました。このような日は外出を控える

よう呼びかけがございますが、仕事を含めて

外出しなければならない方もいらっしゃいま

す。地下を通ることや日傘を差すなど工夫は

ございますが、直射を避けるために、外出す

る際には、なるべく日陰を探しながら歩くこ

とが、この夏も増えたのは私１人ではないと

感じているところでございます。 

  千葉大学、藤井英二郎名誉教授によります

と、直射日光が当たると夏場の路面温度は50

から60度になりますが、街路樹で遮ると約20

度下がるそうであります。また、世界的な医

学誌に載った論文では、樹冠被覆率、これは

上空から見た高木の葉が覆う面積の割合を都

市の30％にすれば、熱中症による死者を約４

割減らせるとの指摘もございます。 

  また、街路樹の主な機能として、緑陰の形

成や気温上昇の抑制、心理的リラックス効果

のほか、二酸化炭素の吸収などが挙げられま

す。 

  一方で、街路樹は根上がりによる歩道の凸

凹で住民から苦情が入ったり、倒木や枝の落

下のリスクも考えられ、強剪定や伐採を求め

る声もあることが現実でございます。 

  しかしながら、異常な高温から市民を守る

ためには、街路樹の役割を見直すことも検討

しなければならないとも考えております。 

  そこで、この夏、特に実感したように、交

差点での信号待ちの際に、例えばタープなど

を活用して日陰をつくれないか、あるいは日

差しを遮る緑の日傘として街路樹を設置する

ことが有効ではないかと考えておりますけれ

ども、御見解を伺います。 

  最後に、六甲山上の防災力強化について伺

います。 

  神戸市を代表する自然と観光の拠点である

六甲山は、多くの市民や観光客が訪れるだけ

でなく、近年では企業の進出も増えており、

都市と自然が共生する重要な地域でございま

す。 

  本年２月に岩手県大船渡市で発生した大規

模な山林火災では、住宅102棟を含む210棟の

建物被害があり、2,900ヘクタールもの山林

が焼失する被害がございました。 

  その後も岡山市や愛媛県の今治市、宮崎市

など、各地で山林火災が相次いでおります。 

  もし、六甲山や摩耶山など同様の火災が起

こった場合の対策は十分に取られているのか

と懸念するところでございます。 

  実際に、本年六甲山上で建物火災が発生し、

消防車が現場に到着するまで約30分かかるな

ど、現状の体制では市街地の火災と比べます

と、どうしても時間がかかるのはやむを得な

いものの、一方で山上に消防拠点があればも

う少し被害が抑えられたのではないかとの声

もいただいているところでございます。 

  御案内のとおり、六甲山上へのアクセスは

限られますので、考え過ぎかもしれませんが、

緊急対応において、迅速な出動体制の確保が

課題ではないかと考えているところでござい

ます。特に近年頻発する山林火災や大型台風

による倒木、土砂災害などでは、初動対応の

遅れが被害の拡大につながるリスクがござい

ます。 

  山上は宿泊施設や学校施設もあり、万が一

の際には人的被害にも直結しかねません。こ

うした状況を踏まえますと、現場に近い場所

から出動できる体制を構築することは、市民

の安全を守る上で非常に有効であると考える

ことから、山上地域への消防拠点の設置を含

めた今後の防災力強化についての御見解を伺
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います。 

  以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 髙瀬議員の御質問のう

ち、私からは、まず市民病院機構への繰出し

基準の評価と今後の対応につきましてお答え

を申し上げます。 

  令和６年度の神戸市民病院機構の決算では、

医業収益は各病院が地域医療機関との連携の

強化や積極的な救急医療の提供などに努めた

ものの、入院・外来患者数ともコロナ前の水

準に回復しなかったこと、医業費用は近年の

エネルギー価格の高騰、経済物価動向に伴う

経費が大幅に増嵩したことから、法人全体で

過去最大の50億6,000万円の赤字となりまし

た。令和５年度の44億3,000万円の赤字から

６億3,000万円悪化したところです。 

  中央市民病院では31億1,000万円の赤字と

なり、令和５年度の17億8,000万円の赤字か

ら13億3,000万円悪化したところです。 

  このような中にありまして、市民病院機構

では、医師の働き方改革に対応するため、令

和元年度より、タスクシフト・タスクシェア

の推進などが計画的に進められておりまして、

令和６年度は全ての医師の労働時間が上限規

制内に収まっており、令和元年度と比較して

平均で月14時間減少をしております。 

  同時に、このような数字だけではなくて、

現実には中央市民病院をはじめとする各病院

の医師の方々の労働衛生環境は大変厳しいも

のがあるというふうに感じておりました。 

  先日――５月31日でしたけれども、ＮＨＫ、

ＥＴＶで放送されました「断らない病院のリ

アル」では、中央市民病院における救命救急

センターの切迫した状況が放映をされました。

私はこれをテレビでは見ることはできません

でしたけれども、中央市民病院の木原院長か

ら直接このコピーを手渡されまして、これを

見ました。大変厳しい状況に置かれていると

いうことを改めて認識をいたしまして、木原

院長に対しては、健康局を通じ、緊急に神戸

市として対応すべきことがあるのであれば、

補正予算を検討したいということを申し上げ

ました。 

  木原院長からは健康局を通じ、補正予算で

この緊急の対応をするのではなくて、令和８

年度予算の中で、一体どのような課題があり、

どう対応すべきなのかっていうことについて、

しっかり意見を申し上げるので、これをしっ

かりこの神戸市において議論をし、予算編成

の中で対応をお願いしたいというお返事をい

ただいたところです。 

  そこで、この点につきましては、やはり市

民病院機構―― 中央市民病院を含めた市民病

院機構の各病院への予算措置の在り方という

こと、これはしっかり議論していかなければ

ならないと改めて感じているところでありま

して、運営費負担金の在り方につきまして、

しっかりと議論をさせていただきたいと存じ

ます。 

  市民病院機構が市民の生命と健康を守る使

命を果たすことができるよう、設立団体とし

ての役割を果たしていきたいと存じます。 

  学童保育の人材確保につきましてお答えを

申し上げます。 

  学童保育の支援員の配置基準といたしまし

ては、児童40名に対し、２名の配置が必要で、

うち１名は有資格者が必要となっております。

人材確保への支援といたしましては、学童保

育就労希望者の登録制度、登録センターＫＯ

ＢＥを設けておりまして、各施設が登録者の

情報を確認して人材を探す際に活用されてお

ります。 

  この制度につきましての広報を行うととも

に、市内大学に協力依頼をいたしまして、学

生による登録も進めておりまして、令和６年

度は約50人が採用され、さらなる登録数の増

加を図っていきたいと存じます。 
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  また、今年度からは特に多くの人員が必要

な夏休み期間の人材確保に向け、教育委員会

事務局と連携し、ふだん児童に接する機会が

多い学校園の会計年度任用職員に夏休み期間

の学童への就労を呼びかけ、確保が一定図ら

れたところです。 

  安定した人材確保には、支援員の処遇改善

や働きやすい環境づくりによる人材の定着に

向けた支援が重要です。 

  処遇改善につきましては、国の制度を活用

した加算や社会情勢を勘案しながら、人件費

の拡充などを進めております。 

  働きやすい環境づくりといたしましては、

日々の実務に活用できる様々な研修の開催や、

臨床心理士が巡回を行い、児童対応へ助言す

るなど、支援員のスキルアップや日々の保育

をサポートする環境を整えております。 

  今後このような努力を継続することで、支

援員の安定した確保に向けて、努力をしてい

きたいと存じます。 

  高温常態化対策につきましてお答えを申し

上げます。 

  夏場の高温が常態化しておりまして、町な

かにおきまして、街路樹などにより日陰を創

出する取組が一層求められます。街路樹には、

夏場に緑陰をつくり、地表表面温度の上昇を

抑える、体感温度を下げる、蒸発散による周

辺気温の上昇を緩和するなどの効果がありま

す。このような街路樹の特徴を生かすため、

こうべ木陰プロジェクトの取組を進めており

ます。三宮周辺の都心部を中心に、交差点付

近や人通りの多い歩道などにおきまして、新

たに植樹を行うとともに、既存植樹の生育促

進を目的とした土壌改良も行っております。 

  地下埋設物などの制約もありますが、令和

５年度以降、計22本の植樹、16か所の土壌改

良を実施いたしました。 

  神戸の土壌の特性や、夏場の高温乾燥、強

風時の倒木防止などの観点も踏まえながら、

適した植栽基盤や樹種の選定など、樹木が育

つ環境づくりを進めていくことが重要です。

これまでの取組を踏まえながら、新たな植樹

や既存樹木の土壌改良などを一層進めていき

たいと考えております。 

  いずれにいたしましても、夏場の高温常態

化対策は極めて重要です。引き続き、このほ

かに日よけの設置の実証事業なども進め、町

なか日陰を増やす取組を進めていきたいと存

じます。 

  ほかの御質問につきましては副市長からお

答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから３点御

答弁を申し上げます。 

  １点目は、特定健診の受診率向上について

でございます。 

  本市の特定健診は、40歳から74歳の国民健

康保険加入者約20万人を対象に実施をしてい

るものでございます。国の受診率目標は60％

となっておりますが、各市町においては、段

階的に達成し得る挑戦可能な目標を設定する

こととされておりまして、本市は過去の伸び

率等を踏まえて、令和11年度に受診率42.5％

の目標を掲げているところでございます。 

  令和５年度は約６万人が受診いたしまして、

受診率は31％でございました。 

  御指摘をいただきましたように、兵庫県内

では36位、また20政令市の中では10位という

状況でございます。 

  本市の特定健診は、神戸市医師会の協力の

下、約700の指定医療機関で個別健診を実施

するとともに、区役所等の約50か所の会場で

集団健診を年間約500回実施いたしまして、

通年で広く受診可能な体制を整えているとこ

ろでございます。 

  予約受付は、医療機関では外来診療と並行

して健診を実施しておりますため、医療機関

ごとに対応いただいているところでございま

す。集団健診では電話予約に加えまして、健
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診ウェブ予約サイトでのウェブ予約も可能と

しているところでございます。 

  医療機関での健診予約のデジタル化につき

ましては、診療予約とのセットでの運用とな

りますため、導入は個々の医療機関での判断

となるところでございます。 

  また、健診結果の通知は、集団検診では郵

送で行っておりまして、医療機関では再度来

院いただき、原則対面で結果をお渡ししてい

るところでございます。 

  健診結果通知には継続して健診受診されて

いる場合は、過去３年以上の結果が掲載され

ておりまして、経年での比較が可能となって

いるところでございます。 

  さらに、マイナ保険証を御利用いただいて

いる方は、本人はマイナポータルから、医療

機関はオンライン資格確認等システムから過

去５年間の健診結果を確認していただくこと

も可能となっているところでございます。 

  受診率向上や実施機関の業務効率化のため、

中長期的にさらなるＤＸ化を推進していくこ

とは重要だと考えているところでございます。 

  既存の取組の効果検証と併せて、市民や関

係機関の声を聞きながら研究してまいりたい

と考えているところでございます。 

  ２点目は、がん検診の受診率向上について

でございます。 

  令和４年度国民基礎調査結果によります本

市の５大がん検診の平均受診率は43.7％であ

りまして、令和元年度の42.4％から1.3％上

昇しているものの、国の目標値60％には達し

ていないという状況でございます。 

  本市では、現在二十歳の子宮がん検診及び

40歳の５大がん検診におきまして、無料クー

ポンを交付しているところでございます。 

  さらに、節目年齢である50歳、60歳の対象

者、子宮がん検診の方には30歳の方にも個別

受診勧奨を実施しているところでございます。 

  また、国保特定健診の受診券にがん検診の

案内チラシを同封するなど、受診の機会を広

げる取組を行っているところでございます。 

  御指摘をいただきましたように、令和元年

度の世論調査におきまして、がん検診の未受

診理由として、時間がないとの回答が見られ

ましたことから、働く世代への啓発と、限ら

れた時間の中でも受診しやすい環境の整備が

必要と考えているところでございます。 

  本市のがん検診委託先に働きかけまして、

40歳になる方を対象に、５大がんを同じ日に

まとめて受診できる検診メニューを４月に新

たに創設をさせていただいたところでござい

ます。 

  申込み開始から３か月で定員を上回ったた

め、定員枠を約２倍に増加し、追加受付を行

っているところでございます。 

  また、令和７年度から40歳対象の５大がん

検診無料クーポン未利用者に対して再勧奨を

実施する予定としているところでございます。 

  さらに、職域との連携で、協会けんぽや健

康保険組合連合会、商工会議所など団体・企

業に働きかけまして、がん検診の受診を直接

従業員に呼びかけてもらっているところでご

ざいます。 

  今後も働く世代への啓発や、限られた時間

の中でも受診しやすい環境の整備を進めまし

て、さらなる受診率の向上に向けて一層の推

進策を講じてまいりたいと考えているところ

でございます。 

  ３点目は個別避難計画の作成についてでご

ざいます。 

  個別避難計画は、要援護者に対して避難支

援者や、避難場所、避難経路、その他避難支

援等に必要な事項を個別に作成をいたしまし

て、市町村や避難支援等関係者間で共有をす

るものでございます。 

  本市では優先的に取り組むべき対象者を、

１つには重症心身障害児・者、２つには24時

間人工呼吸器装着患者、３つにはハザードエ

リアに居住する要介護５の方と位置づけて、

順次取組を進めさせていただいているところ
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でございます。 

  このうち、24時間人工呼吸器装着患者につ

きましては、ほぼ全ての対象者について作成

済みとなっているところでございます。 

  一方、重症心身障害児・者及びハザードエ

リアの要介護５の方につきましては、対象者

への直接勧奨や御家族、ケアマネジャーなど

関係者への説明会を行い、取り組んでいると

ころでございますけれども、現状、１～２割

程度の作成状況となっているところでござい

ます。 

  個別避難計画の作成を通じて、日頃から災

害について考え、災害時の準備をしていくこ

とが自らの命を守る上で大変重要であると考

えているところでございます。 

  災害の発生直後におきましては、自助はも

ちろんのこと、地域で助け合う共助の取組が

重要となってまいります。個別避難計画の作

成と地域での災害時要援護者支援の取組を併

せて進めていくことが必要であると考えてい

るところでございます。 

  今後とも個別避難計画作成の意義を周知し、

個別避難計画の作成の一層の加速化に努めて

まいりたいと考えてございます。 

  あわせて、個別避難計画を活用した共助の

仕組みづくりを進めることによりまして、引

き続き災害時要援護者支援の推進に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは３点回答さ

せていただきます。 

  まず１点目ですが、通学路の安全確保につ

いてです。 

  通学路の安全確保につきましては、全国で

児童・生徒が死傷する事故が相次いで発生し

たことをきっかけとしまして、平成27年に教

育委員会、危機管理局、警察など関係機関と

共に連携体制を構築し、日常的な点検や保護

者や地域住民からの情報収集に取り組むとと

もに、毎年、学校関係者から要望書を受け付

けまして、情報共有を図り、役割分担の下、

適宜対策を行っているところでございます。 

  要望項目は年間100件を超えており、例え

ばカーブミラー、文マーク、路面標示、注意

喚起看板の設置などがございます。 

  御指摘の路側帯のカラー化につきましては、

御要望をいただいており、児童に対して路側

帯の通行を促すこと、ドライバーに対して通

学路であることを明示し、注意喚起を図るこ

とを目的としてございます。 

  令和６年３月に神戸市通学路カラー化計画

を策定し、計画的に整備に取り組んでいると

ころでございます。議員御指摘のように、通

学路850キロメートルのうち、歩道のある区

間やカラー化が完了している区間等を除いた

117キロメートルが整備対象となっており、

整備費用が１キロ当たり約1,000万円必要で

あることから、優先的に整備する区間の絞り

込みが必要であると考え、優先順位の高い30

キロを選定したところでございます。 

  この30キロを令和６年度からおおむね５か

年で整備完了することを目標としてございま

す。 

  実際の整備に当たりましては、地域の声や

現地状況を反映し、約30キロの優先整備区間

以外についても柔軟に対応しているところで

ございます。 

  あわせて、路側帯全面を塗るという工法で

今やってございますが、これを帯状のライン

表示にしてコストを削減したり、あるいは文

マークというのを小学校周辺でやってござい

ますが、これの歩道部の文マークを採用する

とか、そういった様々な工夫によってコスト

を削減して、できる限り前倒しで完了できる

ように取り組んでいきたいと考えてございま

す。 

  それから、２点目の横断歩道のカラー化で

す。 

  通学路における信号機のない横断歩道の安
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全を確保することは重要であると認識してご

ざいます。対策に当たりましては、必ず現地

を確認するとともに、関係者との協議を重ね

ながら、適切なメニューを検討し、道路構造

の改良による車両のスピード抑制、路面標示、

電柱幕、看板などによる横断歩道の事前予告、

支障物の撤去による横断歩道付近の見通しの

確保、照明灯の整備による夜間視認性の確保

など、様々な対策を行っているところでござ

います。 

  御指摘の横断歩道のカラー化につきまして

は、横断歩道の視認性向上、ドライバーへの

啓発を目的として、令和６年12月に警察と協

議を終えて、安全対策メニューの１つとして

位置づけたところでございます。 

  令和６年度は、路面標示、電柱幕などの事

前予告や道路構造の改良による車両のスピー

ド抑制など約30か所の対策を実施しておりま

す。このうち、横断歩道のカラー化をした箇

所は１か所でございます。これにつきまして

は、道路の構造上、急カーブとか、縦断勾配

がきつい坂道等におきましては、横断歩道そ

のものが見えないということもございますの

で、カラー化ではなく事前予告をしっかりや

っていくということが適切な安全対策であっ

たというところからでございます。 

  令和７年度も、約40件の要望が寄せられて

おり、全て現地の確認を行った上で、最適な

メニューを検討しているところであり、カラ

ー化実施を検討しているところもございます。 

  御指摘いただいた計画的な実施という点に

つきましては、横断歩道は全市で約6,000か

所ございまして、そのうち信号機のない横断

歩道は約4,000か所ございます。これらの安

全対策手法として、先ほども申し上げました

が、横断歩道のカラー化が全てではなく、

様々な対策があると思いますので、各箇所に

応じた最適な安全対策を図っていく必要がご

ざいます。 

  このため、横断歩道のカラー化に特化した

整備目標を数値として掲げるのではなく、学

校関係者、地域等の要望、警察の意見を聞き

ながら、整備箇所に応じた最適な安全対策を

実施する必要があると考えております。 

  引き続き横断歩道のカラー化が最適となる

箇所につきましては、積極的に整備を進めて

いきたいと考えてございます。 

  それから、３点目の六甲山の防災力の強化

についてでございます。 

  山上地域で林野火災や土砂災害が発生した

場合、道路状況を把握し、最速で現場到着で

きる消防部隊を出動させるとともに、状況に

応じまして、消防ヘリコプターを活用するな

ど迅速な対応を行っているところでございま

す。 

  令和６年度までの過去10年間で、六甲山頂

において、建物火災は４件のみであり、林野

火災は発生していないことから、現状の消防

体制で可能であると考えているところでござ

います。 

  一方、昨今の全国各地で発生した大規模な

林野火災を踏まえ、火災の予防と消火体制の

強化が重要であると認識してございます。 

  予防対策としましては、市内の登山関係団

体に加えて、森林保全の団体の方々に協力を

要請し、火災予防啓発を行う山の指導委員グ

リーンパトロールを200名から300名に増強す

る予定でございます。また、林野火災が発生

した際の対策としまして、背負い式消火水の

うなどの消火用資機材を増強するとともに、

火災に出動する消防部隊と人員を増やすこと

で、初動体制の強化を図ってまいりたいと考

えております。 

  さらに、消防団員が安全に活動できるよう、

被服等の個人装備品を充実し、安全対策の強

化を図ってまいります。加えて、住民の方々

が初期火災に使用する消火ボックスを六甲山

頂に設置しまして、地域住民や消防団による

地域防災体制の強化を図ることとしておりま

す。 
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  今後も消防の初動体制を強化することで、

山上の安全と安心を確保してまいりたいと考

えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 髙瀬君。 

○46番（髙瀬勝也君） 御答弁ありがとうござ

いました。時間もあまりありませんので、ち

ょっと絞って再質問させていただきます。 

  まず、学童の人材確保という観点でござい

ますけれども、増加傾向、今後も恐らく増加

して、利用する子供たちは増えていくんだろ

うなというふうに考えております。その際に、

人材確保がやはり、当然子供が増えれば課題

になってくるわけでございますけれども、例

えば幼稚園の施設を活用できれば、ゆとりの

あるところにはなりますけれども、活用でき

れば受入れ枠が増えるんではないかとも考え

ておりますけど、この点についてお伺いしま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この私立の幼稚園で

は、市内の一部の幼稚園、９園において、自

主事業として、余裕教室や園庭、小学校教諭

免許も有する職員を活用いたしまして、当該

幼稚園を卒園した卒園児のみを対象とした一

時預かりが実施されているというところでご

ざいます。 

  また昨年、私立幼稚園連盟が実施いたしま

したアンケートでは、半数の園が今後実施し

たいと回答をされているところでございます。 

  本市においては、こうした取組は増加が見

込まれます学童保育ニーズへの対応の一助と

なり、子供の育ちや保護者支援にとってもプ

ラスになることから、園長会等の場を通じて

多機能化の好事例として発信に努めていると

ころでございます。 

  一方で、卒園児の一時預かりを実施してい

る多くの幼稚園では、やはり備品や遊具、ト

イレ等の規格が幼児仕様であることや、園庭

における子供同士の接触による事故防止の観

点から、対象児童を小学校１年生から３年生

の低学年に限定をしたいというお声をいただ

いておりますし、職員確保の観点から、実施

日については土曜日を除く平日のみとすると

いったようなお声もいただいているところで

ございます。 

  児童福祉法上の放課後児童健全育成事業の

要件というもの自体は満たしておりませんで、

国制度の枠組みで支援することは難しいとい

った状況でございます。 

  この私立幼稚園における卒園児対象の一時

預かりは、小学校低学年に放課後の居場所を

提供し、保護者支援に加えまして、幼稚園の

教諭が専門性を生かして就学前後の子供の育

ちを継続して支えることで、いわゆる小１の

壁への対応にもつながることを考えておりま

して、今後実施園の拡大や保護者への周知、

ＰＲに向けて、私立幼稚園連盟とも連携しな

がら検討を行ってまいりたいと考えてござい

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 髙瀬君。 

○46番（髙瀬勝也君） ありがとうございます。

ぜひ前向きに御検討いただいたらと思います。 

  続きまして、健診の関係でございますけれ

ども、効果検証して研究していきたいという

お話もございました。 

  そこで、国が示している数字を少し御紹介

というか、試算も含めてですね、考えさせて

いただきました。令和４年度の特定健診受診

者、未受診者１人当たりの生活習慣病等医療

費というのを国が示しておりまして、その差

額が実に３万4,000円という国はデータを出

しております。 

  本市の健診の未受診者が、通院をしてる方

で未受診の方が11万人いらっしゃいますので、

夢のような数字かもしれませんけれども、仮

にこの11万人が受診すれば、37億医療費が削

減できるという試算がございます。これ、な
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かなか11万人全員が健診に行くということも

難しいとは思いますけれども、最大の計算で

それぐらいができるということでございます。 

  あるいは、ほかに収入面では、健診の受診

率が増えれば、保険者努力支援制度いうとこ

ろからも交付金が出てまいりますし、先ほど

申し上げたように医療費の削減も可能になる

ということですので、ぜひこのデジタル化、

ほかの分野ではＩＣＴ化が相当進んでいる神

戸市ですけれども、この点に関してはなかな

か進んでないという現状があって、これをぜ

ひ進めるべきだというふうに考えております

けれども、改めて、本当に研究でいいのかと

いうふうに思いますけれども、改めて御見解

を伺います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 先生の御質問は、こ

の医療機関において患者の受診機会などが受

診勧奨を行えるようなシステムの導入という

ものを積極的に進めるべきだというお話だと

いうふうに思ってございます。 

  この特定健診の受診状況は、先ほど御答弁

を申し上げましたけれども、マイナ保険証を

活用したオンライン資格確認等のシステムで

確認が可能ということになってございます。

なお、マイナ保険証の利用時に健診情報の提

供について、本人同意が必要などといった要

件もございますけれども、医療機関において

も過去５年間の健診結果を確認することがで

きるという状況になっているところでござい

ます。 

  仮に、他のシステムを独自に導入いたしま

す場合は、オンライン資格確認等システムと

同様に、個人の健診情報の提供に当たりまし

て、本人同意が必須となりますし、またオン

ライン資格確認等システムの反映とは別に健

診情報や国保資格の状況を逐一反映しなけれ

ばならないということもございまして、事務

処理上の負担が大きいというふうにも考えて

いるところでございます。 

  独自の、そしてまた、このシステムの構築

はコストが非常に大きいということもござい

ますので、この受診率の向上のためには、医

療機関、そして医療機関受診中の健診未受診

者への働きかけが重要であるというふうに考

えているところでございます。 

  医療機関には、必要に応じてオンライン資

格確認等のシステムを確認いただきまして、

令和６年度に実施した一部の区での案内チラ

シを用いた受診勧奨のように、引き続き様々

な手法で医療機関と連携して、受診率向上を

目指してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 髙瀬君。 

○46番（髙瀬勝也君） なかなかいい答えが出

てこないんですけれども、ぜひできる方法を

考えていただきたい。先ほど申し上げたよう

な、あくまでも試算ですけれども、削減効果

も高いというふうに私は認識をしております

ので、ぜひ前向きに御検討いただいたらと思

っております。 

  それと、通学路のカラー化のお話でござい

ます。 

  路側帯のカラー化が117キロのうち、３キ

ロ。今年が―― ７年度で７キロと、本当にこ

んなペースでいつまでやるのかなというふう

に思います。 

  実際、信号機のない横断歩道の要望状況と

いうのをお伺いしました。市内の小学校は16

3ございます。先ほど小松副市長からは100件

を超える要望があったというふうに伺いまし

た。ちなみに、令和６年度は179件御要望が

あったと、学校から要望があったと聞いてお

ります。 

  全179件です。163学校があって179件しか、

私から見ると179件しか要望が上がらないの

かというふうな思いもございますが、この点、

教育長はどのようにお考えでしょうか。 
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  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 基本的に通学路の安

全点検といいますか――認識については学校

と、それぞれ小学校ですけども、中学校や幼

稚園も含めてですね――各関係機関と連携し

ながら、各学校が場所を集約して、それを

我々教育委員会と共々、神戸市通学路交通安

全会議を開催して情報の集約に努めておりま

す。 

  今163校で179件ということの数字が大きい

かという御質問だと思うんですけれども、そ

れについては、やはり学校としても、きちっ

と子供たちの様子を見て、ここはどうしても

やってほしいというような形で出してる数字

だと思っておりますので、決して少なくはな

いかなと、そのように思っております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 髙瀬君。 

○46番（髙瀬勝也君） ちょっとどこまで言う

か迷いますけれども、170、少ないと思いま

すよ。学校で僅か、全市の学校で、これ平均

でですよ。 

  ちなみに区別で見ると、ちょっと言いませ

んけれども、かなりばらつきがあります。 

  １桁のところもあります。区で申し上げま

すとね、１桁ですよ。それはやっぱり学校が

絞ってるんでしょうけれども、絞り過ぎ違う

かと思いますけれども、もっと声が上がって

もいいんじゃないかと思いますけれど、ちょ

っと改めて御見解をください。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 当然ですね、安全の

ためですから、学校のある通学の全てに一定

の信号機であるとか、それらが全てあればい

いというのは当然だと思うんですけれども、

やはり子供たちの動きでありますとか、状況

とかを見て、絞るという言い方かどうか、ち

ょっと好ましいかどうかは分からないんです

けども、学校としては必要な要望については

きちっと集約をして上げさせていただいてい

ると、そのように認識しております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 髙瀬君。 

○46番（髙瀬勝也君） もうちょっと学校、各

現場とお話しいただいて、本当に今の現状で

安全なのかどうかっていうのを、改めて点検

していただいたほうがいいと思います。 

  私も通学路の、子供の通学の見守り活動を

やってますけれども、近所でも白線が消えて

たり、もうちょっとここをこうしたほうがえ

えのになと思うこともたくさんありますので、

地域の声をしっかり聞いていただいて、それ

も含めて、学校からの要望をですね、上げて

いただいたらいいのかなと思っておりますの

で、ぜひそのようにしていただきたいという

ことを申し添えて質問とさせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  この際、お諮りいたします。本件に関する

審議は、本日はこの程度にとどめたいと存じ

ますが、御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 御異議がないと認めま

す。 

  それでは、本件に関する審議は、本日はこ

の程度にとどめます。 

  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  この際申し上げます。次回本会議は明日午

前10時に開きます。 

  なお、ただいま在席の各位には、文章によ

る開議通知は省略させていただきますので、

さよう御了承願います。 

  本日はこれをもって散会いたします。どう

も御苦労さまでした。 

   （午後５時７分散会） 
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